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そう

春先のこと、『わたしは、ダニエル・ブレイク』

（ケン・ローチ監督）という映画が公開された。ケ

ン・ローチと聞くと、公権力と闘うシングルマザー

の物語『レディバード・レディバード』（1994 年製

作）を思い出す方もおられるだろう。イギリス労働

者階級の暮らしに迫る彼の映画では、過酷な環境の

中でもまっとうに生きようとする人たちとともに、

彼らを取り巻く無慈悲な差別、狡猾な犯罪、利己的

な暴力なども容赦なく描かれる。そしてそれらと並

び、人よりも規則を大事にする「お役所」がしばし

ば登場する。

ダニエルも、そんな「お役所」に翻弄される一人

だ。結局、ダニエルが頼りにできたのは、二人の子

どもを抱えたシングルマザーと、人々の善意で成り

立つ慈善事業だ。「ゆりかごから墓場まで」の路線を

転換し、自助と共助を称揚したイギリス政府が、逆

境の中で立ち上がろうとする自助の精神を砕き、尊

厳ある暮らしのための支援を政府に求めるのを諦め

させているのだとしたら、こんな皮肉なことはない。

さて、本号の特集テーマとした児童福祉法改正だ

が、これは日本の子ど

も家庭福祉史に大きな

ステップを刻むものだ

といってよいだろう。

ただし、どれほど美し

く力強く書かれた政策

があっても、現実を見

て落胆させられるとい

うことがあっては、元も子もない。鳥の目を以って

練り上げられた政策が本当に子どもの人権保障と自

己実現につながるのか、虫の目で検証していかなけ

ればならない。たとえば二木氏の論稿にあるように、

サーヴィス利用者からのフィードバックに基づき、

各機関から政府まで、さまざまなレヴェルで見直し

ていくことを定着できまいか―ソーシャルワーカ

ーの役割は子どもと家族へのダイレクト支援だけで

はないはずだ。

ダニエルの身に起きたことは、決して対岸の火事

ではないのだから。

次号のお知らせ 第 83 号特集「子どもの育ちと家庭─今、問われる代替養育のありよう」（予定）2018 年 4 月1日発行

編 集 後 記 鳥の目と虫の目

担当編集委員 澁谷昌史
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社会的養護の確かな明日を！

2016年に改正された児童福祉法は、子どもの育ちを虐待か

ら守るための制度のみならず、1947年に制定されて以来初め

てとなる児童福祉法の理念そのものに変更が加えられた。中でも

社会的養護にかかわる部分では、家庭養護優先の原則が条文化され、自立支援の強化が図

られるなど、これまでに議論されてきた事項が着実に法制度化されたものとなっている。

さらに法改正後には、その進捗状況を確認しながら、社会的養護の施策方針となってきた

「社会的養護の課題と将来像」（2011年）を全面的に見直す「新たな社会的養育の在り方

に関する検討会」が立ち上げられ、関係団体からの聴き取りを行うなど精力的に議論が進

められてきている。

そこで、本号では、これらの動向を社会的養護施策見直しの方向性を理解する好機と捉

え、特集を組むこととした。そして本号担当の澁谷委員から、法改正と検討会で議論され

たことを踏まえつつ、「保護（の対象）から権利（の主体）へ、とはどういうことか」「そもそ

も自立とは何か」「家庭養護とは？」「地域支援とは？」…等々、主要概念を「支援の現場

でどのように受け止めればよいか」、支援現場の実態を見据えた上で今一度基本に立ち返っ

て問い直したい─。併せて国内外の先駆的事例に学ぶとともに、改正内容に対する批判的

な検証も加えつつ、今後の児童福祉法等改正へつながるようなチャレンジングな論考を導

き出したい─との提案がなされ、編集委員会での議論を経て、特集テーマを「児童福祉法

改正と社会的養護の明日」とした。

このような特集の視点を持った本号であるが、13本の論稿によって所期の目的は達成で

きたと考える。その中で、松原康雄氏の「法改正の意図は、現実的には短期日に達成する

ことはできないだろう。しかし、社会的養護系施設が従来のありように安住し、改革を行

わず、事態の推移を傍観するのであれば、施設は『セカンドベスト』という評価から、や

がて無用な存在という評価を社会から受けていくことになる」との指摘は、重く受け止め

なければならない。また、滝川一廣氏の英国の現状を踏まえ「子育て失調が起きる場も実

は『家庭（家族）』である。そうとすれば、『家庭と同様の養育環境』を無条件に理想と言え

るかどうか」との指摘は、現在進めているわが国の社会的養護の方向性について、一歩先

んじている諸外国の現状と課題を改めて学び、取り組むべきであるということを考えさせ

られた。

最後に、本号が読者の皆様の活動の一助になれば幸いである。

編集委員長 大竹　智



1．2016年児童福祉法改正の経緯と改正の理念

児童福祉法は、逐次その時期の社会状況や子ども、

養育者のニーズに対応するために改正されてきた。

2016年5月に成立した改正（一部は10月と2017年4

月施行）は、2016年3月に発表された「新たな子ど

も家庭福祉のあり方に関する専門委員会」報告書

（以下、「報告書」）を受けた内容となっている。「報

告書」を提出した「新たな子ども家庭福祉のあり方

に関する専門委員会」は2015年 9月にスタートし

ている。委員は、31名で構成された。委員に十分

な発言の機会を付与することを目的として、この委

員会には二つのワーキンググループが設置されるこ

とになった。一つは、新たな児童虐待防止システム

構築検討ワーキンググループであり、いま一つは新

たな社会養育システム構築検討委員会である。委員

構成は、「親」委員会メンバーを各ワーキンググル

ープに割り振るのではなく、委員の希望に応じてワ

ーキンググループの座長を含め、いずれかのワーキ

ンググループ、あるいは両方に参加する方式をとっ

た。いずれのワーキンググループも計4回開催され

ている。したがって、約3ヶ月の間に8回というか

なりつめた議論を行ったことになる。「報告書」は、

その後関係省庁との調整や児童福祉法等の改正を視

野に入れて文言調整が行われ公表されることになっ

た。「報告書」は、それまでの報告書が「漸進的改

革」を目指したものであったことに比較すると、施

策のパラダイム転換を求めるとともに、実施時期も

含め「急進的改革」を内容とするものであったとい

える。

「報告書」では、冒頭部分の『基本的な考え方』

で「子どもの権利擁護を児童福祉法の理念として位

置づけ」る必要性を指摘している。すなわち「児童

の権利に関する条約」締結国であるわが国が条約の

精神や条文に対応した施策をとるべきであるとし

て、権利主体としての子どもを中核として、意見表

明権や最善の利益の保障をあげるとともに、権利擁

護システム構築を提言したのである。これを受けて、

児童福祉法第一条は、文言や表現の変更や追加では

なく、まったく新たな構成となった。すなわち第一

条は、「全て児童は、児童の権利に関する条約の精

神にのつとり、―中略―その他の福祉を等しく保

障される権利を有する」となり、改正前の「全て国

民は、―中略―努めなければならない」という主

語や内容を大きく変更したものとなった。

また、子どもの養育のあり方と国・地方自治体の

役割も改めて確認された。その内容は、子どもの養

育の基盤となる集団は家族であることを確認し、家

族による養育支援は身近な基礎自治体、すなわち市

町村の役割とされ、通所・在宅支援の積極的活用が

構想されている。保育所等による全般的養育支援と

課題を抱えた親子の地域での支援も求められてい

る。国や都道府県は、養育支援を展開する責務とと
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もに、社会的養護が必要な児童については、権利擁

護の観点から以下の措置をとるとされた。すなわち、

第三条の二では、「児童を家庭において養育するこ

とが困難であり又は適当でない場合にあつては児童

が家庭における養育環境と同様の養育環境において

継続的に養育されるよう、児童を家庭及び当該養育

環境において養育することが適当でない場合にあつ

ては児童ができる限り良好な家庭的環境において養

育されるよう、必要な措置」を講じる責務が規定さ

れた。これは、家族のもとで養育されることが子ど

もにとって中長期的に望ましくないと判断された場

合、まず里親養育を準備し、それが適切でない場合

や、準備できない場合には小規模施設による養育を

行うと読み込むことができる。

なお、2016年7月には社会的養育を見直すための

「新たな社会的養育の在り方に関する検討会」と

「児童虐待対応における司法関与及び特別養子縁組

の利用促進の在り方に関する検討会」が厚生労働省

雇用均等・児童家庭局が実施する検討会として設置

され、議論が継続されている。司法関与については、

2017年6月の法改正で、2ヶ月を超える同意のない

一時保護については家庭裁判所の承認が必要となり

（実施は2018年 4月）、また家庭裁判所が児童相談

所に保護者の指導を勧告できるようになった。後者

については、児童相談所も従来保護者とかかわりを

持ってきたが、拒否的な保護者も存在するために、

「勧告」という事由でかかわりを継続していく手が

かりを児童相談所に与えたと解釈してよいだろう。

2．児童福祉法改正と社会的養護

2016年児童福祉法等改正では、前述の理念変革

とともに、以下のような制度改正も行われている。

すなわち、（1）母子保健法の改正による子育て世代

包括支援センター（法律上の名称は母子健康包括支

援センター、実際の呼称は多様）が設置され、妊娠

期から子育て期にわたる切れ目のない支援の提供が

目指されることになった。また、児童福祉法第十条

の2では、市町村が養育支援のための支援拠点を整

備することが規定された。（2）児童相談所の強化も

図られた。すなわち、まず、児童相談所設置自治体

については、中核市に加えて特別区による設置が可

能となった。すでに、三つの特別区が先行して児童

相談所設置を目指しており、他区も時期は異なるが

その多くが設置を検討している。また、中核市でも

現在の2市（金沢市、横須賀市）に加えて、数は少な

いが設置を検討している自治体が存在する。職員配

置関連は児童福祉法十二条から十三条の改正で、児

童福祉司の増員、児童心理司の任用要件が法定化と

増員も行われることになった。スーパーバイザーの

配置も法定化され、「他の児童福祉司が職務を行う

ため必要な専門的技術に関する指導及び教育を行う

児童福祉司」とされた。児童福祉法施行令改正によ

り参酌基準として児童福祉司5人に1人配置が予定

されている。児童福祉司及びスーパーバイザーにつ

いては必要な研修が義務付けられた。また、医師あ

るいは保健師を1人以上配置することも義務化され

た。弁護士については、「配置又はこれに準ずる措

置」を行うこととなった。このほかに、臨検・捜索

手続の簡素化も行われた。（3）子どもの権利擁護を

目的とした児童福祉審議会の機能拡充なども実現し

た。

改正では、被虐待児の自立支援についても里親支

援の充実、被措置児童の支援対象年齢の引き上げも

実現されている。前述した第三条の二では、親子分

離を伴う措置では、里親委託を第一義的に検討し、

次に小規模ケア、小舎制施設ケアが想定されている。

社会的養護を担う施設は、乳児院、児童養護施設、

情緒障害児短期治療施設（児童心理治療施設）、児

童自立支援施設、母子生活支援施設、自立援助ホー

ムであり、合計1,218施設である（2016年3月及び

10月現在）。里親は登録里親数10,679世帯のうち、

実際に子どもが委託されている里親は3,817世帯、
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委託児童数は4,973人（2016年3月現在）であり、乳

児院・児童養護施設委託児童数36,493人と比較する

と約13％強となっている。法改正では、児童相談

所による養子縁組斡旋への取り組みを求めたほか、

里親開拓・委託推進も強化することを求めている。

里親委託推進は、昨年の法改正以前から取り組まれ

ており、いくつかの自治体では成果があがっている

ところもある（例えば、福岡県や大分県）。しかし

ながら、全国的には委託里親数や委託児童について

急激な増加は実現しておらず、法改正前から目標と

してあげられてきた里親委託児童数を全体の3分の

1にするには、もう数段の努力だけではなく、親族

里親の拡充など制度改変を含めた取り組みが必要に

なる。したがって、当面は施設の小規模化が実際の

取り組みになるであろう。社会的養護における代替

的ケアを受けた子どもについては、自立支援の継続

性の必要性が増大してきていることから、20歳ま

での措置延長を超えて22歳に達した年度末までの

支援の継続が規定された。ただし、自立支援事業の

枠組みのなかであること、18歳を超えてニーズが

顕在化した場合の対応など制度改革の課題が残され

ている。

3．社会的養護系施設をめぐる今後の課題

親子分離を経験する子どもにとっては、親子関係

再構築支援が提供される。このことについては、同

法四八条の3で「乳児院等の長及び里親等は、児童

及び保護者を対象として、関係機関との緊密な連携

を図りつつ、親子の再統合のための支援を行うこと

とする（筆者要約）」とされた。それでは、本来の

子どものケアに関する面での改革はどうであろう

か、この検討も必要である。各施設については、情

緒障害児短期治療施設の名称変革を除いて、大きな

法改正はなされていない。一方で、里親への措置に

重点を置く、理念変更がなされた。この社会的養護

の理念を変革する法改正の意図は、現実的には短期

日に達成することはできないだろう。しかし、社会

的養護系施設が従来のありように安住し、改革を行

わず、事態の推移を傍観するのであれば、施設は

「セカンドベスト」という評価から、やがて無用な

存在という評価を社会から受けていくことになる。

社会的養護系施設が子どもの権利擁護のためのア

セット（資産）として存続するためには、大きく二

つの課題がある。一つは、ファミリーホームやグル

ープホームなども含め、施設の小規模化が進展する

なかで、担い手確保のための勤務環境整備と子ども

のケアの質確保のバランスである。職員の情熱だけ

では、やがて小規模ケアの担い手は疲弊摩耗するで

あろう。チーム制でケアを展開してきた従来の施設

であっても、職員のバーンアウトは課題としてとり

あげられてきた。また、小規模化が密室化をもたら

した場合、疲弊感とともなって子どもの権利侵害の

リスクも高まる。安定した人間関係を通じたケアは

必要であるが、小規模ケアを支える体制を有する拠

点施設が必要となるだろう。また、第三者評価も運

営面ではなく、ケアに重点をおいた評価がなされる

よう評価者の育成から取り組む必要がある。自立支

援上の課題を持つ入所児童が増えるなかで、子ども

の成長発達を保障し、なによりも子どもの生活拠点

として、安全・安心・愛情を提供できる施設ケアの

向上が必要であるが、それは担い手の確保と資質の

向上維持がキイとなる。

いま一つの課題は家族支援である。家族支援は二

つの機能を目指すことになる。第一の機能は、法改

正にある親子の再統合支援である。入所中の子ども

の一時帰宅などは従来実践されてきたところである

が、今後は家族が施設に宿泊する形式で養育方法や

育児ストレスマネジメントを学ぶ機会を提供する支

援も拡がる必要があろう。母子生活支援施設は、親

子一体型支援のノウハウを蓄積しており、そのノウ

ハウを共有することも有効であろう。また、乳児院

や児童養護施設のなかにも「宿泊訓練」スペース
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を有している施設がある。同一種別内研修に加えて、

種別間横断研修の機会を増やし、内容を充実させて

いくことのなかに親子支援も組み込まれることが望

ましい。この関連では、里親支援もあげることがで

きる。里親登録前や委託までの研修に加えて、委託

後の養育相談、ショートステイを含めたレスパイ

ト・サービスの提供などが期待される。

第二の機能は、当該施設が設置される地域におけ

る子育て支援、養育支援である。社会的養護系施設

は、保育所と比較すると、その設置数から地域をあ

まねくカバーする支援は提供できない。しかし、当

該施設が存在する地域における子育て支援の拠点と

なることはできる。先行的には、親子広場の開催や

ホームスタート事業の実施などを行うことや、学童

保育や施設近隣に居住する退所後の子どもに対する

学習支援があり、その対象を地域の子どもに拡大し

ている施設もある。また、ショートステイは親族等

の支援が得にくい家庭などにも広く利用されている

例もある。日常的な支援の提供による閉鎖的な施設

イメージの払拭が、地域社会における社会的養護系

施設の位置づけを変化させることになる。同様に、

社会的養護系施設が、入所児童の成長発達について

地域と協働していく可能性も今後探られるべきであ

ろう。児童館の利用や多様な地域活動への入所児童

の参加などが例としてあげられる。地域から孤立す

る社会的養護は施設であれ、グループホーム、里親

であれ、その機能を果たしていくことはできない。

おわりに

最近の児童福祉法等改正は多くの場合、行政や司

法による家族への介入を強化するものであったとい

えよう。もちろん、子どもの命や成長発達を守り、

保障する観点から必要な改正であったことを確認し

つつ、一方で2016年法改正の家族による養育を国

や地方自治体、民間施設団体等が支援していくとい

う理念を具現化する仕組みは、地域子育て総合拠点

の全国展開がこれからという段階にあり、介入と支

援が具体的施策面でバランスを欠いている状況にあ

る。理念の転換が実質的な養育支援につながり、一

方で子ども虐待対応も確実に実行できる体制が構築

されることが児童福祉法等の改正の最終的な評価を

もたらすことになるであろう。その過程にあって、

社会的養護系施設が重要な役割を果たしていくこと

ができれば、心理・医療的ケアを提供する施設や司

法的ケアを提供する施設と併存して、将来を展望す

ることができる。
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キーワード：
2016年児童福祉法改正

児童福祉法は、逐次その時期の社会状況や子ども、養育者

のニーズに対応するために改正されてきたが、2016 年 5

月に成立した改正は、児童福祉法の概念を根幹から変容する

ものであった。すなわち、子どもの主体的権利を認め、国、

都道府県、市町村の責任を明確化するなかで、子どもを育て

る家族の支援を定めた。改正は、2016 年 3 月発表された

「新たな子ども家庭福祉のあり方に関する専門委員会」報告

書を受けた内容となっている。

社会的養護系施設

社会的養護を担う施設は、乳児院、児童養護施設、情緒障

害児短期治療施設（児童心理治療施設）、児童自立支援施設、

母子生活支援施設、自立援助ホームで構成される。これに里

親が加わって、社会的養護が展開される。施設の小規模化と

里親措置の拡大が方向づけられているなかで、入所施設の新

たな役割が模索される必要がある。

セカンドベスト

次善策という意味。2016 年改正を家族が養育できない

場合、里親委託が優先されるという意味合いで表層的にとら

えるならば、施設はまさに次善の選択あるいはやむを得ない

選択肢として社会的に位置付けられる。子どものケアや家族

支援という側面で入所施設の積極的な役割が実現されれば、

セカンドベストという評価は払拭されるであろう。



1．未完の権利保障理念

2016年の児童福祉法（以下、児福法）改正後、そ

の趣旨と課題については、すでに多くの識者がさま

ざまな場で言及をしてきている。管見の限り、これ

まで手が付けられてこなかった総則部分の改正に踏

み込み、下記のように「児童の権利に関する条約」

（以下、権利条約）に言及したことについては、総

じて肯定的に評価されているように思う。

第一条　全て児童は、児童の権利に関する条約

の精神にのっとり、適切に養育されること、そ

の生活を保障されること、愛され、保護される

こと、その心身の健やかな成長及び発達並びに

その自立が図られることその他の福祉を等しく

保障される権利を有する。

ただし、この条文については、疑義がないわけで

はない。たとえば、以下のような指摘ができる。

●国連・子どもの権利委員会の総括所見におい

て、「包括的な児童の権利法が存在しないこと」

につき懸念が示されていたことに留意すれば、

「福祉を等しく保障される権利」だけを切り取

って法制化したことは、子ども権利法制の分断

化を招きかけない（1）（2）。

●権利条約の精神を理解する上で欠かせない、子

どもの意見表明権については言及されておら

ず、代わりに、国民の努力義務規定（第2条）の

中で「尊重するように努めるべきもの」として

記述されるにとどまっており、何とも歯切れが

悪い（3）。

●法理念改正の実効性を担保していくための事項

―権利保障理念を実践できる人材の養成・確

保・支援、実効性ある第三者評価やアドヴォカ

シー制度など―は別途議論すべき課題と考え

なければならない。

以上のようなことを踏まえると、この改正を肯定

的に評価するにしても、「完成版」とみなすことに

は十分に慎重でなければならない。

2．法理念を実現する社会的養育システム

とはいえ、よりよい法の制定に専心して、実際の

支援を遅らせるわけにもいかない。わたしたちは、

児福法第1条の向こうに権利条約を見ながら、その

精神を具現化していかなければならない立場にあ

る。もちろん、それはこれまでもやってきたことだ

し、それがゆえに簡単な課題ではないことを知って

いる。それでも、法改正を契機として、「子どもの

権利擁護の視点が共通語」（4）となるように実践をし

て、それでもなお権利保障をなしえない部分につい

て検証をして再改正を求めていくような循環的取組

に着手していかなければならない。

ここで注目したいのは、法改正、そしてその後に
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社会的養育で守る社会的養育で守る
子どもと家族の権利子どもと家族の権利

──社会政策動向から次なる到達点を考える社会政策動向から次なる到達点を考える

Ⅰ 総 論―児童福祉法改正の到達点
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立ち上げられた国の検討会での議論を垣間見たと

き、これから求められる権利保障が、すべての子ど

もが家族の中に生まれ、すべての家族（あるいは代

替的な家族）を支える（地域）社会を形成すること

―すなわち「社会的養育の実現」―によって初め

て実現すると考えられていることだ。

これは、これまでいわれてきた「社会的養護は子

育て支援と分断されたものではない」という考え方

をいっそう促進するものだと考えられる。ただし、

その目指す方向は、「保護者に子育てをきちんとさ

せる社会」なのか、あるいは「子どもを中心に様々

な人が子育てに参加する社会」なのか―このあた

りは解釈する者によって変わりうるのではないか。

だからこそ、社会的養育なるものがどのような哲学

に基づくものなのか、それによって家族と地域の役

割がどのように規定されるのか、少し立ち止まって

考える機会を持ってみたい。

3．公的責任をめぐる政治的変化

社会的養育を実現するためには、今回の児福法改

正でも明文化されたように、「国及び地方公共団体

は、児童が家庭において心身ともに健やかに養育さ

れるよう、児童の保護者を支援しなければならない」

（第3条の2）。ところが、家族を生活保障の含み資

産としてきた日本では、政府による家族関係社会支

出は、国際的に見て高いとはいえない。いわゆる

「骨太の方針」などを見れば、全世代型社会保障の

実現を目指し、子ども・子育て支援のための安定財

源確保が必要視され、また具体的なプランも発表さ

れている。しかしそれは、日本が子ども・子育て支

援に関して「大きな政府」になるということを意味

しない。

戦後社会福祉の発達史を見れば、日本のみならず

諸外国においても「大きな政府」を選択するように

は経過していない―オイルショックなどの経済成

長の停滞に直面すると、国民の福祉保障のために国

が大掛かりなシステムを組み上げ、集めた税を再配

分していくような中央集権的で官僚的な手法は非効

率的であり、経済活動に水を差すものとして厳しい

批判を浴びるようになったのである。その結果、国

家に対する期待は縮小し、代わって市場原理を重視

し、「小さな政府」の実現を目指す政治家が、政権

運営を担うことが多くなった。

こうした改革に関する社会福祉界の評価は、アン

ヴィヴァレントなものであるように思う。

一方では、サーヴィス利用にかかる経済的負担の

増大、社会福祉事業者の経営の不安定化、職員の労

働条件の悪化（非正規化等）、サーヴィスの慢性的

な不足などが進んでいる。社会保障給付費は右肩上

がりだが、それが社会福祉ニーズの高度化・複雑化

といわれる現象に対応するような、社会福祉事業の

基礎固めにつながっているとは言い難い。このよう

な立場から見れば、社会福祉事業に対する国庫補助

を減らすことはありえない選択肢となる。

もう一方では、社会福祉の実現において国に依存

することがもはや限界に達しているという見方を、

多少なりとも共有するものが存在する。この場合、

国が国民生活に保護的に介入し、その生活を保障し

ていくような手法ではなく、人々が人生早期から投

資されることで、個々の置かれた条件によってライ

フチャンスが削がれて教育や労働や医療の機会から

排除されていくようなことを防ぐこと（すなわち、

社会的包摂の実現）の推進に力点が置かれる（5）。

後者のような社会政策が受容されると、公的な役

割は、直接的なサーヴィス提供から、個々の選択

（思想・良心の自由などの市民権に基づく能動的行

為）が可能になるような条件整備へと移行する。い

いかえると、公的に標準化されたサーヴィスを要援

護者に適用していくやり方から、民間組織の創意工

夫にサーヴィスの改善と多様化を委ね、地域の中で

質の高い専門的支援を選択的に受けながら、自立し

た生活を送り、以ってすべての人が個人として尊重



されるような構想を描いていくこととなる。そして、

国が計画的に全国一律の基準に拠ってサーヴィスを

整備するやり方は適合的ではなくなり、どのような

実施体制を組んでいくかは、民間組織と連動する基

礎自治体に委ねられる傾向が強くなる。すなわち、

「事業者主体から利用者主体へ」「官から民へ」「国

から地方へ」というスローガンが、社会福祉改革の

骨子となっていく。このとき、公的責任に依拠した

福祉保障は相対化され、代わりに自らの人生を自ら

切り開こうとする個々の主体性とそれに応答的な社

会形成が重要なテーマとなる。

4．家族支援の分水嶺と個の尊重

わが国が後者の道を選択してきていることは明ら

かである。このような道を選ぶ中で、家族は、公的

に手厚く保護されることよりも、第一次的な幸福追

求集団として責任ある選択をすることが求められて

いる。

子どもの幸福追求権を考えた場合、保護者の〈役

割─責任〉はきわめて大きい。もしも仮に、親権

者や未成年後見人がいなくとも子どもは責任ある自

己決定ができるとみなすなら、措置制度の撤廃及び

自立支援給付制度の導入も視野に入れて、子どもを

家族から自律するものとしてみなすことができる。

ところが、すべての子どもが持つ要監護性を家族関

係の中で保障していくためには、親権者あるいは未

成年後見者にあたる人物はどうしても欠かせない。

そうなると、家族という私的領域において、保護者

がある程度の裁量を持ちながら養育を行うことは当

然であり、その裁量が逸脱しないように保護者の養

育に規制をかけ、明確に養育責任を果たさせること

が肝要となる。

しかし、さまざまな生活リスクのある現代社会の

中では、すべての保護者が子どもの最善の利益を主

眼に置いた養育責任を果たせない可能性にさらされ

ている。その場合、上述したような「保護者に養育

をさせること」はかえって保護者を追い込み、予防

どころか、虐待リスクを高めかねない。実際に筆者

が見聞する中でも、支援者がかかわる中で、（意図

せずして）保護者に「がんばらせてしまう」方向で

の支援をしてしまい、保護者が追い込まれているケ

ースがあるように感じている。

このような現代家族の特徴を、家族社会学の知見

を踏まえて論じ、民主的な家族のあり方を強調した

のが 橋重宏氏（元日本社会事業大学長）であっ

た。 橋氏は、1994年の国際家族年のスローガン

「家族からはじまる小さなデモクラシー」に言及す

る中で、「父親・母親・子ども一人ひとりの権利を

尊重し、相互の合意・納得を形成するための十分な

コミュニケーションの過程を重視し、一人ひとりの

ウェルビーイング（人権の尊重、自己実現）を促進

する新たな家族関係のあり方が啓発された」（6）と評

価している。ここには、父母（保護者）も社会の中

で主体的に自らの人生を切り拓いていくような自立

の保障が当然なされるべきであること、家族関係内

部では対話的な関係が保障されることの重要性が指

摘されている。

橋氏のアイディアをさらに咀嚼すれば、対子

どもとの関係だけで保護者を支援するのではなく、

保護者がひとりの市民として社会との関係において

自己実現を図っていくことをも視野に入れているも

のと考えてよいだろう。だとすれば、従来型の子ど

もの福祉論議では欠けがちな、「男女の平等」「女性

の社会的地位向上」といった価値も、サーヴィス提

供原理として重要になる。おそらく 橋氏は、「子

ども家庭福祉」という用語に言及するとき、「子ど

もの福祉を支える手段としての家族」ではなく、

「家族そのもののウェルビーイングを高めること」

を願っていたのではないだろうか。

5．多世代包括支援による家族丸ごと支援

子どもと家庭の双方を視野に入れ、ウェルビーイ
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ングを促進することは、人の一生をライフステージ

横断的に見ていく力量を求めることにもつなが

る。 橋氏がウェルビーイング概念を1990年代に

提唱してから、少子高齢化などの社会変動への危機

感もあいまって、在宅支援サーヴィスのメニューは

格段に増加し、市町村の役割も強化された。地縁・

血縁から切り離された核家族を社会的ネットワーク

の中に位置づけ直していくという、家族社会学的理

解に裏打ちされた家族ソーシャルワークを実践する

フィールドは格段に増えている。

すでに家族システム全体を見立てながら実践して

いる諸氏には周知のことであるが、専門分業化した

社会サーヴィス制度を横断しながら家族の支援を行

っていけば、問題となるのは子育て支援だけでなく、

保護者やそのまた上の世代の生活課題への取組も視

野に入れざるを得なくなってくる。多専門職と当事

者との連携・協働という枠組みで支援過程を展開し

ていくことは、必須の課題といえる。

近年、この連携・協働の地場として、多世代包括

という新たなプランも浮上している。この議論では、

生活ニーズを断片化して、それぞれに専門家を対応

させていくという構造そのもの（たとえば、保育ニ

ーズには保育士、介護ニーズには介護福祉士をあて

ること）も再検討の対象とされている。

「何でもできるジェネラリスト」を追い求める多

世代包括支援によって、子どもの権利を軽視するこ

とにつながってはならない。しかしそれと同時に、

子ども家庭福祉関係者は家族成員全員の自立支援

（積極的な権利保障）を視野に入れ、家族・地域の

力を引き出す触媒となることが求められていくだろ

う。大所高所からの議論ではあるが、本稿が、わた

したち自身の中にある、自立・家族・地域支援に通

底する価値や目標を見つめ直す機会となれば幸いで

ある。

注）

（1）このような見解は、法改正にかかる提言を行った「新た
な子ども家庭福祉のあり方に関する専門委員会」がとり

まとめた報告書においても言及されている。この報告書

では、権利保障のための制度についても議論がなされて

いる。

（2）ちなみに、子ども・若者育成支援推進法では、児福法第
1条と微妙に異なり、「条約の理念にのっとり」という文

言が用いられている。相互に深く関連する法律であるに

もかかわらず、なぜ異なる文言が用いられたのか、それ

が何にどのように影響するのかも、明確にはされていな

い。

（3）宮島清（2017）「児童福祉の理念の見直しについて」『季
刊児童養護』47（3）、pp. 2-3

（4）影山秀人「児童福祉法の改正と子どもの権利擁護」『季
刊児童養護』47（4）、pp. 2-3、p. 3より引用。

（5）たとえば、社会民主的な立場からの議論としては、アン
ソニー・ギデンス（1997=1998）『第三の道―効率と公

正の新たな同盟』日本経済新聞出版社。同書では、次の

ように述べられている：「指針とすべきなのは、生計費

を直接支給するのではなく、できる限り人的資本

（human capital）に投資することである」（p. 198）。ギデ

ンス氏は、これを経済活動というよりも、非営利セクタ

ーなどの組織の活用による「市民社会の立て直し」

（p. 197）という文脈で強調している。これは、あたりま

えの暮らしを求めて権利の実現に関心を持つだけでな

く、自分でよりよい暮らしを作り上げようとする責任も

強調し、その延長線上で、多様な市民が社会的につなが

っていくこと（社会的連帯）を生活様式とすることの提

案ともなっている。

（6） 橋重宏（1996）「プロローグ―子ども家庭施策の動向」、

日本総合愛育研究所　子ども家庭サービス教育・研究ネ

ットワーク編（1996）『《別冊発達21》子ども家庭施策

の動向』ミネルヴァ書房、pp. 1-5、p. 4より引用。
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キーワード：多世代包括

近年の施策トレンドとして、地域包括ケアをさらに進め、

あらゆる住民が地域の中で役割を持ち、支え合い、自分らし

く生活する社会づくりが注目されている。その中で、地域で

起きている生活課題を丸ごと受け止め、また住民主体の地域

づくりを担う多世代交流・多機能型の福祉拠点が構想されて

いる。今後、既存の「福祉」「子ども」といった専門的枠組

みが変容していく可能性もあり、社会政策の動向全体に目配

りをしておくことが重要である。
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はじめに

1985年から児童相談所（以下、児相）に所属し、

この間、社会福祉基礎構造改革、児童虐待の防止等

に関する法律の成立と施行、これに伴う、数次の児

童福祉法等の改正と、制度改正の流れの中で、筆者

は児童福祉司、一時保護所児童指導員、その双方の

スーパーバイザー（SV）を担ってきた。そこで、前

回2004年の比較的大幅な児童福祉法改正から今日

に至る現場の変遷をたどり、今回2016年の法改正

により、今後の児童相談所の業務、社会的養護、虐

待対応等の今後がどう変わっていくのかを少々論じ

たい。

1．相談件数と職員体制の変遷

1990年に児相が正式に虐待の統計を開始してか

ら、一貫して急増している事実は、改めて論じるま

でもないが、この虐待受付の急増と適切な対応のた

めに児童福祉司等の量と質をいかに確保していくか

は、児童虐待防止法成立後の一貫した課題であった。

筆者が所属していた埼玉県を例にとって、児相と市

町村の相談件数の変遷と児相職員体制の推移を示し

たのが表1である。さいたま市が2003年4月に政令

指定都市として新たに児相を開設しているので、

2006年以降の数値は、埼玉県とさいたま市を合算

したものである。

児童虐待の急増により、不十分ながらも児童福祉

司の増員は図られている。それに比べて、児童心理

司の増員は極めて少ないと言える。一方、市町村の

職員体制は、手元に資料がないため確かなことは言

えないが、虐待受付が相当増加したにもかかわらず、

ほとんど変化はないように感じられる。市町村によ

っては、むしろ減員されたところもある。

児相では、このように職員体制としては増員され

たが、配置される児童福祉司のほとんどが大学卒業

直後の新規採用職員であった。したがって、長く児

童福祉司をやってきた職員の負担は減るどころか、

群馬医療福祉大学 社会福祉学部 専任講師、元埼玉県児童相談所 職員茂木
も て ぎ

健司
け ん じ

児童相談所から見た児童相談所から見た
児童福祉法改正児童福祉法改正

──児童虐待防止法成立か児童虐待防止法成立からら2016 2016 年児童福祉法改正へ年児童福祉法改正へ

Ⅰ 総 論―児童福祉法改正の到達点

年度
相談全体 虐待相談

児童福祉司数 児童心理司数 一時保護所定員
件数 増加率 件数 増加率

2001 14,342 1,425 67 23 60

2006
16,062 100 2,347 100

126 40 119
9,523 100 1,662 100

2011
18,359 114 4,360 186

137 52 143
12,078 127 3,172 191

2015
22,155 138 8,279 353

162 54 143
13,200 139 3,899 235

〈表1〉児相および市町村で受理した件数と児童福祉司等児相体制等の年度推移

※2006年度以降は、上段が児相、
下段が市町村。2001年度は、
市町村の受理件数の統計が
ないため、児相のみを記載。
※2006年度以降は埼玉県とさ
いたま市の児相の合算値。
※増加率は、2006年度を100
とした。
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毎年採用される新規採用職員の育成も負わなければ

ならない事情が続いた。

また、新たに加えられた市町村支援は、埼玉県で

は児相内に専門部署を創設して行ってきているが、

担当者は行政職のため、この部署では具体的な事例

についての支援を行えていない。市町村支援を意味

あるものにするには、実際の事例を通じて行うこと

が欠かせない。

2．児童虐待防止法成立と児童相談所

（1）制度もスキルもプランもなく先ずは訪問！

児童虐待に取り組み始めた直後

児童虐待の防止等に関する法律制定前後は、虐待

ケースに対応するに当たり二つの問題点があったと

感じている。

一つ目は、強制的分離保護の制度的保障や実効あ

るスキルのないまま、次々に起こる重篤な虐待事件

への対応である。これは、例えれば、兵士に武器を

持たせないで戦場に送り込むようなことであった。

警察官援助の制度のない中で、児相は、複数の職員

による訪問の徹底や「防刃チョッキ」まで購入して

対応しようとしていた。

二つ目は、保護者への対応においても、暴力によ

る子育てに対するその代替方法を提示できないこと

であった。当時は家庭訪問した際に親から「俺の子

だ、煮て食おうと焼いて食おうと勝手だろう」と暴

言を吐かれ、続けて「口で言って分からないのだか

ら殴るしかない。殴っちゃだめというなら他にどう

すればいいんだ」とよく言われた。我々は、手持ち

のメニューがなかったため「一緒に考えていきまし

ょう」と答えるのが精一杯で、非常に苦しい時期で

あった。

（2）48時間ルールの安全確認

埼玉県では全国に先駆けて、通告後48時間以内

に、児相職員が「直接」子どもと接触して安全を確

認するという48時間ルールを導入した。アポなし

訪問で、児相職員が実際に子どもを目視する、乳幼

児の場合、全身をチェックすることまで行い、保護

者とのトラブルになることも頻繁であった。当時は、

虐待通告制度が一般に周知されておらず、子育てに

一生懸命な親であれば、虐待通告されたこと自体が、

ショッキングなことであり、加えて初対面の者から

子どもの体を見せるよう求められるのだから、なお

さらであろう。

しかし、こうした取り組みを重ねることによって

虐待通告においては、第1に48時間以内に公的な

誰かが必ず子どもの安全確認を行っていくことが全

国的な標準ルールとなっていったように思う。埼玉

県では、導入当初、確認を行うのは児相職員（市町

村職員等と同行訪問した場合は、例えば、子どもの

全身状態を直接確認するのが市町村保健師であって

もよしとしていた）としていたが、その後、安全確

認を誰が行ったかを明確にすることで、児相職員が

直接「目視」しなければならない事例は、非常に少

なくなっていった。

異常な泣き声等、虐待を疑わせる何らかのことが

あれば、児相や市町村の家庭訪問を受けることがし

だいに広まり、通告によるアポなし訪問の困難性は、

非常に減少していった。さらに、児相がさまざま介

入を容易にするアイテムを持ったことが、精神的負

担感の減少につながったと感じられる。

3．一連の法改正と児童虐待対応現場　

（1）一時保護を含む社会的養護に関して

児童虐待防止法成立とその後の児童福祉法を含む

法改正が数次にわたって行われたが、児童虐待に対

応する枠組みが変わった訳ではない。もともと規定

されていた親権者の意に反する施設措置や、児童相

談所長からの親権喪失宣告請求により子どもの権利

を保障していく方法を実現しやすいように、調査・

介入の権限や手段を定めていったのが法改正である
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と筆者は考えている。

虐待対応は虐待防止法成立とその直後は、もっぱ

ら通告後の介入が円滑に行われることが目指され、

施設措置後のケアについて目が向けられることは少

なかったように思う。しかし、家庭内での保護者に

よる虐待と子ども自身の問題行動の悪循環について

の認識が広がっていくと、それは施設内でも起きて

いることにも否応なく気付き始めることとなる。当

時、すでに社会を賑わしていた施設長や施設職員に

よる入所児童への虐待行為に対しては、施設内虐待

の禁止規定や心構えだけでは不十分で、子どもへの

ケアの重要性が認識され、制度的には、職員配置の

改善、心理士の配置、情緒障害児短期治療施設の量

的整備という政策につながっていく。

さらに、社会的養護下にある子どものケアに関し

ては、施設養護から家庭的養護への転換や専門里親

制度創設により、法整備を含めて制度上は整ってき

たと思われる。

したがって、児童相談所が措置を要する子どもの

処遇を決めるに当たっても、親子分離という外見上

の形でなく、子どもの行動診断や心理診断を材料に、

治療・回復という視点で行われるようになったこと

は、大きな前進と思われる。

こうして仕組みは整ったものの、実際の子どもの

処遇決定に当たっては、専門里親で家庭的養育を準

備し治療的に養育されるべき、情緒障害児短期治療

施設において環境療法が行われるべき、等の判断が

出ても、専門里親がいない、いてもすでに委託され

ていてこれ以上は無理、情緒障害児短期治療施設に

入所させるべきだが半年以上の待機が必要になる、

などの事態が恒常化している。

また、社会的養護に向けるべき子どもの総合診断

を行う上で、両親の共働きの増加や労働時間の長期

化、さらに児童福祉司の絶対数の不足と児相側の複

数対応の原則から、保護者面接がなかなか設定でき

ず、数回の面接設定に2ヶ月ほどかかってしまうこ

とや、児童心理司の絶対的不足から心理診断に順番

待ちで長期間必要となる事態となっている。さらに、

社会的養護の受け皿不足による待機期間の長期化、

入所に向けて事前面接や子どもの施設見学等本来行

うべき手続きの徹底などにより、一時保護期間は長

期化していく。

一時保護期間は、1週間以内と2ヶ月以上に二つ

の山がある分布となっている。筆者が社会的養護に

措置された子どもの一時保護期間を集計したとこ

ろ、表2のようになった。一時保護されてから、社

会的養護に結びつくのに、平均で3ヶ月あまりであ

る。小中学生ならば、学期まるまる一時保護所で過

ごさねばならない状況である。

こうした社会資源の貧困さは、児相内部では当然

共有されているが、地域関係機関にまでは認識され

てはいない。このことが地域関係機関による児相不

信の一因になっていることは否定できないだろう。

（2）虐待の定義拡大

児相はスクリーニングに追われる毎日

法改正の一つに虐待の定義拡大があげられるが、

これは、同居人による虐待等があれば、法律の定義

にかかわらず児相側は極めて不適切な家庭環境とい

うことで、すでに事例化するようにはなっていた。

また、児相は実務上も発見・通告義務が特に大切と

される職種や機関に対しては、「疑い」の時点で通

告することを求めていた。したがって、法改正によ

る「虐待された」から「疑い」への拡大は、現場実

践の後追いでしかなかった。しかしながら、「疑い」

平均在所日数
社会的養護に

最大日数
措置された児童数

2012年度 109.5 37 ―

2013年度 96.2 52 228

2014年度 99.4 17 297

〈表2〉一時保護所の在所日数と社会的養護に
措置された児童数（於：埼玉県南児童相談所）

※2014年度は、上半期（2014年4月～9月）の数値。
出典：戸田市要保護児童対策地域協議会 全体会講演配布資料（2014年）
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はあるが、確固たる証拠や根拠がないために通告を

躊躇することの多かった学校等は、この定義拡大に

より通告をしやすくしたと感じられる。

面前DVによる心理的虐待の警察署からの通告

は、法改正とはタイムラグがあり、2010年ころか

ら急激に増え始め、特に顕著になったのは、2016

年1月に起きた、狭山市の児童虐待死事件以降であ

る。警察が関わった事案で少しでも虐待の疑いがあ

れば、直ちに児相に通告される事態となった。

法改正の精神は、警察の児童通告の内部規定の変

更に生かされず、厚労省と警察署との協議では児童

福祉法の規定どおり市町村にも通告してよいことと

なっているが、現実的には、警察からの25条通告

は100％児相宛であった。

こうした経過から、重度の虐待から虐待の疑いま

でが一緒になってやってくる児童通告に対して、虐

待の事実があったのかどうか、今後、再虐待のリス

クがあるのか、支援を必要としている課題があるか

どうか、といった「スクリーニング」に忙殺されて

いくことになってきた。

4．児童虐待対応における到達点と課題

法改正や現場の対応に関する各種のソーシャルワ

ークなどの到達点を整理すると以下のようになると

思われる。

①介入的ソーシャルワークが普及・定着した。

②一方で、支援的ソーシャルワークも重要性も認

識が低下されたわけではない。しかし、関係機

関や地域社会からは、強制力等の権限行使を期

待されることも少なくない。状況に応じて使い

分ける専門性育成が課題。

③介入に必要な法的アイテムは、ほぼ揃ったと言

える。

④虐待親に対する多くの支援プログラムが開発・

普及されてきており、その技能を持つ職員が増

えてきている。今後さらに充実させていく必要

があるが、多くのプログラムが一定の実践経験

を前提にしており、実践経験と技能向上は並行

して行われる必要がある。

⑤要保護児童対策地域協議会（以下、要対協）は

ほぼ全地区に整備された。運営方法や参加機関

の意識にはまだまだ課題が多い。調整機関職員

の専門性（ケースマネージメント能力）確保が

大きな課題。

⑥社会的養護における治療的かかわり（回復に向

けてのかかわり）の重要性が認識され、家庭的

養護が推進されつつある。制度としてはケアの

選択肢は広がったが、需要と供給のアンバラン

スが未解消。

⑦施設の小規模化に伴うケア職員に求められる資

質が変わりつつあるが、その対応以前に保育士

不足等深刻な人手不足が生じてしまった。

⑧施設内虐待や子ども同士の不適切なかかわりの

認識が高まり、児相と施設で協働して解決しよ

うとしている。

⑨児童養護施設等の第三者評価については、その

具体的成果は明らかでないが、施設が社会的存

在であることを踏まえれば、外部の目が入るこ

とを当然としなければならない。一時保護所に

関しては、国の予算化に伴い、大きく前進する

ことを望みたい。

5．この先10年の児相の課題は？

2016年法改正と児相強化プランをふまえて

今回の法改正のポイントは次の6点である。①児

童福祉法の理念の明確化等、②児童虐待の発生予防、

③児童虐待発生時の迅速・的確な対応、④被虐待児

童の自立支援、⑤その他の改正事項、⑥検討規定等。

こうした法改正を踏まえて児相強化プランが示さ

れた。強化プランは、法改正によりさらに市町村と

の役割分担や明確化された専門性を実現させるため

の人的配置や人材育成のための具体的計画と言える。
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法改正後の児相業務として筆者が特に重要と考え

ているのは、次の2点である。

（1）包括的支援の普及発展

包括的支援は、すでに高齢者福祉の分野では、市

町村が地域包括支援センター（以下、センター）の

設置（社会福祉法人等に委託することも可）が進ん

でいる。

要保護児童への支援において、児相だけ、あるい

は福祉事務所だけでできるケースの方がむしろ少な

く、要保護児童はすべて包括的支援が必要と言える。

法改正において市町村に子育てセンターを設置する

ことが推奨されており、ここには社会福祉主事や保

健師、保育士などの配置が予想される。

規模の大きい市が要対協を地区割りするに当た

り、センターの区域と同一にするとよいだろう。セ

ンターを中心に要対協の実務が展開され、児相はセ

ンターへの支援を中心に市町村支援を行うことによ

り、専門的技術支援が要対協の参加機関全体に広が

る可能性もある。

センターの事業実施は、296市区町村、720ヶ所

まで増えてきた。センターは、どちらかというと妊

産婦支援が中心に据えられているように感じられる

が、子育て支援や家庭児童相談をも含めていかない

と、包括的支援とはなりにくい。今までは、児相は

地域関係機関のそれぞれと個別に連携、協働を行っ

ていたのが、センターが真に子どもと子育て世代全

体の包括的支援として適切に機能していけば、児相

はセンターを中心に連携することになる。措置機関

として、社会的養護の関係施設や児相の機関内連携

によるチームケアに重点を移すことができ、困難で

専門性の高い対応を必要とするケースと市町村支援

の適切化が期待できると思われる。

国が行う職員の人材育成なども、児童虐待・児童

福祉分野では包括支援センター職員を対象にしてい

くことで重点化が可能になるのではないか。

（2）児相のセンター化から地域化へ

人口50万人に1ヶ所という児相の設置基準はい

つのまにか削除され、公務員減らしの政策とあいま

って大規模児相が増える傾向が続いていたが、今回

の法改正による、特別区の任意設置と中核市への設

置の推進は、児相の大規模化・センター化の流れか

ら、小規模化・地域化への流れに変えていく力にな

ることを期待したい。

ただ、特別区の場合、政令市に匹敵する区から中

核市の人口要件を満たさない区まであり、ほとんど

〈図1〉子育て世代包括支援センターのイメージ図

出典：厚生労働省ホームページ http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10901000-Kenkoukyoku-Soumuka/0000131913.pdf
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すべての特別区が児相設置を予定している中で、各

区が複数設置していくのか単独設置なのかが将来像

を占うように思われる。

大規模化した児相では、児童福祉司の所属する部

署を地区割りとする場合と、機能別に分割する場合

がある。小規模化した場合、当然、児童福祉司の所

属する部署を機能ごとに組織分割していく方法は無

理があり、相談部門、心理部門、一時保護部門の3

グループ制（いわゆる3部制の児相）となるか、児童

福祉司の地区割りの中に心理部門のスタッフも組み

込んでしまう方法（ただし、この方法は、心理部門

のスーパービジョンが不十分になる）となる。小規

模化は所内の密接な関係を確実に持ちやすくすると

思われる。

中核市や小規模の特別区の児相が一時保護所を設

置すれば、当然、その一時保護所の規模は小さくな

る。小規模な一時保護所は、子ども集団の小ささと

規模が小さいゆえの小さな職員集団との関係におい

て、虐待等による傷つきからの回復に有益となり、

また、全体規模が小さいゆえの児相内でのチームワ

ークが円滑に行くことが期待できる。

筆者が訪問調査したことのある小規模児相では、

いずれも児相内の連携に困難を感じている職員はほ

とんどいなかった。こうした小規模児相による実践

が、子どもの支援に有効であることが証明されてい

けば、それは児相の業務のモデルとなり、大規模

化・センター化した児相の解消につながるのではな

いかと期待している。

最後に

福祉現場は、法律や制度によって新しく生まれ変

化していく側面もあるが、現場実践の蓄積や検証に

より新しい制度や法が生まれる側面も少なくない。

包括的支援に関しても、例えば埼玉県では医師、教

諭、ソーシャルワーカー、心理士など多方面にわた

る個人的なネットワークを形成し、子どもの精神保

健を図る取り組みを行うNPO団体※が20数年活動

を続けている。こうした地道な活動は福祉実践現場

に、多職種によるチームケアの重要性を広める重要

な役割を果たしてきている。こうした下地があって

こその包括的支援の制度化と考えている。

今、筆者が最も制度化が近いと思われる現場の実

践が、性被害児童へのアプローチとして広がってい

る被害確認面接である。すでにいくつかの自治体で、

性虐待児童の刑事事件化の際に児相、検察官、警察

の間で被害児童への傷つきや負担を減らすために、

協議や児相で行った被害確認面接の記録を警察や検

察官が使用し事情聴取を省略する試みなどが行われ

ている。こうしたことの制度化には関係法令の改正

が必要になってくるが、現場では実践が先行してい

る。

現場職員には、法改正や制度化をただ待つのでな

く、現場から制度を作り上げていくという気概が必

要ではないだろうか。

※NPO法人 埼玉児童思春期精神保健懇話会

キーワード：包括的支援

対象者への支援は、福祉、保健・医療、教育、生活などさ

まざまな分野の専門的対応や制度・サービスを投入すること

によって、適切かつ効果的な支援となる。包括的支援はチー

ムケアでありケースマネージメントが欠かせない。高齢者支

援においては、地域包括支援事業を市町村の責務とし地域包

括支援センターの整備が進んでいるが、児童家庭福祉におい

ては、母子保健分野で子育て世代包括支援センター（機能の）

整備が始まったところである。
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事例集」平成28年
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新しい体育館や寝台をならべるベランダもけっこ

うですけれど、あたしの心は、小さな平家を、どん

なにあこがれているでしょう！　孤児院というもの

の精神方面の仕事がわかればわかるほど、一般の家

庭に対抗できる孤児院のただ一つの様式は、集合式

の小平家
コッテージ

にかぎると思うのです。家庭が社会の単位

である以上は、子どもたちは幼いときから、家庭生

活に、きたえさせてもらわなければなりません。

（『続あしながおじさん』遠藤寿子訳岩波少年文庫）

はじめに

ジーン・ウェブスターの名作『あしながおじさん

Daddy -Long-Legs』（1912）には続編がある。冒頭

に引いた『続あしながおじさん Dear Enemy』

（1915）である。前編の主人公ジュディ・アボット

は自分の育ったジョン・グリーア孤児院の評議員ペ

ンドルトン氏と結ばれた後（前編はここでハッピー

エンド）、大学時代の親友サリーにその孤児院の改

革を託すところから続編が始まる。続編は（最初は

しぶしぶ）院長を引き受け、やがて改革に奮闘する

サリーの書簡からなり、引用はその一節である。

1800年代のアメリカでは教会や慈善団体によっ

て孤児院が次々と作られ、1900年にはおよそ1000

施設、10万人の子どもたちが生活していた1）。現在

と同様、字義通りの「孤児」は少数で、大多数は家

族がありながらの入所だった。背後には大きな貧困

が横たわっていた。生活難から新天地を求めて移民

してきても、貧を脱けだせる保証があったわけでは

ない。生活困窮、それにともなう家庭崩壊、養育不

全、さらにアルコール問題、精神失調…。アメリカ

ンドリームの光と影、その影の部分だったであろう。

ウェブスターは学生時代から教護院や孤児院を訪

ね、その後も社会福祉事業に関わってきた作家で、

作品は当時の孤児院の実態を映している。作中のエ

ピソードには、時代的な違いはあれ、現在の施設ス

タッフにも思いあたるところがあるに相違ない。作

品では軽妙な筆致で描かれているが、当時の孤児院

は多くの問題を抱え、子どもの生活と成長に望まし

い環境とは言いがたかった。

「続あしながおじさん」と白亜館会議

1900年代に入って、孤児院の環境不全に社会の

目が向けられ始めた。セオドア・ルーズベルト大統

領を議長として最初の「ホワイトハウス孤児援助委

員会（白亜館会議）」（1909）が開かれ、そこで「子

どもたちは貧困を理由としない急迫不正の場合を除

き、家族から取り上げてはならない」と宣言される。

また「貧困家庭は子どもの養育に対する金銭補償を

受けるべきこと」「子どもを両親から引き取らねば

ならない場合には孤児院ではなく里親に預けられる

べきこと」「里親には金銭補償をすべきこと」が決

議される1）。孤児問題とは貧困問題にほかならぬ現

学習院大学 文学部 教授 滝川
た き か わ

一廣
か ず ひ ろ

社会的養護社会的養護とと「「家庭家庭」」

Ⅱ支援の現場に立って考える
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実が、すでに認識されていたことがわかる。

それとともに「施設」より「家庭」とする考えは、

ホスピタリズム研究（後述）よりずっと前からあっ

たとわかる。その底には「家庭こそ文明の生み出し

た至上のもの」という家族への（アメリカ的な）理

想主義があったであろう。

戦後、小児科医ケンプが「家族による虐待」を医

学的に発見（1962）するや、「虐待許すまじ」のキャ

ンペーンが全米に広がって「防止法」を制定（1974）

せしめたのは、アメリカ市民層が共有していた家族

理想像が深く傷つけられたからにちがいない。その

ため、親の糾弾と子どもの分離が中心の法律となり、

根底の貧困問題に目が向かない点で白亜館会議より

現実認識として後退していた。子育ての失調は条件

次第でだれにも起きうるという理解にも欠けてい

た。理想化された家族像が、それに反する家族への

激しい否定と非難に走らせたのである。

『続あしながおじさん』は作者の経歴に加えて、

白亜館会議の時代が生んだ作と読めるかもしれな

い。ちなみに作中、サリーが『カリカック家―精

神薄弱の遺伝研究』（ゴッダード、1912）を読んで

衝撃を受けるくだりがある。後に調査の杜撰さや写

真資料の改竄が指摘され、いまは悪名高いこの優生

学的研究が当時もたらしたセンセーションや強い影

響を知らされる。これらも含めて時代が浮かんでく

る作品である。

わたしが児童福祉の仕事に就いたのは1980年代

なかばで、日本の施設養護が70年も昔のサリーの

言葉をそっくり繰り返さねばならぬ状況なのに驚い

た。これを「立ち後れ」と呼ぶのはたやすいけれど

も、それだけで済まない問題とも見えた。考えてき

たことを述べてみよう。

ホスピタリズム論争

精神科医のスピッツが施設で育った子どもたちに

発達の遅れや情緒的な問題が少なからず見られるこ

とを「ホスピタリズム（施設症）」と呼び（1945）、

その医学研究が欧米で重ねられる。ボウルビィの

母性的養育剥奪
マターナル・デブリベーション

理論（1951）やラターによるその批

判的検討（1972）など。

日本では1950年代、「ホスピタリズム論争」と呼

ばれる議論が児童福祉関係者の間で起きた。ホスピ

タリズムを研究したベンダーの「家庭生活に優るも

のはない」（施設より家庭）という見解を厚生省が

紹介したことに端を発した様々な絡みをもった議論

だったけれども、整理すれば次のようなものだった。

（1）施設ケアは是か非か、（2）是とすれば、施設

ケアをどう改善すべきか（現状でよしとする意見は

さすがになかった）、（3）否とすれば、それに代わ

る道はなにか。

このうち（2）は、①施設の小規模化（小舎化）と家

庭的処遇を推進、②施設の集団生活にこそ家庭養育

にはない可能性を追求（集団主義養護）、の二方向

に分かれた。（3）は、③施設養護から里親養護への

転換で、1954年に「全国里親連合会」が発足する。

ちなみに①こそ、冒頭の引用でまさにサリーが求め

たものである。

しかし、論議はされたものの、日本の社会的養護

は①～③のいずれへも歩を進められなかった。理由

の第一は、大統領を議長として専門委員会が組織さ

れたような社会全体にひろがりをもった議論や運動

とならず、児童養護関係者内での「コップの中の嵐」

に終わったためである。第二に、理由の第一ともつ

ながるが、歩みを支える社会的な基盤を作りえなか

ったためである。①には大きな経済投資が必要だが、

その国民的合意が得られるだろうか。②は社会主義

的な理念に立つもので、その理念がどこまで国民に

受け入れられるだろうか。③にはきわめて多数の里

親受託家庭が必要だが、国民の間からそれだけの引

き受け手が得られるだろうか。どれもクリアできな

かった。

このため、その後、長い足踏みとなった（欧米で
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は早くから③の方向への歩みが始まった）。そして、

60年代の高度経済成長とともに一般家庭の子育て

が非常に手厚いものへとレベルアップしていったの

に対して、施設養護は大きく水を開けられてしまっ

た。

「虐待防止法」と家庭的養護

社会全体の子育てレベルが向上するにつれ、そし

て子どもは大切に温かく育てられて当然という通念

がひろまるにつれ、そこに届かない子育てが「問題」

としてチェックされるようになった。なかでも極端

な子育て不調を「虐待」と名づけて、子どもを次々

施設へ「保護」するようにしたのが「虐待防止法」

（2000）である。

その結果、明白になったことの一つは、保護児童

の家庭環境も不全だったけれど、それに代わる施設

の養育環境も同じく一般水準とは大きく水が開いて

いた事実だった。このため、入所児の急増とともに

施設は収拾のつかない混乱や困難に見舞われ始め

た。ホスピタリズム論争では「コップの中」で終わ

った問題が、コップからどっと溢れてきたのである。

そこであらためていま、昔の埃を払って「①家庭的

養護（小規模グループケア等）」と「③家庭養護（里

親や養子縁組）」が浮かび上がってきた。

「家庭が社会の単位」である以上、施設のケアも

「家庭生活」の様式に変えて子どもに社会を生き抜

く力を育てねば─これがサリーの改革理念で、

「小平家
コッテ ー ジ

」とはその理念の象徴、かつ具体化を意味

した。日本の社会的養護も「小規模でのケア」「家

庭と同様の養育環境」の推進、つまりサリー的改革

に舵を切り、これは長い足踏みを顧みれば大きな前

進だし、理念も大切である。

とはいえ、①③に踏みだすために考えておきたい

問題が三つある。『続あしながおじさん』は

「小平家
コッテ ー ジ

」へ改築が決まったところで大団円、その

先までは描かれていない。

（1）今度こそは、それを支える社会的な基盤を作り

えているかどうか、これから作りうるかどうか。

①は措いて、③を考えよう。その社会基盤は脆弱

化している。日本では近世までは育て手を失った子

や貧家の子を他家が引き取って育てる「貰い子」は

ありふれた習俗で、それが伝統的な「社会的養護」

だった。ところが日本の近代化は、その伝統とその

基盤となる子育て観を解体しながら進んで、今に至

っているからである。

解体の結果、「貰い子」の背後にあった、子ども

は「みんなのもの」で子育てとは相身互いの「公共

的（共同的）な営み」だとする意識が現代社会では

薄れている。それに代わって子どもは「個人のもの」

で、子育てとはそれぞれの家族個人が自立的・主体

的に担うべき「私的（個的）な営み」だとする意識

が（とりわけ70～80年代以降）ひろく根づいた。こ

れが育児の社会的孤立やそれによる失調が増えた理

由だけれども、「虐待防止法」自体、その失調を

「虐待（＝親の加害）」と捉えて親個人の問題に帰し

ている。この意識が私たちの間に強いかぎり、他者

の子を育てる「里親」や「養子縁組」が広まって社

会的養護の柱となる道は遠い。

（2）子育て失調が起きる場も実は「家庭（家族）」で

ある。そうとすれば、「家庭と同様の養育環境」

を無条件に理想と言えるかどうか。

家庭がよき子育ての場たるには「条件」が必要で、

それに欠ければ実親家庭であれ里親家庭であれ家庭

的小規模ホームであれ、失調が起きうるし、現に起

きている。たとえば、英国では保護児童の7割は里

親に委託されるが、2年間以上同じ里親の元にいら

れない子が全体の65％、10％は9カ所以上もの里

親を転々とするという統計がある2）。少なからず養

育関係が失調しては里親の変更が繰り返されている

現実がみてとれる。

家庭の子育ては、一対の特定のおとなが内にとじ
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た構造のなかで養育を（ほぼ占有的に）担う仕組み

である。その仕組みが深く親密で持続的な養育関係

を育み、その関係が子どもの成長の安定した基盤と

なる。けれども、子育ては決してたやすい営みでは

なく、以上の仕組みの育児がうまくできるには必要

な「条件」がある。一言でいえば、それを担う育て

手に心身のゆとりがキープされていなければならな

い。「貧困」が子育て失調の最大の社会要因なのは、

何にもまして家庭生活や育児から物心共々ゆとりを

奪うためである。

子育てが家族の自立的で私的な営みとされる社会

では、家族にゆとりがあるかぎりは自由で豊かな養

育が可能だけれども、何らかの事情でそれが奪われ

るとたやすく失調に傾き、しかも家族の固定的でと

じた関係の中では失調からの回復が難しい。現在、

家庭で起きる子育て失調の多くはこのパターンだろ

う。社会的養護が「家庭」の子育てを範型にした場

合、同じことが起きる心配はなかろうか。

社会的養護に至る子どもたちは、そこまでに並大

抵でない困難を背負っていることを現場職員なら肌

で知っている。生活様式を家庭モデルにし親子的な

ケアに転換しさえすれば何とかなる困難さではな

い。家族レベルの小人数の育て手だけで、しかも家

庭的なとじた（煮詰まりやすい）関係の内で、子ど

もの背負う困難さと向きあう日々は育て手に疲弊や

燃え尽きやこじれを引き起こすリスクがとても高い

（英国の統計では65％が2年ともたない）。困難さ

の前に育て手からゆとりが奪われ、必要条件が失わ

れるからである。制度が整備された英国の里親にあ

って、これだけ破綻が起きている。

生活規模は家庭サイズが望ましくても、人的配置

まで家庭サイズでは無理が大きすぎる。多人数のお

となのチーム的な支えあいによって子育てにゆとり

が保証される人的条件が充たされること、そのゆと

りによって様々な困難を抱えた子どもたちが護り抜

かれること、それが可能な条件が調えられぬかぎり、

里親も家庭的小規模ホームも破綻や失調を防げな

い。一方、この条件がかなえば、破綻の防止だけで

なく、以下の可能性が開ける。

ケアワーカーなど「プロ」が子育てに取り組むと

き、世話をする、躾けをする、これこれの経験を与

えるといった目的性をもったケアが中心になる

（「支援プラン」にもそれが求められる）。それもむ

ろん大切である。しかし、「素人」の親は、目的性

のない何気ないふれあいをよくしている。なんとな

く親子一緒にまったりしているとか、たあいもなく

睦み合っているとか。そうした無目的な関わりに潜

むやすらぎやくつろぎが子どものこころを護るので

ある。これが家庭の子育ての基質で、社会的養護が

「家庭的」であろうとするなら、先ずここからだろ

う。

従来の施設ケアにこれが乏しいのは、プロは「目

的性」を求められるうえ、何気ない「素人的な関わ

り」には育て手の心理的かつ時間的なゆとりがとり

わけ必要だからである。困難を抱えた多数の子ども

たちを少数のスタッフで育てる体制の下では、「目

的」的なケアだけでぎりぎり精一杯となる。家庭サ

イズの少人数の子どもを家庭サイズを超えた多くの

おとなが護り育む仕組みが生まれて、初めて真に

「家庭的」な養護が実現しよう。

現代家庭は子どもにとって親以外におとながいな

い狭い世界となっている（だからその関係に不調が

起きれば一気に深刻化する）。しかし、この仕組み

ならば、複数のおとなが身近にいて様々な遠近や濃

淡をもった交流のもてる世界となり、それがセーフ

ティネットになるし、社会的な力を育む糧ともなる。

もし、「家庭養護や家庭的養護」と「育て手の多

数化」とが十二分にリンクすれば、上述の可能性が

開くに違いない。問題は、それに必要な経済投資に

社会の合意が得られるかだろう。子どもは「みんな

のもの」で、子育ては社会全体が責任を担うべき

「公共的（共同的）な営み」という子育て観を私た
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ちがどこまで取り戻せるかにかかっていようか。

（3）社会的養護はもちろん必要不可欠ながら、後手

にまわった支援である。家庭での子育て失調を

未然に防げないだろうか。

家庭の子育てが失調したとき、それを代替したり

補正するケアが一般に社会的養護の役割とされてい

る。その内容をできるだけ「家庭」に近づけようと

いうのが今日の動きである。人類史において「家庭

が社会の単位」であり続けてきたのは、それだけの

かけがえのなさがあるからに違いない。先の条件が

現実に調えられるなら、サリーが百年前に願ったと

おり、社会的養護は「家庭生活」の様式でなされる

にしくはない　

しかし、そこまで考えるなら、さらに（サリーよ

り）一歩先に進みたい。そのかけがえのない「家庭」

での子育てをいかに失調から護るか。それが社会的

養護の、あるいは社会全体の真の課題であろう。防

止よりも予防。事後的な介入とそれに続くケアの大

変さ、失調が子どもに背負わせる困難さを現場で知

る者なら、この重要さはわかると思う。

本稿の主題からやや逸れるが簡単に触れよう。深

刻な「子育て失調」の大半は乳児期に萌している。

乳児の世話は手間と根気がいり、しかも待ったなし

で、もっとも心身にゆとりが求められる。育て手に

それが乏しい場合、ありふれた小さな躓きも悪循環

的に大きな失調に発展する危険をもつのである。裏

返せば、この期の育児を社会的に護ることさえでき

れば、そうした失調を未然に防げる公算が高い。子

育ての孤立傾向に見るとおり、現代日本ではこの護

りが薄すぎる。情報は溢れていても生きたひとの助

けが足りない。

子育ては妊娠から始まる。現在の児童福祉法は、

若年妊婦、経済困難を抱えた妊婦、心身不調をもつ

妊婦等を「特定妊婦」と名づけて支援するよう定め

ている。失調の社会的な予防に目を向けたのである。

ただ、それに必要な条件整備が進んでいるとはいえ

ないし、特定の妊婦だけを（失調予備軍かのように）

選別するアプローチ自体、問題をはらんでいる。そ

うした選別をせず、「すべての親」にサポートが与

えられるべきだろう。

子どもは産科で生まれる。産科に専門スタッフを

おき、妊娠中に信頼関係を結んでそのまま乳児期か

ら幼児期まで継続的な育児サポートをするシステム

を社会に定着させるのが一案かもしれない。「家族」

に丸投げの子育ては育児不安や現実的リスクを生

む。このサポートシステムは、たんなる子育て失調

の予防対策でなく、多くの人々が妊娠出産や育児に

安心して向かえる広い公益性をもたないだろうか。

「すべての親」とは大変な数に見えようが、大多

数はすぐ特別なサポートはいらなくなり、残った少

数への地道な手助けが中心となるだろう。失調して

からの介入とケアに較べたら、困難さも経済コスト

も遙かに少なく、何よりも子どもの不幸が減る。も

ちろん、すべて解決ではなく、その手からこぼれた

り手の及ばぬケースも出てくるに違いない。それへ

の備えとして良質な「社会的養護」が大切な役割を

担うことは言うまでもない。

キーワード：ホスピタリズム（hospitalism）

家庭（家族）から離されて、施設・病院などを生活環境と

した子どもに身体発育や精神発達、情緒的な対人関係等に問

題が生じる現象をいう。①施設等の恒常的な人不足や養育の

手薄さ、閉鎖的な集団生活が強いる問題、②養育者との親密

で愛着的な接触が失われること（対象喪失）がもたらす問題

（ボウルビィら）、③施設入所以前からすでに不備な養育環

境にあったことの問題（ラターら）、などが要因に挙げられ

ている。

文献

1）Dale Keiger. The Rise and Demise of the American
Orphange, dek@resouce.ca.jhu.edu 1996（「アメリカにおけ
る孤児院の誕生と消滅」www.geocites.co.jp/Milkway-
Orion/3324/etc/orphanage.html）

2）川崎二三彦他『イギリスにおける児童虐待の対応―視察
報告書』子どもの虹情報研修センター、2008



世界の児童と母性 VOL.82 21

［特集］児童福祉法改正と社会的養護の明日

1．家庭（的）養護の推進と「ケアの継続性」

2017（平成29）年4月から施行された改正児童福

祉法では、「子どもの権利条約」が理念として明記

され、子どもが権利の主体に位置付けられた。また、

代替的養護を必要とする子どもの措置について「家

庭と同様の養育環境」（家庭養護： family-based

care）を優先して検討することとされ、社会的養護

が目指すべき今後の方向性が明示された。

また、2016（平成28）年7月29日から、厚生労働

大臣の下に「新たな社会的養育の在り方に関する検

討会（以下、検討会）」が発足しており、社会的養

護を必要とする子どもに限らず、すべての子どもを

対象とした「新たな子ども家庭福祉」の実現に向け

た制度改革のあり方について検討されている。

2011（平成23）年7月に出された「社会的養護の

課題と将来像」において、里親委託率の向上が目標

として掲げられて以降、全国の児童相談所において、

要養護児童の措置先として、なるべく里親委託を優

先的に検討する方向性が定着してきた。実際に全国

の里親委託率は着実に伸びてきている（図1）。しか

し、その一方で、里親家庭から乳児院、児童養護施

設等の施設に措置変更される子どもが増加傾向にあ

る（表1）。

家庭で育つことが困難な子どもに対して、家庭的

で永続的な養育環境を提供することを意図して積極

的に里親委託を検討し、実際に委託を推進している

一方で、里親から施設への措置変更が増えている現

状をどう捉えるべきか。「家庭と同様の養育環境」

を優先した結果、「養育の継続性や永続性」が

保障しづらくなっているとはいえないか。

また、こうした「措置変更」が避けられな

いのだとしたら、そのプロセスはどうあるべ

きなのか。本稿では、現在の社会的養護にお

ける「ケアの継続性への配慮」の現状と、今

後の課題について検討していきたい。

2．各運営指針にみる「措置変更」

社会的養護において、乳児院から児童養護

施設へ、児童養護施設から里親へ、児童養護

施設から児童自立支援施設へ…といった具合

大阪府立大学 教育福祉学類 教授 伊藤
い と う

嘉余子
か よ こ

社会的養護における社会的養護における
「「ケアケアの継続性の継続性」」とと「「措置変更措置変更」」

Ⅱ 支援の現場に立って考える
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れたファミリーホーム（養育者の家庭で
５～６人の児童を養育）を含む。

※２  平成２２年度は福島県分を加えた数値。
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将来像の実現に向けて」をもとに作成
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に、児童相談所の判断によって、子どもが生活する

場所を変更することを「措置変更」という。

措置変更の決定機関は児童相談所である。児童相

談所運営指針では「措置の変更」について以下のよ

うに記載されている。

（4）変更

措置の変更とは、その子どもになした措置の重

要な部分の更改を意味し、法第27条第1項第2

号に基づく措置から同項第3号に基づく措置に

改めることのほか、同項第3.号に基づく措置で

あっても異なった種別の施設等への措置、同種

の他施設等への措置、入所施設措置から通所施

設措置等への変更も含まれる。措置の変更は、

子どもにとって精神的負担が大きく、心的外傷

体験になる危険性があることから、子どもへの

影響に十分配慮しつつ行うことが必要である。

特に里親委託の場合には、関係不調を示すこと

もあるので、措置変更の際には子どもの抱く失

望感や里親が抱く喪失感を軽減できるよう、き

め細かな配慮が必要である。

たとえ、子どもの問題行動や施設不適応が契機と

なって措置変更の検討を開始したとしても、すべて

の措置変更は「子どもにとってよりよく適応しやす

い養育環境への移動」を目指すものである。しかし、

家庭からの分離を経験したことのある子どもにとっ

ての施設の変更は、施設入所時に続く「再度の分離

体験」「見捨てられ体験」につながるリスクもある

ため、慎重かつ丁寧にプロセスを進めることが求め

られる。

しかし、どの施設の運営指針をみても、措置変更

となる子どもに対して、具体的にどのような配慮が

なされるべきなのかについては明記されていない。

乳児院運営指針を例に挙げて、その内容をみてみる

と「乳児院職員が、関係機関や措置変更先（施設職

員や里親）に対して行うべき実践（連携、引継ぎ、

配慮など）」については示されているものの、子ど

もに対して具体的にどのような支援を行うべきかに

ついては明らかにされていない。例えば、措置変更

の理由をどのように子どもに説明し理解してもらう

よう工夫するのか、措置変更までの準備期間に行う

べきことや「ならし保育（交流）の進め方」、措置変
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家庭から 乳児院から 養護から 他の施設から 里親から 家裁から その他から 総数

H15 851 799 581 47 78
─

98 2,454
34.7％ 32.6％ 23.7％ 1.9％ 3.2％ 4.0％ 100.0％

H20 1,600 975 710 63 122
─

141 3,611
44.3％ 27.0％ 19.7％ 1.7％ 3.4％ 3.9％ 100.0％

H25 2,131 1,209 741 68 200
─

185 4,534
47.0％ 26.7％ 16.3％ 1.5％ 4.4％ 4.1％ 100.0％

H15 2,280 48
─ ─

5
─

690 3,023
75.4％ 1.6％ 0.2％ 22.9％ 100.0％

H20 2,844 60
─ ─

15
─

380 3,299
86.2％ 1.8％ 0.5％ 11.6％ 100.0％

H25 2,396 75
─ ─

26
─

650 3,147
76.1％ 2.4％ 0.9％ 20.6％ 100.0％

H15 22,548 5,557 782 596 269 23 641 30,416
74.1％ 18.3％ 2.6％ 2.0％ 0.9％ 0.1％ 2.1％ 100.0％

H20 22,579 6,170 904 763 448 41 688 31,593
71.5％ 19.5％ 2.9％ 2.4％ 1.4％ 0.1％ 2.1％ 100.0％

H25 20,436 6,558 875 886 615 20 589 29,979
68.2％ 21.9％ 2.9％ 3.0％ 2.1％ 0.1％ 2.0％ 100.0％

里
親
委
託
児

乳
児
院
児

児
童
養
護
施
設
児

〈表 1〉各施設等の委託経路と委託児童数

（厚生労働省「児童養護施設入所児童等調査の結果」（平成15・20・25年2月1日よりそれぞれ抜粋・作成）
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更後も子どもが乳児院との「つながり」を感じなが

ら生活できるよう「継続的な支援」をどのように展

開していくのか、といった内容に関する具体的な記

載がないのである。

（8）継続性とアフターケア

①措置変更又は受入れに当たり、継続性に配慮

した対応を行う。

・子どもの特性を理解するための情報の共有

化やケース会議を実施し、切れ目のない養

育・支援に努める。

・退所先の地域の関係機関と連携し、退所後

の生活が安定するよう努める。

・措置変更等に当たり、引き継ぎを行う施設、

里親等と丁寧な連携を行う。そのため日頃

より、それぞれの施設や里親の役割を十分

に理解し、連絡協議会や合同研修会の開催

など相互の連携に努める。

・継続的な支援を行うための育ちの記録を作

成する。

・前任の養育者や施設の担当者から後任の者

へ適切に引き継ぐ。

3．乳児院から児童養護施設／里親への措置変更

次に、措置変更となる子どもの実態やそのプロセ

スについて、データや職員の声（註）等から考えて

いきたい。

乳児院の子どもの約56％が親や親族による、い

わゆる「家庭引き取り」によって退所する（全国乳

児福祉協議会）。児童養護施設や障害児施設に措置

変更となる子どもは約30％、里親委託や養子縁組

となる子どもは約9％である（図2）。

つまり、乳児院から児童養護施設へ措置変更とな

る子どもは、何らかの理由で家庭復帰ができなかっ

たり、里親や養親とのマッチングがかなわなかった

りした子どもであり、乳児院の入所児童の中では少

数派であるといえる。

乳児院から児童養護施設や里親に措置変更される

子どもは、まず家庭から離れる際に「1回目の依存

関係の切断」を経験し、その後、乳児院からの措置

変更で「2回目の依存関係の切断」を経験する。日

本の社会的養護のシステムにおいては、「乳児院か

らの措置変更」は制度上避けられないものであるが、

一方で「避けるべき措置変更」であるともいえる。

【乳児院から措置変更してきた子どもを担当し

た児童養護施設職員の語り】

ならし保育の間ずっと、一緒に来た乳児院の保

育士さんの服の裾を掴んで離さないんですよ

ね。少しでも姿が見えなくなると、べそをかい

て保育士を探して、抱き着いて…ああ、乳児院

の子を受け入れるってこういうことなのかなぁ

って。ちょっと大変だなぁ、じゃないですけど、

愛着ある人から引き離す感じがして、こちらも

辛いというか…

（中略：措置変更後の子どもの様子）

Aちゃんの日常生活での様子が、乳児院からの

文書や記録に書かれている内容とはずいぶん違

いがあって、施設内でもおかしいなという話に

なりました。例えば「トイレに行きたい時は自

分で伝えることができる」とあるのですが、何

も言わずにパンツの中でしてしまうし、食事も

「自立」とあるけど、担当職員が食べさせない

といけない状態だったり…。



【乳児院の職員の語り】

措置変更後も子どもが乳児院の保育士のことと

か話しているっていうので、少しでもつながっ

ていたかったのですが、家族再統合も視野に入

れているケースなので、「子どもからの乳児院

の保育士への思い」を薄らぐようにしたいのだ

と。それで交流はして欲しくないと言われて…。

そのへんがちょっと残念だなと。

乳児院の職員の語りからは「子どもとの間で形成

した愛着、きずな、関係性をできるだけ継続したい」

という思いがうかがえる一方で、それがかなわない

無念さが伝わってくる。

一方、児童養護施設職員の語りからは、愛着対象

からの分離体験の影響による子どもの混乱や退行の

様子が伝わってくる。

乳児院は、法律上は就学前まで在籍可能であるが、

多くの場合は2歳前後で措置変更が行われる。子ど

もの記憶に残らない、子どもが自分自身で意向や意

見を言語で表明することが難しいということも影響

してか、子どもの意向を尊重した措置変更プロセス

を形成しづらい面が多いのではないかと懸念する。

乳児院職員によるアドボカシー（子どもの代弁）に

寄せる期待は大きいが、措置変更においては「送り

出す側」よりも「受け入れて、これから長く生活を

共にしていく側」の意向の方が優先されやすいので

はないだろうか。「子どもの最善の利益」に配慮し

た措置変更プロセスについて、送り出す側と受け入

れる側とでしっかり意見や思いを共有する時間や機

会が必要である。

4．他施設から児童自立支援施設への措置変更

児童養護施設-児童自立支援施設間の措置変更に

関する先行調査は新しいものばかりである。このこ

とから、近年になって、施設不適応等による措置変

更ケースが増え、調査研究の必要性が高まって来て

いるのではないかと推察する。表2は、児童自立支援

施設の入所児童の入所経路の変遷を示したものであ

る。家庭から入所する子どもの比率が年々減少して

いる一方で、児童養護施設や里親家庭から措置変更

で入所してくる子どもが増加していることがわかる。

遠藤（2015）は全国の児童自立支援施設を対象に、

児童養護施設から措置変更された子ども全件に関す

るアンケート調査を実施した。その結果、措置変更

理由を概観すると「犯罪（触法）行為」が15.7％で

あるのに対して、「施設不適応」が60.9％であった。

さらに、措置変更で児童自立支援施設にやってきた

子どもの46.1％が、就学前から児童養護施設等に入

所した子どもであることを踏まえ、児童養護施設に

おける養育の質の見直しと、「援助の連続性」を念

頭においた施設間連携の必要性を遠藤（2015）は指

摘している。

【措置変更経験者の語り】

いまだにどうして自分が児童自立支援施設に行

くことになったのか、よくわからないんです。

まあ万引きとか無免許運転とか色々悪いことは

やっていましたけど…。ある日、いきなり職員

から「3日くらい反省してこい」と車に乗せら

れて一時保護所に連れていかれました。でも、

一時保護所の職員は「1ヶ月は帰れない」と。

騙された、腹が立ちました。捨てられたとも思

いました。でも仕方がない、親がいないってこ

ういうことなのかなとも思いました。

【児童養護施設職員の語り】

一時保護になって、その後うちの施設には帰れ

ないって最初から言ったら暴れたりする心配も

あったので、騙し討ちって言ったら失礼ですけ

ど…その時すでにもううちの施設には戻れない

ことは決まっていたけど、一応「一時保護所で

よく考えて反省して相談してきてね」って形で
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その中で、ある児童自立支援施設職員が、自身の

施設に措置変更されてきた子どもについて、このよ

うに語っていた。

やっぱり生まれてからずっと乳児院で、その後

は児童養護施設で…っていう子は、根っこがな

いというか、守るものがないというか、投げや

りなそんな感じで。落ち着かないですね。

また、アンケートによる実態調査の結果、いわゆ

る「不適応」を原因として児童自立支援施設や児童

心理治療施設へと措置変更となる子どもの29％は、

乳児院からの措置変更を経験していた。

これらの結果から、物心つく前に乳児院に預けら

れ、「自分はなぜ親と暮らせないのか」「なぜ親に育

ててもらえなかったのか」という疑問を抱えたまま

児童養護施設や里親家庭等に措置変更され、複数回

にわたる「養育者との分離体験」を経て成長する子

どもの混乱や葛藤が、思春期における多様な行動化

に結びついている可能性がうかがえる。

児童自立支援施設への措置変更は、子どもにとっ

てスティグマを伴いやすい側面がある。「自業自得」

「自分の行為に対する罰としての措置変更」として

ではなく、「自分の成長やステップアップに必要な

最善の機会が与えられた」と子どもが前向きになる

ことができるような説明や励まし、動機づけ等の支

援が児童相談所や施設職員の役割として求められて

いるといえよう。

送り出しました。

【児童自立支援施設職員の語り】

そもそも措置変更に納得していないんです。一

時保護所から前いた児童養護施設に帰れるって

思ってたみたいなんでね。だから、うちに来て

からも、脱走しては前にいた施設に逃げていく。

それを迎えに行くの繰り返し。

措置変更の経験者や児童自立支援施設職員の語り

からは「措置変更の理由が理解／納得できない」

「だまされて連れて行かれた」という不満や諦め、

「前にいた施設に帰りたい」という子どもの思いが

伝わってくる。また、送り出す施設職員の語りから

は「本当の理由を言わずに一時保護につなぐ」とい

う手段を取らざるを得ない状況がうかがえる。

たとえ「問題行動」と言われる自らの行為が原因

となっての措置変更であっても、子どもたちの「養

育／ケアの継続性」に配慮したプロセスが必要では

ないか。措置変更の理由を説明しなかったり、「す

ぐに帰れる」等と事実と違うことを伝えて措置変更

へ送り出したりすることは、果たして「子どもの最

善の利益」に配慮した支援だといえるだろうか。

筆者らは、2014年度に社会的養護の施設や里親

間で措置変更となった子どもたちに関する実態調査

及び施設職員を対象としたインタビュー調査を実施

した。

総数 家庭 養護施設
他の 里親家庭

家庭裁判所 その他・不詳児童福祉施設 （ ）

1997年度 人数 1,920 1,407 173 32 9 227 72
（平成9年度） 構成比 100.0％ 73.3 9.0 1.7 0.5 11.8 3.7

2002年度 人数 1,657 1,082 218 48 12 282 15
（平成14年度） 構成比 100.0％ 65.3 13.2 2.9 0.7 17.0 0.9

2007年度 人数 1,995 1,267 267 58 23 347 33
（平成19年度） 構成比 100.0％ 63.5 13.4 2.9 1.2 17.4 1.6

2013年度 人数 1,670 1,018 236 49 32 306 29
（平成25年度） 構成比 100.0％ 61.0 14.1 2.9 1.9 18.3 1.7

ファミリーホーム
含む

〈表 2〉児童自立支援施設入所児童の入所経路の変遷

（厚生労働省「児童養護施設入所児童等調査結果」をもとに筆者作成）
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キーワード：ならし保育／ならし交流

措置変更する時に、子どもが段階的に新しい環境に慣れ、

適応できるよう、まず短時間の交流から始めて、徐々に保

育・滞在時間を延ばしていくこと。「慣らし」という漢字は

使わずに、平仮名を用いて表記する。それは「子どもに慣れ

させる」という意味ではなく、「子どものために新たな生活

環境（職員を含めて）をならす（均す：地面をたがやし整える

イメージ）」という意味で用いているためである。また近年

では「愛着をつなぐ」「バトンを次の養育者に渡す」といっ

た意味を込めて「つなぎ保育」という表現を用いる乳児院職

員が増えている。
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5．新たな社会的養育の構築に向けて

「検討会」では、「社会的養育全体像とその達成

プロセスへの提言」の1つとして、「『継続性』『永

続性』を担保するソーシャルワークへの提言」を挙

げている。ここでは、措置変更と「ケアの継続性」

にかかる課題として、3点を提起したい。

1つは、措置変更時における子どもへの説明と同

意形成のプロセスへの配慮である。子どもの年齢や

措置変更理由にかかわらず、なぜ養育の場を移らな

くてはいけないのかという理由の説明や、これまで

大切にしてきた人間関係や環境とのつながりの継続

性を保障するための支援を誰がどのように担ってい

くべきなのか、変更前の施設、変更後の施設、児童

相談所の3者の連携や役割分担等について十分に検

討する必要がある。

2つめとして、措置変更となる子ども本人のアド

ボカシーの保障である。例えば、児童養護施設で他

児への暴力等の加害行為によって他施設へ措置変更

となる子どもにも、自らの被害性を含めたいわゆる

「言い分」を主張できる機会が必要ではないか。「検

討会」の中では「子どもの権利擁護（アドボカシー）

システムづくり」も案として挙がっているが、その

一環として、措置変更時のアドボカシーについても

視野に入れた検討が行われることを期待する。

3つめは、措置変更をなるべくせずに「ケアの継

続性」を担保できるような支援システムの構築・創

設である。里親家庭や施設の小規模ケアやファミリ

ーホーム等、小規模化・地域分散化がなされた養育

形態における養育担当者の負担や不適切な養育への

リスクが指摘されている。家庭（的）養護の推進と

養育者のケアやサポートを両輪として前へ進めてい

く必要がある。また、どうしても措置変更せざるを

得ないケースにおいても、「措置変更＝今生の別れ」

ではなく、「一緒に生活できないけれども、見守ら

れている」と子どもが「つながり」を感じながら新

たな環境で生活していけるような配慮、つまり「ケ

アの継続性の保障」が必要である。

生みの親との家庭生活がかなわなかった子どもた

ちにとって、「あなたを昔から知っている」「今まで

もこれからもいつでもつながっている」という存在

は必要である。彼らが、辛い過去と向き合ったり、

これから自立に向けて成長したりしていくプロセス

を支えるためにも、持続可能な社会的養育の在り方

について具体的に検討していかなければならない。

註）ここで紹介する施設職員の語りは、筆者らが、平成27

年度厚生労働省子ども・子育て支援推進調査研究事

業：課題番号16「措置変更ケースにおける支援内容

や配慮事項に関する調査研究事業」の一環として実施

した、施設職員を対象としたインタビュー調査の一部

から引用したものである。また、措置変更経験者の語

りは、2009年に筆者が施設経験者を対象に実施した

インタビュー調査から引用したものである。いずれも

調査時に論文等で発言内容を公表すること等を誓約す

る等の倫理的配慮を行っている。
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はじめに：支援の終わりとしての「自立」

児童虐待について学び始めたころ、施設関係者の

勉強会で、「自立ってなんですか」と尋ねたことが

ある。いくら考えても肝心の「自立とはなにか」が

つかめず、隔靴掻痒だったのだ。答えにくい質問を

したつもりはなかったが、しばしの沈黙の後、ある

ベテラン職員が、言葉を選びながら、「子どもが、

甘えてくれるようになってきたら、そういう関係が

できてきたら、自立のタイミングじゃないかな」と

語ってくれた。質問からは少しずれているように思

われる回答と、一様にうなずく他の職員たちの様子

に、釈然とはしないものの、いったんその言葉どお

りに受け止めようと思ったことを記憶している。

自立とはなにか。このシンプルな問いに対して、

なぜこのような複雑な答えが返ってきたのか、今な

らその理由の一端が見える。

社会的養護を要する子どもの自立の理想像は、容

易に思い描ける。施設の職員や他の子どもたちと深

い信頼関係で結ばれ、家族とも安定的な関係が築け、

より良い仕事環境を得て巣立っていく。そこで新し

い友人や恋人をつくって、ときには施設に里帰りを

する。このように、一個の人間が自立するというと

きには、新しい出会いや限りなく広がる可能性へと

向けた輝かしい希望というニュアンスがある。

しかし、自立の現実は、施設の子どもたちにとっ

ては厳しい。なぜなら、社会的養護における自立は、

制度的には、「支援の終了」を意味してしまうから

だ。

Ⅰ　制度としての自立

1．制度からこぼれ落ちる子どもたち

これはもちろん、仕方のないことではある。社会

的養護が制度として成立している以上、そこにはつ

ねに費用の問題があり、そうである以上その利用に

一律の条件を設けざるを得ない。

けれども、こうした条件はまた必然的に、「その

条件からこぼれ落ちてしまう者」を生み出す。学力

不振や不適応などにより、就学というレールから降

りてしまう子ども。しんどさを、逸脱や自他への加

害というかたちでしか示せない子ども。

児童福祉は、そうした子どもたちをどうすれば救

えるのか、長い間、格闘してきた。施設を出た子ど

ものアフターケア施設としてボランティアが始めた

自立援助ホームも、その一例である。しかしこうし

た自発的な取り組みが実を成すためには制度の中に

位置づけられる必要があり、だがその制度は再び条

件からこぼれ落ちる者を生み出す、という矛盾を抱

えている。2016年の児童虐待防止法改正による、被

虐待児への自立支援の強化も、例外ではないだろう。

2．親子関係の終わらなさ

例えば、自立支援の強化においては、対象者の年

法政大学 キャリアデザイン学部 准教授 遠藤
え ん ど う

野
の

ゆり

社会的養護と未完社会的養護と未完のの『『自立自立』』
―唯一無二の存在として
他者から受容され生きること

Ⅱ 支援の現場に立って考える



齢が問題になる。20歳という法の適用範囲が拡大

されても、いずれはこの適用を外れざるを得ない。

ここで起きる問題は、発達の個人差ゆえにいつま

でも自立できない子どもがいる、ということだけで

はない。誰にでも該当するのは、ある年齢になれば

制度的には子どもではなくなるとしても、親子関係

においては子どもはいつまでも子どものままだ、と

いう問題だ。親と子の関係は終わらず、それゆえ親

子関係の葛藤もまた、いつまでも終わらない。

阻害的な（＝abused=虐待的な）親子関係を経て、

30歳を超えても、実親の陰におびえ、二度と会わ

ないように細心の注意を払っている人もいる。トラ

ウマ体験にいまだ悩まされる人もいる。また、「本

当は親は自分を愛してくれている」という期待を捨

てきれず、それゆえ、自立への一歩を踏み出せない

人もいる。しかし、いずれ一定の年齢になれば、支

援は打ち切られてしまう。制度としての自立が一定

の期間や期限を想定しているのに対し、現実の自立

には終わりがないのだ。この点について天羽は、自

立とは「主体的行為というより、社会的ルールや慣

習、要請に基づき、好むと好まざるとにかかわりな

く、一定の時期に迫られる状態を含んでおり、他律

的要素を包含」するものだ（天羽2003, p.143）、と指

摘する。

Ⅱ　自立の過程とその困難さ

1．自立の前提としての基本的信頼感

制度としての自立は、「一定の力を身に着けた人

が自律的に社会生活を営むこと」という、いわば完

成形としての自立を想定している。そして、その実

現に向けて支援をおこない、一定の条件の下でその

支援は打ち切られる。

しかし現実の自立はなかなかそうはいかない。自

立をめぐって、子どもたちは実際にはどのような体

験をするのだろうか。

発達論的にいえば、生まれたときに完全なる他者

（保護者）依存の状態である私たちは、いわゆる母

子一体関係を人間関係のベースとしながら、しだい

に他者関係を広げていく。その広がりの中で人は、

目の前にいる個別的で顕在的な他者、つまり、家族

や友人や先生といった他者に対する信頼感を育む。

と同時に、その信頼感をベースにして、「そもそも

人とは基本的に信頼に足るものだ」という「基本的

信頼感」を獲得していく。安心して道を歩くこと、

マス・メディアの情報を信じること、新しい環境に

わくわくすること。これらはすべて、「まだ実際に

出会ったことはない他者」が信頼に足る存在なのだ、

という私たちの無意識のかまえによって可能になっ

ている。

自立は、こうした他者への信頼感が前提となる。

なぜなら人間は社会的存在であり、他者との関わり

の中でしか生きていけないからだ。

2．社会的養護を要する子どもたちの自立の困難

ところが、社会的養護を要する子どもたちの多く

は、最初の一対一の関係や、その後の他者関係の広

がりのなかで、見捨てられたり暴力を振るわれたり

しており、他者は信頼できない、という不信感を抱

いている。施設での暮らしが、その不信感を容易に

取り去ってくれるとは限らない。例えば施設内で暴

れたり、引きこもったり、施設職員に対して「試し

行動」を示したり。こうした子どもたちはときに、

「阻害的な親子関係」からの自立の一歩として暮ら

すはずの施設で、自ら、その場が居心地悪くなるよ

うにふるまう。その結果、その施設でさえ受け入れ

てもらえなくなったりするなど、人間関係への信頼

感は、さらに脆くなることさえも起きる。それほど

までに、彼らの絶望は深い。

こうしたもつれは、社会に出るプロセスにおいて

も生じる。就職先の上司や同僚に、半ば意図的に悪

意を向けてしまうこともあるし、周囲のサポートに

もかかわらず働く意欲を保てなかったり、心身を患
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ってしまうケースも珍しくない。社会的養護を要す

る子どもたちの他者関係のベースはそもそも脆いの

に、施設の内外での他者との阻害的な関係が、さら

にそれを脆くしてしまう。

なぜであろうか。それは、個別的で顕在的な他者

関係というベースのもとに感じられる「そもそも人

とは基本的に〇〇だ」の「〇〇」の部分が、彼らの

場合は、「信頼できない」になってしまっているか

らだ。他者が信頼できると感じているとき、人から

投げかけられる注意や叱咤は、思いやりや信頼感の

呈示である。しかし、信頼のおけない他者からのそ

うした言葉は、暴言であり、威嚇であり、加害行為

になってしまう。それゆえ彼らは、他者の何気ない

一挙手一投足をネガティヴに解釈し、ますます不適

応傾向へと陥ってしまうのだ。

Ⅲ　現象学的に見た自立の困難

1．匿名的で潜在的な他者からの疎外感

こうした困難さを、筆者の専門領域である現象学

に即して見るならば、自分は「世の中」に支えられ

ていない、という不安感が指摘される。「世間体が

悪い」などというように、私たちはいつもなんとな

く、他者からの視線を気にしている。とはいえこの

他者は、具体的で個別的な他者ではなく、名前もな

ければ顔もない、そもそも実在していない、イメー

ジとしての他者である。こうした他者は、匿名的で

潜在的な他者、と現象学的にいうことができる。

「基本的に他者は」というときの「他者」は、この

ような誰でもない誰かという性質をそなえている。

大塚（cf. 2009, p.64）が指摘しているように、子ど

もたちは、施設での暮らしがどれほど配慮に満ちて

いるとしても、施設で暮らすこと自体がふつうでは

ない、という感覚を抱いている。こうした感覚は、

「自分は世の中の人たちとは何か違うのだ」という

ように、世の中一般から、つまり匿名的で潜在的な

他者から切り離されているという感覚である。この

感覚が、他者とのトラブルを招きがちな要因の一つ

なのだ。

2．個別的な他者とのトラブルをこえて

他者とトラブルになるのは、匿名的で潜在的な他

者から疎外されている、という彼らの感覚ゆえだけ

ではない。考慮すべきは、現実の他者はちっとも優

しくない、という事実だ。

匿名的で潜在的な他者が信頼に足るものであろう

となかろうと、現実で出会う個別的な他者は、しば

しば子どもを傷つけ、ないがしろにし、無視をする。

職場で上司や同僚にいわれのないハラスメントを受

けたり、路上ではひったくりに遭うかもしれない。

いや、そのような悪意だけが「優しくない」のでは

ない。自分が親友だと思っている友人には、別の大

切な友人がいるかもしれない。心から信頼する恋人

に助けを求めても、かけつけられない事情があるか

もしれない。取り巻く多くの善意でさえ、常に私を

最優先してくれるわけではない、というかたちで、

他者は私を裏切り続ける。

それゆえ、自立するためには、個々の経験におい

てどれほど他者に裏切られても、それでも他者は基

本的に信頼に足るのであり、必ずしもいつも私の望

みを無条件に受け入れてくれはしないとしても、そ

れでも他者は私を受容してくれているのだ、と感じ

続けられなければならない。そのようなことが、ど

うすれば可能であろうか。

おそらく二つの条件がそろわなくてはならない。

一つは、匿名的で潜在的な他者が信頼に足るものだ、

というように感じられること。一つは、誰かの裏切

りに傷ついたときに、それでもあなたは他の誰でも

ないあなたであるがゆえに受容されている、という

自分の「唯一無二性」を保障されることだ。

3．唯一無二性を保障する他者

私たちが、自分を自分として保持し生きていくた



めには、他でもない自分が受容されている、という

感覚が不可欠である。例えば幼児にとって、自分の

誕生日は一年で最も重要な日であり、この日は誰も

が自分を祝福している。自分は唯一無二の祝福され

た存在であるという感覚があって初めて、生まれる

国も時代も親も選べず強制的に付与されたこの人生

を、ポジティヴに受け入れることができる。

しかし私たちは成長の過程で、自分の唯一無二性

は、実に脆いものでしかないことを知ることになる。

多くの人は私の誕生日を祝福しないどころか、そも

そも関心さえ抱かない。私は多くの人たちの中に埋

没する存在でしかない。この絶望を乗り切るには、

個別的で顕在的な他者から、その唯一無二性を、折

に触れ確認させてもらう必要がある。多くの子ども

たちは、終わることのない親子関係の中で、自分の

唯一無二性を保障され続けているはずだ。

ところが、施設の子どもたちにとって親子関係の

唯一無二性は、複雑な様相を帯びる。ネグレクトさ

れた子どもには、自分は親にとって唯一無二の存在

ではないのだ、という悲しみになる。過干渉を受け

た子どもは、唯一無二性が自分の人生を阻害すると

いう苦しみを味わう。しかも、子どもにとって親も

また唯一無二であるため、この唯一無二性を手放せ

ば自分は根無し草になり、手放さなければ自立がか

なわないというジレンマにさらされ続ける。それゆ

え、施設の子どもたちにとって、唯一無二性の保障

はいつもアンビバレントなものになってしまう。

おわりに：未完としての自立

したがって、自立はいつまでもかなうことのない

理想形でしかなく、実際には、実現すれば同時に新

たな苦しみが生み出されるのだ。少なくとも自立を、

「一定の力を身に着けた人が自律的に社会生活を営

むこと」と捉え、その力を身に着けさせるべく直線

的な支援をすることだけでは、不十分なはずだ。

「いつかかなうはずの明確な自立」を想定すること

は、「まだ自分はきちんと自立できていない」とい

う新たな苦しみを子どもたちに生みだしかねない。

そうではなく、未完のプロセスとして自立を捉え

ること。少し良くなってはまたしんどくなり、その

中にもどこかで生きる喜びがありというように、螺

旋状にからまったものとして捉えること。そのよう

な未完成の形でしかない自分の自立の様を、受容す

ること。それこそが、自立の一歩ではないだろうか。

施設職員にとって、子どもたちの唯一無二性を保

障することは、どれほどの愛情をもってしても非常

に困難だ。なぜなら子どもたちは、「自分の大好き

な職員さん」が「他の子どもにとっても大事な職員

さん」であることを、いやというほど知っている。

子どももまた、職員に配慮する。

十数年前、ベテラン職員が語ってくれた「甘えて

くれる関係」とは、それでもこの人に唯一無二性を

支えてほしい、という子どもの願いと、その願いを

受け止める職員の切なさの表れだったのだろう。自

立とはこうした切ない思いの交流の向こうにほのか

に見える、未完のなにかなのではないだろうか。
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キーワード：唯一無二性

人は、他の誰でもない私として自他から愛されることを必

要とする。この「他の誰でもないこと」を唯一無二性という。

「同条件の他の人でもよい」といわれることは、唯一無二性

を阻害されることである。発達心理学のいう「幼児的万能感」

は、成長と共に、「他の人にとっては他の人自身が中心であ

る」という理解によって薄れていく。しかしその中でも自分

の唯一無二性が保障されていれば、アイデンティティが十全

に形成される。
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1．世田谷区の若者支援の取り組み

（1）若者支援担当課の設置

世田谷区では、従来から、就労支援や健康づくり

など、各分野別に若者支援施策を展開してきました。

しかし、包括的に若者の課題を受け止め、施策の狭

間で苦しんでいる若者に光をあてる必要があるこ

と、地域の活性化に向けては、若者が地域で活動す

る機会の提供・場の充実が欠くことができない重要

な施策であるとの考えのもとに、平成25年度に保

坂区長を本部長とする「若者支援推進本部」を立ち

上げるとともに、「子ども部」のなかに「若者支援

担当課」を設置、翌26年度には「子ども・若者部」

に改組し、推進体制を整備しました。

また、若者支援施策は、子どもの頃から継続的に

取り組んでいくべきものや、ひきこもりや不登校と

いった早期の支援によって問題の深刻化を未然に防

ぐことができるものなど、子ども期の施策と密接に

関わることから、これまで18歳未満の子どもを対

象とした「子ども計画」の改訂（平成27年度～）に

あたって、30歳代までの若者支援施策との関係を

追加し、具体的な取り組みをすすめることとしまし

た（図1）。

（2）若者支援施策の柱

世田谷区の若者支援の施策は、大きく2つの柱で

すすめています。

ひとつは「若者の交流と活動の推進」です。すべ

ての若者が、地域で活発に活動し、経験を積み重ね

ながら成長して地域の担い手となっていくことを目

指し、児童館や青少年交流センターの運営を行って

います。

もうひとつは「生きづらさを抱えた若者の支援」

です。生きづらさを抱えた若者とは、ひきこもりや

不登校など、学校生活や就労時の体験、人間関係の

つまづきなどを起因として、社会生活や他者との関

わりがうまくいかず、目指す生き方に向かって進め

ない、または目指す方向がわからないために悩んで

いる若者と定義しています。

区では、「若者総合支援センター」を設置し、生

きづらさを抱えた中高生世代から30歳代までの若

者とその家族を対象として、相談支援とともに、対

人関係や社会生活に対する自信を取り戻すきっかけ

となる「居場所」の整備、就労・医療・福祉等の関

係機関と連携した重層的な支援を行うことによっ

て、若者の社会的自立に向けた支援を行っています。

若者総合支援センターは、次の機関で構成していま

す。

①メルクマールせたがや

ひきこもり等生きづらさを抱えた若者の社会参

加に向けた準備の場として、相談支援、居場所機

能、家族支援を行います。臨床心理士や精神保健

福祉士等の専門職が対応します。

世田谷区 総務部長（前子ども・若者部長） 中村
な か む ら

哲也
て つ や

せたがや若者フェアスタートせたがや若者フェアスタート

すべての若者がすべての若者が
同じスタートラインに立ち同じスタートラインに立ち
未来を切り開いていくために未来を切り開いていくために

Ⅱ 支援の現場に立って考える



②若者サポートステーション

就労に向けた準備の場として、個別相談等を通

じて、若者一人ひとりの状況にあわせた将来を一

緒に考えていきます。

③ヤングワークせたがや

就労に向けた実践の場として、職場見学や就活

基本セミナーなどのプログラムを提供します。

2．せたがや若者フェアスタート事業

（1）検討の経過

平成26年１月に「子どもの貧困対策の推進に関

する法律」が施行されるとともに、同年8月に「子

どもの貧困対策に関する大綱」が示されました。区

では、子どもの将来がその生まれ育った環境に左右

されることがないよう、総合的な貧困対策の観点を

含め、生きづらさを抱えた若者の支援策を検討する

なかで、区内の児童養護施設など社会的養護を必要

とする子どもに関わる関係機関や支援団体からお話

をお伺いしました。

その結果、児童養護施設の退所者や里親のもとを

措置解除された若者など（以下「退所者等」）が、最

も困難を抱える若者としての支援の緊急性が高いと

判断しました。

児童虐待など様々な理由により、親からの養育を

受けられず、里親や児童養護施設などの社会的養護

の対象となった若者たちは、高校卒業と同時に施設

等を退所し、自活することになります。

住居をはじめ生活費を一人で賄う必要があり、特

に進学した者は学業と就労を両立しながら、心身と

もに張り詰めた生活をしています。このような状況

のなか、体調を崩し、それをきっかけに就労が困難

となり収入が途絶え、住居を失ったり、大学や専門

学校を中途退学せざるを得ない者も多く、区内2つ

の児童養護施設（東京育成園・福音寮）の施設長に

お話をお伺いしたところ、進学した者の約7割が中

途退学しているとのことです。

32 世界の児童と母性 VOL.82

［特集］児童福祉法改正と社会的養護の明日

〈図1〉世田谷区若者支援ネットワーク図
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また、進学に際しても、奨学金制度のほとんどは

返済型です。将来の借金を背負って進学するのは、

退所者等にとっては大きなリスクとなります。返済

不要の奨学金もありますが、多くは、成績優秀な限

られた者を対象としており、必ずしも学習環境に恵

まれて育ったとはいえない退所者等が給付を受ける

ことは困難な状況です。

さらに、退所者等が将来に夢と希望をもって進学

するという選択ができていないという状況にあるこ

とは、全高卒者に比べて、退所者等の大学・専門学

校への進学率が、極めて低い数値であることからも

明らかとなっています（図2）。

（2）フェアスタート事業の概要

区は、退所者等が同じスタートラインに立って自

らの将来を選択できるよう、住宅支援、居場所支

援・地域交流支援、給付型奨学金という3つの事業

で構成する「せたがや若者フェアスタート事業」を、

平成28年4月から実施することとしました。

①住宅支援

地域のなかで安定した生活基盤を提供するため

に、高齢者用区営住宅の空室（旧生活協力員居住

室）を5箇所確保し、退所後の住まいとして提供

するものです。

いずれも家族向けの3LDKなので、ひとつの部

屋を2～3人でシェアするかたちとし、家賃は一

人月額1万円、進学した者は卒業まで、就職した

者は2年間まで利用することができます。

また、入居後も、退所者等が安定的な生活を送

ることができるよう、共同生活のためのルールづ

くりや高齢者住宅の他の居住者との関係を含め、

生活面のサポートについて、児童養護施設等に委

託し、実施しています。

平成29年4月現在、区内5箇所の住戸に退所者

等が5名住んでいます。

②居場所支援・地域交流支援

東京都の「児童養護施設等退所者へのアンケー

ト調査報告書（平成27年度調査）」によれば、「施

設退所（措置解除）直後に、まず困ったこと」と

して「孤立感、孤独感」が34.6％となっており、

22年度調査に引き続き最も多くなっています。

区内児童養護施設や青年会議所、区内大学、地

域の活動団体などとの連携・協力のもと、退所者

等が地域のなかで見守られ、安心して居ることが

できる場を提供するため、区内2箇所において、

毎月1回、共に食事をとりながら交流できる居場

所事業を実施しています。

平成28年6月から開始し、平成29年3月まで

に、2箇所で延べ20回開催しました。地域の大人

を含めた延べ参加者数は389人、うち退所者等の

延べ参加者数は34人です。今後、より多くの退

〈図 2〉退所者等の高校卒業後の進路の現状 〈図 3〉児童養護施設（社福）福音寮施設長　
飯田政人さんのコメント

（「寄附のご案内」パンフレットから）

（「寄附のご案内」パンフレットから）



所者等にとって、気軽に立ち寄ることができる居

場所として定着させていくことが課題です。

③給付型奨学金制度

〈事業概要と実施状況〉

退所者等で、今後も親族等からの経済的支援を

受けることができない者が、大学や専門学校に進

学する場合に、年額36万円を上限に返済不要の

奨学金を給付するものです。

本事業の実施にあたっては、区の予算から

5,000万円を拠出して基金を設置するとともに、

退所者等が同じスタートラインに立って進学する

ための支援を社会全体で支える仕組みを構築する

ため、広く区民や事業者から寄附を募ることとし

ました。

当初、奨学金にかかる経費の一部を寄附に頼る

ことを不安視する声もありましたが、開始から1

年3ヶ月を経過した平成29年6月には、全国から

363件、3,000万円を超える寄附が寄せられました。

当面は、基金発足時に区の予算から繰り出した基

金財源の5,000万円を減らさずに、持続可能な支
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援ができる見込みです。

平成28年度は11名（総額372万円）、平成29年

度は10名（総額360万円）の大学等の進学者・在

学者に対して奨学金を給付しました。

また、給付者に対しては、区と児童養護施設、

里親が、学校生活や履修の状況を確認し、情報共

有しながら、必要な支援を行っています。

〈退所者等の声〉

区の給付型奨学金制度の創設にあたって、区内

児童養護施設の施設長からいただいたコメント

や、本奨学金を受けた退所者等の声、寄附をいた

だいた皆様からの退所者等への応援メッセージに

ついて、一部ではありますが、紹介させていただ

きます（図3・4）。

〈国の給付型奨学金制度の動向〉

国は、平成30年度から、低所得世帯（退所者等

を含む）の学生を対象に給付型奨学金制度を創設

することとし、平成29年度に一部先行実施して

います。

概要としては、特に優れた学生等であって経済

的に極めて就学に困難があると認定された者を対

象に、私立・公立、自宅・自宅外の別に応じて、

月額2～4万円（社会的養護が必要な学生に対し

ては月額4万円。24万円を入学時に加える）を支

給するというものです。給付型奨学金を必要とす

るすべての退所者等に行き渡るのか、今後の実施

状況を注視していきたいと思います。

3．今後に向けて

今回の児童福祉法の改正により、中核市に加え、

特別区も児童相談所を設置することができることに

なりました。

現在、特別区の区域では、一時保護や施設入所措

置など法的権限を行使する児童相談所は東京都が、

広く子ども子育ての相談支援窓口である子ども家庭

支援センターは区がそれぞれ管轄しています。

世田谷区は、児童相談所と子ども家庭支援センタ

ーが一体となって、地域の支援を最大限に活用した

総合的な児童相談行政を実現するため、平成32年4

月以降、できる限り早期に、児童相談所の移管を受

けることを目指して、準備をすすめています。

児童相談所が移管されると、現在、東京都が担っ

ている、児童養護施設や里親など社会的養護に関連

する業務を区が担うことになります。

社会的養護のもとで育つ子どもや若者が、精神的

にも経済的にも自立し、安定した社会生活を送るこ

とができるよう、必要なときに親や家族に代わって、

切れ目なく支える仕組みづくりが求められていま

す。区が児童相談所の運営とともに「せたがや若者

フェアスタート事業」を一体的に実施することによ

り、より一層切れ目のない支援を充実させていくこ

とができると考えています。

4．結びに

格差の固定や拡大、貧困の連鎖ということが、社

会問題となっているなかで、すべての若者が同じス

タートラインに立ち、自ら未来を選択できる環境や

チャレンジする機会が与えられることは、これから

の日本の社会のあり方に関わることだと思っていま

す。

今回の「せたがや若者フェアスタート事業」が、国

や他自治体において、社会的養護のもとで育つ子ど

も・若者の支援を拡充する契機となれば、幸甚です。

キーワード：生きづらさを抱えた若者

子ども若者育成支援推進法や大綱を踏まえ、多くの自治体

の若者支援計画や研究者において、ひきこもりやニート、不

登校など、支援すべき若者像を広く表す言葉として使用され

ている。

平成 28 年 9 月の内閣府の「若者の生活に関する調査」

によると、「生きづらさを抱えた若者」のうち、いわゆる

「ひきこもり」は、全国の 15 歳から 39 歳の人口のうち

1.57 ％、54万 1,000 人いると推計されている。



1．はじめに

（1）子ども家庭福祉の仕組みの問題

子ども家庭福祉分野が直面している問題、現在の

福祉課題・生活課題の多くは、孤立と分断の社会が

もたらす課題である（柏女・佐藤2017）。これらの

課題は、人の要因（ミクロ）、システムの要因（メゾ）、

社会の要因（マクロ）の複合によってもたらされる。

社会的養護を必要とする家庭も、周囲に地縁、血縁

の人もなく、気軽に相談できる人がいないまま、孤

立して生活していることがあるため、施設退所時・

退所後の支援にあたっては、家族全体を地域の関係

機関と連携して支える視点の必要性がある（厚生労

働省2014）。

OECDの報告書（2005）は、「社会問題の多くは、

子供時代に端を発している」としたうえで子どもの

貧困や不利に言及し、「さらに全体として、家庭の

状況が不安定であったり、ケアが不十分であったり

すれば、人生のチャンスは損なわれる。」と指摘し

ている。子ども家庭福祉は、そうした指摘に応えら

れるだろうか。

子ども家庭福祉分野は、いくつかの特徴を背景に、

保護者の私的責任を前提に公的責任がそれを補完あ

るいは代替する仕組みを堅持した結果、市町村に一

元化されることなく、社会的養護をはじめとする要

保護児童福祉は都道府県、それ以外の福祉は市町村

に実施体制が分かれた。他の福祉分野が地域を中心

とする実施体制を築いてきたあり方とは異なる。

子どもの未来を考える研究会報告書（2017）にお

いて北川は、「どの子どもも誇り高い自我があるの

です。子どもはみんなの宝物、どの子どもも誇り高

く生きてほしい。そのことを思うと、子どもの困り

感によって法律がわけられている現状のメリット

は、それぞれの子どもたちを専門的に深めてケアで

きることです。デメリットは、困り感によって専門

家や事業が作られているので、他の制度の下にいる

子どもの姿が見えにくくなっていることです。」と

述べている。つまり、日本の子ども家庭福祉は、柏

女（2017 : 24）が例えるように、当該分野内において、

それぞれ異なる「舞台」を形成してきたと表現でき

るだろう。

（2）価値の問題

また、子ども家庭福祉は、日本の子どもの育ちと

子育てを取り巻く現状を踏まえて推進されている

が、「育てる側」と「育つ側」の両方の観点をもっ

ている。このことは、両者の利益を同時に成立させ

ることを意味する。

児童福祉法第2条におけるいわゆる児童育成責任

は、保護者が第一義的責任を有し、国及び地方公共

団体は児童の保護者とともにその責任を負うと規定

する。同法第3条の2によって、児童の保護者への

支援を規定し、保護者による養育が困難または適当
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でない場合の対応が規定されている。日本では、

「育てる側」（最も代表的なのは保護者であり、とり

わけ母親）と「育つ側」が一体のものとして考えら

れる傾向があり、親子であっても個を独立したもの

として尊重しようとする欧米の捉え方とは異なる。

社会的養護については、育てる側の論理として、

制度上の問題や物理的・人的な課題、量と質の確

保の課題が挙げられていると捉えられる。だから

こそ、「最善の利益を優先して考慮され」と規定さ

れていることは、先の2つの観点を意識する上で重

要である。

子どもが生きるために必要なものを与えられる権

利である受動的権利、それを基盤として子どもが発

揮する（できる）意見表明権に代表される能動的権

利は、子どもが有するものと理解されながら、同時

にいつでも「育てる側」の論理が介在していること

で、発揮できたりできなかったりする。子どもの権

利は、義務を負うものによって認められてはじめて

成立することを忘れてはならないだろう。

その意味で、子どもの生きる権利や育つ権利、で

きる限り父母を知り、父母に育てられる権利の中に

は、生まれ育つはずの「地域で」生き、育ち、育て

られるということが子どもの権利として含まれ、最

善の利益の一端を示していると考えられる。児童福

祉法の改正等により、親子関係再構築支援や家庭復

帰、施設退所前後の支援について、地域で支えよう

とする観点が盛り込まれることになったことはとて

も意義深い。

本稿では、子ども家庭福祉は歴史的に、社会的養

護や虐待、保育や子育て支援、健全育成等の領域が

それぞれの舞台を形成してきたことをふまえ、全て

の子どもの育ちを支える基盤である、「地域」を中

心とする体制のあり方に着眼する。子ども家庭福祉

の分野は、子どもが「地域で生きること」をどのよ

うに考えればよいだろうか。

2．市町村を中心とする子ども家庭福祉へ

筆者や柏女らによる調査研究によって、子ども家

庭福祉分野におけるサービス供給体制について、市

町村を中心として再構築する方向性自体は、時とと

もに支持されつつあることが明らかになっているも

のの、その歩みは遅い。

この分野は先述の通り、都道府県中心、市町村中

心の実施体制が2つに分断されてきたが、平成16

年の児童福祉法改正により、要保護児童対策地域協

議会の整備が進められ、市町村の第一義的相談窓口

としての位置づけと役割強化が図られた。市町村の

抱える課題はありつつも、徐々に基盤整備が進み、

平成28年の児童福祉法改正により、児童の権利に

関する条約の理念が重視され、「児童の最善の利益」

が位置づけられた。さらに、市区町村子ども家庭総

合支援拠点を法定化し、母子保健法改正によりいわ

ゆる子育て世代包括支援センターが創設され、地域

における子ども家庭福祉の支援体制を構築する方向

へと進展をみせた。

一方で、高齢者や障害者の福祉は、住みなれた地

域で当たり前の生活ができることを実現すべく、本

人とその意思を中心とした選択と契約に基づいた市

町村の体制を構築している。そこに、重篤な権利侵

害が生じた際の緊急保護や措置の仕組みを用意し、

成年後見制度や関連施策によって権利擁護のサブシ

ステムを活用することにしている。

先の市区町村子ども家庭総合支援拠点等は、地域

の基盤を支える可能性を秘めていると考えられる

が、現状の実施体制のままでどのように取り組まれ

るかが課題となるだろう。

3．社会的養護の理念と原則から考える

社会的養護は、「子どもの最善の利益のために」、

「社会全体で子どもを育む」という2つの基本理念

を掲げ、子どもの育ちに重要な原理として、①家庭

的養護と個別化、②発達の保障と自立支援、③回復
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をめざした支援、④家族との連携・協働、⑤継続的

支援と連携アプローチ、⑥ライフサイクルを見通し

た支援を挙げている。

こうした理念、原理を携えて、社会的養護の基盤

づくりとして、家庭的養護の推進や入所施設での小

規模で家庭的な養育環境の形態に変えていくことな

どに言及されている。その中に、「施設は、社会的

養護の地域の拠点として、家庭に戻った子どもへの

継続的なフォロー、里親支援、自立支援やアフター

ケア、地域の子育て家庭への支援など、専門的な地

域支援の機能を強化する」こと、「ソーシャルワー

クとケアワークを適切に組み合わせ、家庭を総合的

に支援する仕組みづくりが必要」であることに触れ

られている。こうしたことが社会的養護の各施設運

営指針に位置付けられていることは、とても意義深

い。

児童福祉法の改正により、家庭養護の推進も明記

されることとなり、社会的養護は、よりいっそう子

どもが地域で生活することに心を砕くことになると

いえる。家庭養護や地域分散化の推進、自立支援、

家族支援には、市町村との連携だけでなく、社会的

養護が市町村の資源として位置づけられること自体

が必要と考えられる。社会的養護関係の施設では、

地域支援の一部として、既にショートステイやトワ

イライトステイで、子育て支援と社会的養護の間を

つなぐ資源を提供する役割を担っている。児童家庭

支援センターを中心とした子育て支援や相談対応な

ども、地域で活用しうる貴重な資源である。

平成27年度に導入された子ども・子育て支援新

制度においては、市町村を中心とした就学前保

育・教育に注目されるが、市町村子ども・子育て

支援事業計画では、社会的養護など専門的な施策

との連携について記載するよう努めることとされ

た。都道府県子ども・子育て支援事業計画では、

要保護児童等に関する専門的な知識・技術を必要

とする支援、支援のために必要な市町村との連携

に関する事項を記載することとされた。社会的養

護は、市町村の児童家庭相談や子育て支援と一連

のものとしてつながり、密接に「連携」して推進

することが想定されている。しかし、それを示し

た図では、市町村の体制と社会的養護の体制は、

重なることなく別のものとして描かれていた。こ

のことは、後述する舞台と土台の関係を考えると

より明らかになってくる。

4．子どもが育つ「舞台」を考える

（1）子どもはどこで育つのか

日本において子どもが育つ・現に育っている場を

考えるとき、何が真っ先に思い浮かぶだろうか。お

そらく、一時的に過ごす場をイメージするよりも、

（長期にわたってなんらかの関係をとり続けること

を無意識に想定して）家庭という最も小さな生活の

単位を子どもが育つ・現に育っている場として思い

浮かべることが多いのではないだろうか。社会的養

護を必要とする子どもたちにとっては、家庭に代わ

る場が、里親家庭、入所型の児童福祉施設となる。

子ども家庭福祉の関係者のみならず、われわれ大人

は、最も小さな生活の単位が人間にとって大切であ

ることを経験的に知っている。

家庭、里親家庭、児童福祉施設のそれぞれが、子

どもの育ち・育てに果たす役割に共通していること

は、子どものベースキャンプであるということであ

る。子どもの拠り所であり、居場所であり、物理的

にあるいは心理的に帰る場所であろう。そして、そ

れらのベースキャンプにおいて重要なことは、プラ

スもマイナスも持っている「自分」を受け入れてく

れる大人、他者がいることと、仮にベースキャンプ

の内外で何らかの失敗をしても、また背中を押され

チャレンジするといった循環が許されること、そし

てそれを感得できることにある。

では、そうした子どものベースキャンプとなる生

活単位は、どこに存在しているのか。地区や生活圏
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などを想像させる物理的な意味合い、さらに公私を

含めたつながりからなる機能的な意味合いを含んだ

「地域」、地域を含む概念でもあり、実施主体として

いえば、「市町村」と表現することになろう。筆者

は、地域を含む概念として実施主体を意味する市町

村を使っている。見る縮尺によって見え方も変わる

が、子どもが育つ生活の単位である舞台は、地域に

あり、市町村に存在している。

重要なことは、子どもを物理的に同じ地域に留め

置くようなことではなく、子どもが地域社会のメン

バーとしてベースキャンプを拠点に生きた経験をも

とに、将来生活の拠点を別に移しても、新たなベー

スキャンプを作ることができるような循環を促すこ

とにある。これは、全ての子どもに共通に必要とさ

れる生きる基盤を意識することにつながる。

（2）子どもが育つ舞台が抱える3つの分断

ところが、冒頭で述べた通り、子ども本人による

病気や障害、気質等の事情のみならず、子どもを育

てる保護者や彼らを取り巻く環境の状況により、そ

の舞台は、子ども家庭福祉という制度が用意した枠

組みにより別々に分かれている。子ども家庭福祉分

野にある社会的養護を含む全ての領域が舞台を形成

してきた・形成しているといってよいだろう。そし

て子どもは、「その舞台にいる子ども」と「別の舞

台にいる子ども」に常に分かれている。同時に援助

者も舞台ごとに分かれている。

これに関して問題となる分断は3つある。まず、

法制度によって子どもの育つ舞台が都道府県と市町

村という実施体制によって分断されている。次に、

先述のとおり子ども家庭福祉分野の中で、それぞれ

の領域が各々特性をもって舞台を形成し、分断が生

じている。そして、子どもは異なる舞台に常に分か

れて育っている、育ちの分断がある。以下、これら

3点について述べたい。

1点目は、都道府県と市町村との間で、子どもの

育ちに対する責任の持ち方に違いを生じさせた。社

会的養護をみると、都道府県（知事）が子どもの施

設入所措置権限を持って、具体的には児童相談所に

おいて相談・調査・判定し、子どもの措置が決定さ

れ、それに係る費用負担も都道府県が（国とともに）

負うこととなる。入所する施設は育った地域の中に

あるとは限らず、むしろ広域で対応する。この時、

市町村の財政的な負担はない。施設入所や里親委託

に至れば、地域（市町村）で育つ子どもから都道府

県（児相・児童福祉施設・里親のもと）で育つ子ど

もになる。制度により実施体制が異なることは、専

門性により舞台が分かれただけでなく、それを支え

る土台を分けるという、最も大きな分断を生じさせ

ている。

2点目は、子ども家庭福祉分野の各領域が形成し

た子どもが育つ舞台を整え、子ども自身を支える専

門性を高めてきた。社会的養護の施設に対し、地域

子育て支援に果たす役割が求められ、社会的養護を

地域に開こうとする動向がみられるようになったの

は、決して古い話ではなく、まだ途上にあるといえ

る。高い専門性によって領域ごとの舞台が形成され

たことで、そこに専門的価値、支援方法、言葉など

が蓄積されたが、一方で領域ごとの分断が生じた。

3点目は、例えば、「社会的養護のもとで生活し

ている子ども」と「在宅で生活している子ども」と

いった子どもの舞台による育ちの分断である。その

問題だけでなく、子どもがサービスを受けるか、受

けないか、つまり、舞台に乗るか、乗らないかによ

って、分断が生じている。

しかし、こうした舞台の「違い」や「分断」があ

るのは、都道府県と市町村との間で、子どもを取り

巻く課題の性質によって実施体制の分断が起きてお

り、実態として市町村を中心とする体制になってい

ない、すなわち生活の舞台がある地域を中心とした

体制になっていないことに由来するところが大きい

といえるだろう。
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5．異なる「舞台」を捉える3つの観点

子どもが地域で生活していながら、違う舞台にい

ることをどのように捉えられるのだろうか。

（1）関係者が舞台の分断に気づくこと

子ども家庭福祉関係者が、子どもが生活する舞台

が異なっていることに気がつき、疑問をもつことで

ある。制度的な分断を前提に、またそれを是として

しまえば、舞台は別々のままで済むが、子どもの立

場から考えれば、結局地域における生活という観点

からは分断されたままになる。特に、社会的養護を

必要とする子どもは、本来地域の子どもであり、地

域で育つ権利があり、地域で育つはずだったし、本

人もそのつもりだっただろう。

制度による舞台の分断をつなぎあわせひとつにす

るためには、まずはその分断が起きていることに気

づき、関係者で共有する必要がある。制度や大人の

都合を超えて、子どもが求めていることの本質に、

分野横断的に応える視点が求められる。

（2）「社会連帯」の意味を捉えなおす

次に、子育ちと子育ての社会化につながる「社会

連帯」を再確認したい。平塚（2004 : 95）によると社

会連帯は、「自己責任にゆだねることが適当でない

問題に、社会連帯にもとづく支援をすることで、自

立や自己実現、社会的公正をはかることを強調した

ものである。」という。これは、置かれる環境や状

況が、常に周囲の大人によって激変する可能性をも

っている子どもの福祉を考えていく上で、重要な考

え方である。子どもを取り巻く課題の多くは、自分

ではどうにもできない、手出しできない事情である

が、特に社会的養護の場合は、それにより地域を離

れざるを得ないことになる。

子ども家庭福祉における社会連帯は、「自己責任

にゆだねることが適当でない問題」つまり、「子ど

もの育ちを保障することについては生まれてくる子

どもに責任はなく、受け入れる側の大人と社会が体

制を整えておく必要がある」という事実に基づく視

点が重要である。

（3）舞台をひとつにする土台づくり

―具体的な方策を学び採り入れる―

子どもが生活する舞台は、高齢者福祉分野や障害

者福祉分野の生活のそれと決定的に異なっている。

全ての利用者が「地域」という1つの土台に乗り、

個別の生活の舞台を形成しているのが、本人を支え

る専門職や専門機関・施設、NPOやボランティア

等である。それらが、地域にバラバラに存在してい

るのではなく、お互いの機能や役割を結び合い、利

用者が地域で生活できるための舞台を支える面とな

る「土台」を形成している。つまり、市町村中心の

地域を基盤としたプラットフォーム（土台）の形成

である。土台を1つにつないだのは、介護の社会化、

ノーマライゼーション、当たり前の生活という理念

である。

プラットフォームとは、「社会福祉法人（福祉施

設）、社会福祉協議会、NPO法人、民生委員・児童

委員（民児協）、ボランティア・市民活動グループ、

自治会町内会等地縁組織、地域福祉推進基礎組織、

その他子ども・子育て支援に関する事業者団体、当

事者組織などさまざまな組織・団体がそれぞれの活

動理念や特性を発揮しながら、互いに連携しあい課

題の解決にあたる共通の土台である」（新たな子ど

も家庭福祉の推進基盤の形成に向けた取り組みに関

する検討委員会2014 : 8）。

子ども家庭福祉分野は、「子どもの育つ舞台」が

異なっていることでそれを支える「土台」も別々に

してしまった。分野の中で異なる舞台が横断的に結

びあい、舞台を支えるひとつの面として土台を形成

する必要がある。そこにも当然、結び合う共通の理

念が求められる。そのためには、子どもが地域で育

つことが、なぜ必要であるのかを知ることが必要で

ある。
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6．子どもが「生きる基盤」を創ることができる土台

制度を創設したり、変更するためには、多額の予

算が必要となるため、社会による合意（コンセンサ

ス）を得ることが条件となる。筆者は、子どもが地

域で育つことの必要性が、子ども家庭福祉を市町村

中心の体制にする本質的な理由であり、社会による

合意を得るためには、それを丁寧に説明することが

必要であると考えている（佐藤2012）。

（1）子どもが地域で育つ必要性

子どもが安心して生まれて、健やかに育つための

体制整備は、大人と社会の課題であり、それを実現

することが、親や保護者、国や地方公共団体による

児童の育成責任である。

そこで、子どもの育ちに関わる2つの親をみてお

きたい。網野（2002 : 12）によれば、心理的親とは、

「実の親、社会的親を問わず育ての親の中で、その

子ども自身が自分を本質的に愛し、信頼してくれて

おり、自分を本質的に受容し、肯定してくれている

と心理的に受け止めている特別の人」であり、「児

童の養育の基盤として何よりも欠かすことのできな

いもの」であるという。

一方、社会的親とは、「実の親以外の人で、恒常

的、部分的、間歇的、一時的に子育てに関わる人を

いう。」とされ、広義には実の親以外の家族･親族も

含まれる（網野2002）。保護者に代わり、施設のケ

アワーカーや里親、養親等の社会的親が子どもの養

育にあたる場合は、社会的養護の担い手が社会的親

として重要な養育の基盤となる。また、社会的親に

は、実親以外の家族、親族、施設や里親、養親のほ

か、子どもが成長する中で関わり合う近隣関係等、

地域の大人も含まれ、子どもの育ちに重要な役割を

果たしている。

制度的な体制として、舞台や土台を整えることと

同時に、子どもがベースキャンプを形成するために、

心理的親や社会的親を含めた大人との関わりをもて

ることが重要といえる。

（2）子どもに社会的親が必要である理由

子どもは母親との関係から原信頼を獲得し、父親

との関係から社会的価値や分別等を獲得する（森

岡・望月1997 : 128）。これらは人生の指針や存在の

基盤となる人間関係である。そして、心理的親には、

自然の摂理によって生物学的親が最もなりやすい条

件を備えているとされている。しかし、現実には実

親が心理的親になることができない場合があり、実

親以外の社会的親の中から心理的親を得ることもあ

る。そのため、子どもにとっては、心理的親と社会

的親の両方に出会う必要がある。

この指針となる存在には、親と保護者のみならず、

直接か間接的に、社会的親としてソーシャル・サポ

ート・ネットワークを構成する専門職、専門機関や

地域に生活する近隣住民等の大人が含まれる。この

関わりのシステムが、子どもが豊かに育っていく際

の一連のエンパワメント･システムであり、領域を

超えて舞台を支える土台の基礎になると考えられ

る。

こうした社会的親に出会うことを通じて、社会的

参照ができる、誰かが支えていてくれるという子ど

もの心の安全基地を形成する。子どもにとっては、

原風景や原体験として残っていくことにつながり、

子どものアイデンティティの形成や自己の存在価

値、根っこづくりに関わるであろう。多くの人間と

関わり、信頼できる大人と出会うことによって、母

と子の間に形成される原信頼にとどまらず、人間そ

のものへの信頼感を育むことにつながる。それは、

子どもが生活する場である地域、ひいては市町村の

体制に不可欠な要素である。

そうした役割を、子どもを生み育てる親・保護者

とともに、社会的親が担っていけたらどうだろうか。

とてもきめの細かい体制が求められることでもあ

る。そのためには、いくつもの分断が存在する今の

子ども家庭福祉では、十分に期待できるとはいえな

い。筆者は、こうした立場から、すべての子どもが
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多くの人々と関わって豊かな関係の中で育つことが

できるよう、市町村を中心に土台を作りなおす必要

性があると考える。

7．地域包括的・継続的支援体制を目指す

筆者や柏女らの研究（日本の子どもの未来を考え

る研究会2017）において、新たな子ども家庭福祉の

仕組みの考え方を検討している。そこで、子ども家

庭福祉分野における地域包括的・継続的支援につい

て、「市町村域ないしは市内のいくつかの区域を基

盤として、子どもの成長段階や問題によって制度間

の切れ目の多い子ども家庭福祉問題に、多機関・多

職種連携により包括的で継続的な支援を行い、問題

の解決をめざすシステムづくりをいう。」と定義づ

けている（柏女・佐藤2017）。

先述のように、子ども家庭福祉分野における各領

域が形成している舞台の分断を前提にして、その枠

内で総合的な支援を構築しようとしていることは、

筆者が考える「子どもが生きる基盤となる」地域、

つまり土台を整えるという観点からは課題を残す。

今後の子ども家庭福祉は、社会的養護に限らずど

のような状況下に置かれている場合でも、分野横断

的に全ての子どもが生きる基盤を考え、地域の体制、

土台を構築する必要がある。このことが、子どもに

対する全ての大人、社会に突きつけられた課題であ

る。
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事業者団体、当事者組織などさまざまな組織・団体がそれぞ

れの活動理念や特性を発揮しながら、互いに連携しあい課題

の解決にあたる共通の土台である」（新たな子ども家庭福祉

の推進基盤の形成に向けた取り組みに関する検討委員会

2014）。今後は、同じ分野でありながら子どもの育ちを領

域別に支えている舞台同士が、横断的に結びあい、舞台を支

えるひとつの面として土台を形成する必要がある。
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はじめに

児童家庭支援センターすみれが開所して15年が

経過した。「子育てノウハウを社会に還元すること」

「地域の子育て支援の拠点に」という法人の使命を

負っての開所であったことを、今あらためて感慨深

く思い返している。

地域の中で何ができてきたのか、何が課題なのか、

児童家庭支援センターでの活動を通して、「地域の

社会的養護ニーズに応える」ということについて、

考えてみたい。

児童家庭支援センターとは

1997（平成9）年の児童福祉法改正によって新たに

制度化された児童福祉に関する相談機関であり、

2017（平成29）年4月1日現在、全国に118ヶ所設置

されている。

その事業内容は、①児童に関する家庭その他から

の相談のうち、専門的な知識及び技術を必要とする

ものに応じる、②市町村の求めに応じ、技術的助言

その他必要な援助を行う、③児童相談所において、

施設入所までは要しないが要保護性がある児童、施

設を退所後間もない児童等、継続的な指導措置が必

要であると判断された児童及びその家庭について、

指導措置を受託して指導を行う、④里親及びファミ

リーホームからの相談に応ずる等、必要な支援を行

う、⑤児童相談所、市町村、里親、児童福祉施設、

要保護児童対策地域協議会、民生委員、学校等との

連絡調整を行う、とされている。

現在、多くの児童家庭支援センターは、児童虐待

発生予防や親子関係の再構築支援を、地域の中でそ

れぞれの家庭に合わせた実践を行っている。実際に

は、社会的養護施設と地域とをつなぐソーシャルワ

ーク拠点として、子育て短期支援事業の利用調整を

行ったり、市町村が実施する乳幼児健診事業に出向

いてその運営を支援したり、要保護児童対策地域協

議会の機能強化や児童虐待防止に関する研修への協

力など、様々な地域ニーズに応じた地域支援事業を

展開している。

児童家庭支援センターすみれの活動から

①子育て支援事業

就学・就園前の親子向けに、絵本の読み聞かせや

貸し出し、遊びや遊びの場の提供、親子コンサート

といった事業を複数実施している。すみれの建物の

中で行う場合もあれば、他機関を借りて地域に出向

いて展開する場合もある。近所の方がベビーカーを

押したり自転車に乗って来所し、単に親子で遊ぶ場

という意味だけでなく、子育て情報の共有の場にも

なっている。

なぜこういう事業を実施するのかというと、子育

て支援機関として知ってもらうことはもちろん、今

すぐでなくとも、数年先にでももし何か子どものこ

児童家庭支援センターすみれ センター長 山中
や ま な か

明世
あ き よ

地域の社会的養護ニーズに地域の社会的養護ニーズに
応える応える

Ⅱ 支援の現場に立って考える



と、家庭のことで困ったことがあった際に、「まず

相談してみよう！」と思ってもらいたいとの思いか

らである。そのことは広義の虐待予防につながる視

点ではないかと考えている。

また、この事業を展開するにあたり、大事にして

いることは、「子育て相談の専門家が展開する子育

て支援事業であること」である。近年は、様々な子

育て支援事業が様々な設置主体により展開されてい

る。実施している内容がたとえ同じであっても、支

援する側が「子育て相談のプロ」であることを常に

意識している。ごく普通の親子や家庭であっても、

例えば孤立していないかや子どもの発達に気がかり

なことはないかという視点を持ち、さりげなく必要

な支援についての情報を伝えるようにするなどであ

る。最近では保健師から、子どもの発達や子育ての

仕方の気になる親子の来園を紹介される場合があ

り、来園時の様子をその後情報共有するなどして、

母子支援に役立てている。

②発達支援・機関支援

児童家庭支援センターには心理士が配属されてい

る。多くのセンターで臨床心理士の配置がある。こ

のことは、子育て支援を行う時の大きな武器である

と考えている。

発達を気にしている親は案外と多い。特に乳幼児

期では、「あれ？ちょっと遅れているかな？」と思

っても、「まだ成長期だから」「もう少ししたらでき

るようになるのでは」との思いを多くの親が持つ。

そして、発達や療育の専門機関への相談は親の心理

的な敷居が高く、なかなか相談につながらない。そ

んな親子に気軽に相談してもらいたいとの思いで、

発達相談を実施している。親は子どもの様子を気づ

いているが、信じたくなかったり受け入れたくなか

ったりする。また案外と親子の関係の中ではそんな

に困ることはないが、保育園などの集団生活では指

示が理解できなかったり部屋に入れなかったりする

ことで、保育園からの指摘で気づくこともある。い

ずれにしても、いずれ相談しなければならない専門

機関に、親が無理なく相談できる力を養うべく、丁

寧に聞き取りを行ったり、その後の道筋を伝えたり、

すぐにできる家庭での工夫を伝えたりしている。そ

の後、適切な機関へ親が相談できるようになった際

には、必要な情報提供を行うようにしている。

また発達の気になる子どもが通う保育園や認定こ

ども園、時には児童センターの要請を受けて、機関

訪問し子どもへの支援を共に考えることを行ってい

る。子どもの集団での様子を実際に見て、そこでで

きる支援や保護者対応を保育者と共に考え提案す

る。保育者と子どもの保育場面の様子だけでなく、

保護者やきょうだい、家庭環境のことの話をするこ

とで、また違った子どもの様子に気づくことがある。

中には、子どもの気になる行動の背景に、虐待的な

環境が起因していることもある。

保育園や認定こども園など子どもが日中過ごす公

的な機関は、時に要保護児童等の見守り機関として

の役割を期待されることがある。しかし、保育者は

そういったことに、実はまだまだ不慣れな場合があ

る。

ある時、夫婦間DVを疑われた家庭の子どもが通

う保育園からの「大腿部付近にアザがある」との報

告を受けた行政機関から、子どもの安全確認を要請

されたことがある。結果的には広範囲にわたる先天

的なアザであった。冷静な場面であれば、保育者が

虐待によるアザと先天的なアザを見分けることは容

易だと思うが、様々な心配や不安から判断を見誤っ

たのだろうと思う。機会があれば、「見守り機関」

としての役割や対応方法についても伝え、地域の子

育て機関として専門力を身につけるお手伝いをして

いきたいと考えている。

③相談活動

継続的に関わるケースの多くは要保護家庭や要支
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援家庭である。

【施設退所児童のケース】

施設入所児童が退所して家庭に戻る際に、子ども

が安定した家庭生活を送ることを目的に家庭に関わ

ることがある。虐待による入所ではなく、親の養育

困難を主訴にした施設入所のケースの場合、親の養

育環境が「ある程度」整い親子が家庭生活を望んだ

場合には、家庭復帰の判断がなされる。しかし、家

庭復帰の判断が妥当という判断がなされたとして

も、家庭生活が安定して行われるかどうかに不安が

ある場合にケースを委託される。

多くの場合、親の養育能力に問題があり、子ども

に何らかの役割を過度に担わそうとしたり、子ども

のできないことばかりに目が向いていることがあ

る。家庭訪問を通じて、親の前で子どもに関わり親

のとるべき態度や役割のモデルをさりげなく示し、

子どもの欲求を満たすと共に、親に子育ての仕方を

具体的に示すようにしている。また、家庭内外に置

かれている物の様子に気を配り、家庭状況の把握に

努める。特に乳児のいる家庭に訪問する際には、家

庭内にある様々な危険物（たばこや灰皿、ストーブ

など）や危険箇所（階段や段差、家具の配置）に気を

配り、さりげなく注意を促す。

親自身が対人関係が結びにくく、他者に不信感を

抱きやすい場合、できるだけ「さりげなく」「自然

に」を心がけ、私たちの支援に耳を傾けてくれるよ

うにする。親との関係性には細心の注意を払い、子

どもの安全確認ができることを最優先に、あえて危

険なことを取り立てては注意しない場合もある。も

ちろんその際には各関係機関に情報提供をし、また

違った目や違った手だてでその家庭に関わってもら

うように調整をすることも忘れず、一機関だけの関

わりに終わらないようにしている。

【精神不安の親のケース】

基本的な育児能力・家事能力や家庭的・経済的に

大きな問題はないが、親自身が精神不安のケースも

近年増えている。親が精神不安のため、親子関係が

不安定であることを背景に、子どもが言うことを聞

かないことやギャーと大きな声で泣くためどうして

いいか分からない、分からないがイライラ感は募っ

てくるので叩いたなどの訴えがある。案外世間体を

気にして、親自身通院が必要な状況でも通院をして

いないことも多い。

そのような状況に親自身がなった際には、まず相

談電話をかけるように促す。そして電話をかけられ

たことをねぎらう。たとえ、それが強い叱責の上で

子どもを叩いたあとでも、である。電話をかけた行

為をねぎらうことで、行動が自ら変容できているこ

とを認め、親にはそのことに気づいてもらうように

することから支援を始める。その時できる様々な方

法を提案しつつ、親自身が自分でできる方法探しを

一緒にし、「少しやってみよう」と相談者が思うこ

とを目指す。その繰り返しの中で、適切な子どもと

の距離感を図るように促す。その繰り返しの中では、

いろんな福祉サービスの利用を提案することもあ

り、その福祉サービスが受けられるような調整をす

ることももちろんである。

④関係機関との連携

どのようなケースにおいても、関係機関との連携

については丁寧に行うよう心がける。特に役割分担

と情報共有については密に行うようにする。

現在、児童虐待の第一義的な相談窓口が市町村と

なっている。児童相談所の扱うケースは重篤な虐待

ケースであり、それ以外は市町村での対応となる。

児童家庭支援センターの役割として、その市町村に

対する必要な技術的助言をする役割を担っている。

しかしながら、市町村が虐待ケースをどう扱ってい

くのかの体制整備をしている所も多い中、児童家庭

支援センターもどういう役割を市町村との関係の中

で担っていっていいのかを模索中である。現在は、

市町村の要請があればそれに応える。また関われば



内容報告をするといった関係に過ぎないところがあ

り、果たして「必要な技術的助言」が行えているの

だろうかとの問いも常に持っている。また、要保護

児童対策地域協議会の設置が市町村に義務づけられ

たが、そのネットワークの中でどのような役割が担

えるのか、常に考えながら会議に参加している。

地域の社会的養護ニーズに応える

児童家庭支援センターの機能は、地域に根付き家

庭の側で様々な支援を展開すると共に、サービスや

人を繋ぐ役割がある。一方、児童養護施設は、家庭

での適切な養育が受けられない子どもを養育すると

共に、子どもの命を守るための一時保護の機能や、

市町村から親のレスパイト等によるショートスティ

事業の受託など、実際的な社会的養護機能を担って

いる。その両者の機能、いわゆるケアワークとソー

シャルワークが様々な形で適切に組み合わさること

で、相談する力の弱い要保護家庭への適切な支援が

展開できるのではないかと考える。子どもの命を守

り子どもに寄り添うと共に、子どもの生きる力を育

むケアワーク。そこには親と共に子育てをする視点

が含まれ、親育てに繋がっていく。また、子どもの

家庭復帰を考える際には、子どもが地域で安全に安

心して生活するために、必要な社会資源の提供や見

守り機関が連携して、子どもや家庭のセーフティネ

ットとなるように調整していくソーシャルワーク。

ソーシャルワーク実践が個と環境を繋ぐ実践である

と考えれば、この両者の視点は、施設が日々行って

いる子育ての中に含まれている実践内容であると考

えられる。よって大切なことは、施設が地域にあっ

て、その子育て力をいかに地域に還元し、発信でき

るかではないかと考える。そのための仕組み作りと

して、児童家庭支援センターが将来的に、児童養護

施設や乳児院に標準装備される時代を期待したいと

思う。

おわりに

地域支援、地域貢献が社会福祉法人の役割として

大きく注目されている。様々な活動が想定されるの

であろうが、今自分たちが社会的養護の現場でやっ

ていること、できていることを、ほんの少しだけ

（無理なく）地域の中で拡げる意識を持つことで、

支援が重なり、支援が充実し、必要な所に必要な支

援が届きやすくなるのではないかと考える。地域に

根づく社会的養護の現場でこそ、「できない」と言

ってしまうのではなく、「ほんの少しだけ何かでき

ないか」を考え続けていきたい。
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キーワード：日常生活支援における
ソーシャルワーク機能

児童養護施設の実践におけるケアワークとソーシャルワー

クの関連は、整理されていないのが現状である。言い換えれ

ば、ケアワークとソーシャルワークが共存しており、小川

（2015）の調査結果によれば、日常生活支援（ケアワーク）

がソーシャルワーク機能と密接にかかわり合いながら実践が

展開されていることが示唆されている。その機能としては、

連携機能、処遇機能、治療機能、教育機能、保護機能、ケー

スマネージャー機能であった。

児童養護施設における実践内容をソーシャルワークの視点

から検証することは重要であり、ここに地域における社会的

ニーズに応える示唆が多く含まれていると考える。

文献

1）全国児童養護施設協議会（2017）：「新たな社会的養護へ
の挑戦─すべての子どもと歩む未来へ─」（第70回全国
児童養護施設長研究協議会記念誌）

2）小川恭子（2015）：「児童養護施設保育士に求められるソ
ーシャルワーク機能─日常生活支援を通して─」（藤女
子大学人間生活学部紀要第52号）
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1．はじめに

1）産前・産後ケアの充実を求めて

平成26年（2014年）、政府は「妊娠・

出産包括支援モデル事業」の実施を決定

した。各市町村に子育て世代包括支援セ

ンターの仕組みを作り、そこにコーディ

ネーターを配置する。さらに、家庭や地

域での孤立感の解消を図るために相談支

援を行う「産前産後サポート事業」や退

院後の母子に対して心身のケアや育児の

サポート等のきめ細かい支援を行う「産

後ケア事業」などを地域の実情に応じて

実施し、妊産婦等に必要な支援体制の構

築を図る仕組みづくりである。

フィンランドのネウボラをモデルとし

た日本版ネウボラである「子育て世代包

括支援センター」に「コーディネーター」

として、保健師、助産師等を配置し、妊

娠届時、母子手帳の交付時からすべての

妊婦に個別にアドバイスを行う仕組みで

ある。妊娠初期から出産、退院後の生活を考慮して

個別のケアプランを立て、援助の方向性を示し、さ

らに母親たちのグループを紹介するなど、母親自身

のセルフケアを高めていくことをめざす。妊娠中か

ら産後の支援者について、またその後の保育園入所

についても話し合い、継続的に支援を行っていく。

情報や知識を提供することはもちろんだが、退院後

の仲間づくりや悩み・不安の解消を図る機会を設

け、退院後にスムーズな生活がおくれるように、ま

た、困ったときには自ら解決できるように支援を行

うことが、安定した状態での子育てを可能にし、夫

婦、親子の絆を深めることにつながるという考え方

東邦大学 看護学部 教授福島
ふ く し ま

富士子
ふ じ こ

産前産後ケアから子育てまで産前産後ケアから子育てまで
切れ目のない支援をめざす切れ目のない支援をめざす
──地域へつなぐソーシャルキャピタル醸成を基本に地域へつなぐソーシャルキャピタル醸成を基本に

Ⅱ 支援の現場に立って考える



である。

1980年代から、長い間、高齢者政策が中心であ

った日本だが、ここにきてようやく「子育て」が社

会保障の４本目に入った。この事業は，平成26年

（2014年）末に閣議決定がされた「人口減少克服・

地方創生にむけたまち、ひと、しごと創生総合戦略」

（平成26年12月27日に閣議決定）の中に位置付けら

れた。

すでに上記のような取り組みが、各地でモデル事

業として始まり、産前・産後ケアから始まる「子育

て支援包括センター」が開設されている。

これは前述の通り、フィンランドで実施されてい

る子育ての包括的な支援センター（ネウボラ）を参

考にした取り組みだが、日本版のネウボラとして実

施されるには、産後ケアの充実や地域のNPOやシ

ニア世代による、産前産後サポーター事業を加えた

3事業を実施していくことが重要である。

産後ケア事業は、産後の母親の心身の回復はもち

ろん、良好な母子の愛着形成を促進する大事な支援

である。産後直後は両親と新生児の大事な出会いの

場だが、人間だけに起こる、母親の出産後のホルモ

ンの劇的な低下により、出産後の母親は疲労と精神

的に不安定な状態にあるといわれている。一方で、

この時期は、子どもにとっては、人生の心理的健康

を決定しうるといわれる、「愛着」を形成する上で

最も大事な時期で、この時の親子関係の質が個人の

長期的な社会的・心理的健康を本質的に決定づける

ものになるといわれている。つまり、この大事な出

産直後、出生直後の時期に、母親となった女性の心

身を癒し、親子の愛着形成と、親としての自立を促

し、社会復帰への援助を行うことが重要となる。

また、妊娠期の孤独、子育て不安の解消、孤立を

防ぐ目的として産前・産後サポーターの存在も大事

である。妊娠期から子育て仲間の輪を作り、女性を

包括的に支援することが本来の意味での産前・産後

ケアであり、現在の母子保健事業ではこのソーシャ

ルキャピタルの考え方がほとんど抜けている状況に

あるといえる。

女性が「出産」という人生の節目に、自分の身体

や心、ひいては人生に向き合うことで、豊かなパー

トナーシップや子育て、市民の地域社会への貢献、

ワークライフバランスなど、今の日本に欠けている

ものを、自然に実現できる可能性が開けると考えて

いる。人に優しくされた人は、今度は次の人にその

優しさを伝えていくことができる仕組みづくりであ

る。その地域の仕組みを構築していく子育て支援包

括支援センタープロジェクトは子育てにかかわる多

くの人たちの切れめない関与が今求められている。

2）まち・ひと・しごと創生総合戦略

上述した「妊娠・出産包括支援モデル事業」は

「まち・ひと・しごと創生総合戦略」の中でも内閣

府が打ち出し、妊娠・出産・子育ての切れ目のない

支援が重要な政策として挙げられている。具体的に

は、市町村事業として2015年から5年間の計画で、

子育て世代の包括支援センターを全市町村に整備す

るという動きである。子育て世代包括支援センター

のガイドラインについても、昨年10月から国の検

討が始まり、この夏打ち出される。その先頭を切り、

いくつかの自治体が取組みを始めている。

これまで妊娠・出産に関しては、厚生労働省の事

業と捉えられていたが、平成27年１月には内閣府

や子ども・子育て支援事業の中にも母子保健が位置

付けられたことは大きい。母子保健課は、不妊治療

や病院の整備等の医療の側面に長い間注力してきた

が、地域の中で病院だけに妊娠・出産を任せるので

はなく、地域の中に妊娠・出産があり、地域の中に

病院があるという概念を改めて整備した点が、今回

の戦略の大きな柱である。

2．「ソーシャルキャピタル」

平成元年、全国の合計特殊出生率（15～49歳の女
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性が一生で産む子どもの率）が1.57となり、そのこ

ろ東京では1を割った年もあった。しかし、東京で

合計特殊出生率が1を割った年でも、全国には3.0

以上の地域もあり、高い出生率を維持している地域

について調べるため、一番高かった沖縄の多良間島

に調査が入った。

ところで、人や人との間にある目に見えない温か

いもの、「ソーシャルキャピタル」が最近のキーワ

ードである。地域保健法の指針にも、地域はソーシ

ャルキャピタルを醸成していくこと、人と人とのつ

ながりを高めることが健康と大きなつながりがある

と書かれており、アメリカのロバート・パットナム

という研究者が提唱したものである。パットナムは、

人と人との信頼関係があること、お互い様という価

値観、ネットワークがあること、この3つがある地

域が、ソーシャルキャピタル指数が高いとしている。

人と人との信頼関係や、お互い様という共通の社会

関係が高いところは、社会的美徳が高まり、企業で

も人と人との関係が高いところは収益率が高いとい

われている。平成15年に内閣府で国民調査が行わ

れ、全国のソーシャルキャピタル指数が明らかにな

った。ソーシャルキャピタル指数の高い地域では、

老人の孤独死が少なく、さらに出生率も高いことが

わかった。沖縄の多良間など合計特殊出生率が高か

った地域は、ソーシャルキャピタル指数も高いとい

うことであった。ソーシャルキャピタルの豊かな地

域をもう一度取り戻していかないと、老人の孤独死

もなくならない。また、結婚したい、子どもを持ち

たいという思いを持つ若者が減っていくわけであ

る。

筆者の研究グループは、平成18年3月、厚生労

働省に政策提言を行った。提言の内容は、人と人と

の関わりのきっかけをつくる子育ての新施策を早急

に始める必要性があることと関係性に基づく地域づ

くりの支援の重要性である。具体的には、夫婦の時

間の持ち方や、夫婦と赤ちゃんが地域で誰とつなが

っているか、関係性を大事にしたエコマップを取り

入れた両親クラスの展開などであった。エコマップ

は、お母さん自身が自分のことがわかるケアプラン

として使うことができる。その他、母子同室の推進

についても提言した。当時、病院で生まれた赤ちゃ

んは母親と別れて1週間過ごしてしまっていた。赤

ちゃんは、出生後母親の横に寝て愛着形成を高めて

いくことが重要で、母乳育児もその一つだと声をあ

げてきた。

母親にとって一番重要なのは、地域に根ざした小

さな産科施設や助産院で、自身のためのケアをやっ

てくれる人、妊娠期から切れ目なく出産後も自身と

家族のために相談に乗ってくれる存在である。周産

期医療構想で大きな病院で出産する形になってきて

いたが、なるべく小さなところで地域の中で、切れ

目のない妊娠・出産・子育てにつながる支援をしよ

うと提案した。

昭和20年、アメリカから日本を見たとき、自宅

や助産院での出産は、当時のアメリカのシステムで

は考えられないことで、病院で出産をするべき、赤

ちゃんはベビー室に隔離して感染症対策をするべき

だとなってきた。こうして昭和35年前後には、全

ての出産が病院になり、病院がないところでは行政

が運営する市町村母子健康センターがつくられた。

市町村母子健康センターには、住込みの助産師がい

て、保健師が地域の中で母親学級をしたり訪問する

ということが始められた。当時から、妊娠したとい

うところから、地域の中で人々が手厚くケアをする

こと、地域の中でおめでとうと言うことが大事だと

述べられてきた。全国には700カ所の市町村母子健

康センターがあったが、今は2カ所ぐらいになって

しまった。1980年代初頭より国の政策が高齢者の

政策に変わっていったこと、乳幼児死亡率の低下や

病院の増加により施設自体の運営が必要がないとみ

なされたこと、加えて嘱託医師の問題がその理由と

考えられる。
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平成15年から提言してきたのは、地域の中に新

母子健康センターのようなものが必要だということ

である。昔は乳幼児死亡率が課題だったが、今は虐

待や不登校の問題を含めて母子からスタートする課

題が多い。病院だけでは解決できない問題を、地域

の専門職や住民と関わり合いながら策を作り上げ

る、これが大事だと考えた。また、助産院の存在の

重要性も提言した。産むことだけでなく、妊娠後か

ら始まる生活支援である。どんなものを食べ、どん

なものを着て、どんな住まい方をしていけばいいか。

10カ月間丁寧に、健診だけでなく支援をしていく

存在が助産院である。健康な生活、体づくりを10

カ月間やるから安産につながる。最近では、総合病

院は混合病棟化し、助産師も妊産婦だけに関わるこ

とはできない。医療モデルだけではなく生活に関す

ることをする場所が必要だと考えた。そして、生活

を支援する場所として、宿泊型の妊産婦ケアセンタ

ーを提言した。病院とは違い、お母さんに寄り添い、

お母さんたちの生活と新しく始まる家族を支えてい

く、新しい暮らしを始めていく支援を地域の中で始

めていきたいと提言した。それが現在の産後ケアセ

ンターの基本モデルとなる。

3．世田谷のネウボラシステムと産後ケアセンター

産後ケアセンターの役割は、安心して子育てでき

る支援の提供である。イメージは母子を対象とした

小規模多機能施設として継続的な包括支援ができる

場所のことである。ここでは、具体的なやり方を提

示しながら子育ての知恵を伝承し、親になっていく

自覚をめざす。産後ケアセンターは、宿泊やデイケ

アや訪問型など、各地域で様々なやり方をしている。

世田谷区の産後ケアセンターは研究のモデル事業

として平成19年に設立し平成20年3月にオープン

した。産後ケアは助産師や産婦人科医なら誰でもが

できるというわけではない。なぜなら病院で行われ

るケアとは異なり、お母さんを中心としたケアだか

らである。病院では病院のスケジュールで決められ

た中にお母さんがいるが、産後ケアセンターでは、

お母さん１人ずつのスケジュールに合わせてケアを

提供していく。初年度の利用者へのアンケート結果

優しさが循環する社会へ
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キーワード：ソーシャルキャピタル

米国社会学者のロバート・パットナムが提唱。人と人との

信頼関係があること、お互い様という価値観、ネットワーク

があること、この3つがある地域が、ソーシャルキャピタル

指数が高いとしている。指数が高いところは健康水準も高く

社会的美徳が高まり、企業でも収益率が高いといわれている。

平成 15年に内閣府で国民調査が行われ、高い地域では、老

人の孤独死が少なく、さらに出生率も高いことがわかった。

からは、「ゆっくり休養ができた」「ゆっくり話を聞

いてくれた」といった回答がみられた。対象者が中

心のケアである。

また、同施設では、1階の食堂でみんなと一緒に

食事をすることにしており、これは世田谷区の仲間

づくりのスタートであり、地域のソーシャルキャピ

タルのスタートでもある。最近のお母さんたちはみ

んな、病院でも個室を希望し、食事も各自が部屋で

食べることを望む。退院してからも地域に帰って集

団の子育てグループに入ることも少なくなってい

る。理由を聞けば、産後すぐに社会復帰するので地

域の子育てグループには入らないという。そのよう

な状況の中、産後ケアセンターでは、あえてみんな

でご飯を食べる仕組みを作っている。お母さんたち

の合宿プログラムであり、お母さんたちは最後は自

然に携帯でつながることとなる。必要時には保健師

にもつながっていく。こうして地域の中にお母さん

たちがつながっていく仕組みを作っている。様々な

意味でお母さん個人の、お母さんと赤ちゃんのソー

シャルキャピタルのスタートである。

4．終わりに

「私に誰かの温かい手がある」ことを今のお母さ

んたちは望んでいる。地域のお母さんグループには

自らなかなか飛び込んでいけない状況にある若い母

親が、産後ケアセンターで最初に助産師のマンーツ

ーマンでの温かな手と優しくされた経験を通じて、

「本当は人は信用できるのかもしれない」という意

識をもう一度蘇らせるからこそ、食堂での人の輪の

中に入れるようになるのではないかと推測する。

日本版ネウボラは、「コーディネーターの存在」

「産前産後サポート」「産後ケア」の3つの柱で、一

つのネウボラシステムとなる。

全国でも今後、多様な関係者とともにソーシャル

キャピタルの醸成を求めながらネウボラシステムが

作られていく。産後の回復と母子の愛着形成、孤独
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の防止、子育ての地域につながる仕組みを作ること

である。高齢者向けに構築されてきた地域包括シス

テムはそもそもは子育て世代も包括し、保健・医

療・福祉の包括を図るシステムであった。人口減少

が叫ばれる中、子育て世代の包括支援にしっかり舵

をとり、次の時代を作っていく家族を見守るシステ

ムづくりに本気で取り組むことが重要である。

日本版ネウボラ事業、子育て世代包括支援事業を

通して、優しさが循環する地域づくりの醸成が図れ

ることを期待したい。
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大分大学 福祉健康科学部 助教 栄留
え い ど め

里美
さ と み

イギリスのイギリスの
子どもアドボカシーの取り組みと子どもアドボカシーの取り組みと

日本への導入可能性日本への導入可能性

Ⅲ 国内外の動向

1．はじめに

2016年5月に改正された児童福祉法にようやく子

どもの「権利」が盛り込まれた。さらに、国連子ど

もの権利条約の中でも核となる第12条「子どもの

意見表明権」に関わる内容も改正法第2条に規定さ

れた。そして2017年 6月末には、日本でも第三者

機関が全国に設置される方針を厚生労働省が固め

た。社会的養護の子どもや支援が必要な家庭の子ど

もが自身の支援方針など行政対応に疑問や不満を持

った時、相談を受け付けて調査を行う機関になると

報じられている。このような一連の法改正は非常に

画期的なことである。今回の法改正が理念に留まら

ないこと、そして第三者機関が調査・勧告の権限を

持つ世界水準の機関になることを望みたい。

そして、第三者機関の設立に加え、子どもの意見

表明権を保障するために「アドボケイト（Advocate）」

の仕組みも創設すべきではないかと私は考える。

イギリスでは、調査や勧告の権限をもつ「公正中

立」なコミッショナー（Commissioner）に加えて、

子ども側に立つ「アドボカシーサービス」が法制化

されている。苦情を一人で申し立てにくい子どもた

ちがいるためだ。特に社会的養護では、保護者に子

ども側に立つ代弁者の役割を期待しにくい。そのた

め、「アドボケイト」が存在する。

「アドボケイト」については厚生労働省の「新た

な社会的養育の在り方に関する検討会（第14回）」

にて、「社会的養護のもとで生活している子どもな

どが安心していつでも相談でき、寄り添い代弁して

くれるアドボケイトが必要」として、「子ども権利

擁護センター」（相澤 2017：17-18）の創設が提案さ

れている。これからアドボケイトの立場性や権限等、

議論を深め制度化してほしいと考える。

本稿では、先行して制度化されたイギリス（主に

イングランドとウェールズ）の子どもアドボカシー

の例を紹介し、日本での導入可能性について考察を

加えることとする。

2．イギリスの子どもアドボカシーサービスとは

①歴史

イギリスの子どもアドボカシーサービス（Children's

Advocacy Services、略してCASとする）は、自分

から声を上げられない／声を奪われる経験をした子

どもたちの実情を踏まえている。

CASは1970年代に民間レベルで始まったが、政

府がCASを各自治体に設置したのは、2000年に報

告された調査『Lost in Care』が契機とされる。施

設内で長期間続いていた性的虐待を含む激しい虐待

が内部告発によって明らかになった事件である。施

設・里親宅にある「沈黙を強いる風土」により、ほ

とんどの子どもは苦情を申し立てることができなか

ったという。「沈黙」を破るには調査・勧告の権限

を持つ独立した子どもコミッショナーと子どもの側
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に立って意見表明・代弁を行うアドボケイトの存在

が必要とされ、2002年に児童法（26条A）でCASを

すべての地方自治体に設置することが義務づけられ

たのである。

②アドボカシーサービスの概要　

CASのほとんどは慈善団体（Charity Organization）

が競争入札を経て行政から委託している。契約内容

は地方自治体によって異なるが、法律上最低限必要

な対象者は社会的養護の子どもたち（里子、施設で

暮らす子ども）及びリービングケアの子ども若者た

ちが対象である。地方自治体によっては、障害児、

不登校、難民などの子どもも対象にしている。ウェ

ールズはすべての子どもを対象としている。

子どものために「声を上げる」こと、子どもを

「エンパワーする」ことという2つの行動によって、

「子どもの権利が尊重され子どもの意見と願いがい

つでも聴いてもらえるようにする」（DoH=2009：

168）という理念を掲げている。

法律上は苦情申し立て時に子どもがアドボケイト

を利用できることを自治体に義務づけているに留ま

る。しかし、実際にはあらゆる子どもの意見表明に

関する支援を行っている。例えば、後述するが、意

見表明に関する意思決定過程の各種会議（児童保護

会議、再検討会議、ファミリーグループ・カンファ

レンス）に子どもと参加し、子どもの声が聞いても

らえるように支援する。また、相談を待つだけでは

なく、施設を定期的に訪問し、子どもの困りごとを

聴き、施設側などに改善を求めている。

アドボケイトの人材は、元ソーシャルワーカーな

ど、子どもとの関わりを経験した方々が多く、アド

ボケイトの研修を受けている（栄留 2011a）。

③特徴

既存の児童福祉サービスからの「独立性」の担保

が、「第三者性」を確保するために不可欠であるこ

とは国際的に共有された認識である。

イギリスのCASが世界的にみて特徴的なのは、

「中立」ではなく徹底して子どもの側に立とうとす

る点である。

例えば、CASのよりどころとなる最低基準には

「子どもがアドボカシーの過程を導く。アドボケイ

トは子どもの表現された許可と指示の下にのみ行動

する。それが『子どもの最善の利益』についてのア

ドボケイトの意見とは異なる場合でさえそうするの

である」（DoH=2009：171、1.2）。と規定されてい

る。あくまでもアドボケイトは子どもの表現を聴き、

許可や指示を得て行動する。ソーシャルワーカーな

どは最終的に「最善の利益」を判断するが、アドボ

ケイトは、子どもの側に立って、意思決定者が子ど

もの声を考慮するよう働きかける立場である。

さらに、子どもの側に立つためには、「守秘義務」

が重要である。「プライバシーを常に尊重し、子ど

もの同意なしにはサービス外に漏洩しないことを子

どもに保証する」（基準7.3）。最低基準の最後には、

子どもの声として、「あなたが言ってほしくないこ

とは、アドボケイトはソーシャルワーカーに言うべ

きではない」（DoH=2009：182）と釘を刺す。すな

わち、専門職同士が行うような情報共有をアドボケ

イトは行わない。他言しない存在だからこそ子ども

が安心して話せる。

ただし、虐待などの「重大な侵害」が子ども自

身や他の人に及ぶことを防ぐのに必要な場合は守

秘を保持できない。この守秘義務の限界は行政と

の契約により決められるため、完全に子ども側に

立つことは困難だという批判がイギリスではなさ

れている。

このような困難を抱えつつも、アドボケイトは最

善の利益と距離をおき、委託団体外の専門職と情報

共有しないなど子ども側に立とうとする理念をも

つ。
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3．事例

①意思決定支援のアドボケイト　

イギリスでは社会的養護に関する意思決定の場

に、子どもが出席することがある。子どもの参加を

サポートするために子どもはアドボケイトを利用す

ることができる。

会議の前に、子どもと2～3回会い、サッカーや

ゲームをして遊んだ後に、会議の説明や会議に参加

したいか、どのように会議で話すかを決める。会議

で自分の思いを話すために、様々な手法がとられる。

たとえば「スターチャート」という手法では、用紙

の真ん中に子ども自身の絵を描いてもらい、その周

辺に☆（星）の紙を貼り、☆の上に大切な人の名前

を書く。そして、その大切な人に何を言いたいかを

書いてもらう作業などを通じて、子どもの思いを発

見していく作業をする（栄留 2011b）。

例えば、私が2010年に現地で見せて頂いたAさ

ん（6歳）の事例（栄留 2011b）について触れる（写真

参照）。会議の議題は、一時保護後の措置について

である。Aさんは「ママ」に対して、「お酒を飲む

なら家に帰らないよ」「私を叩くのは好きじゃない」

と言いたいことを書いた。これは確かに議題に即し

た気持ちである。その一方で、Aさんは大切な人の

名前に、給食担当者や元継父や飼い犬、友達を書き、

会いたいことなど、言いたいことを表明している。

おとなが知りたい情報だけではない、子どもが感じ

ている「問題」を掘り起こして議題の材料としてい

る。

アドボケイトはこのスターチャートをもって、子

どもと共に会議に参加し、子どもの思いが反映され

るようにするのである。

②施設訪問アドボケイト

施設へ出向くアウトリーチ型のアドボケイトの支

援は、「苦情」を認識する前から始まる。これは子

どもと関係づくりを行い、子どもの権利を伝え、心

配事や問題をできる限り早く認識するためである。

必要な場合には苦情解決申し立ての支援を行う。

ボイス（Voice）という団体のアドボケイトは、児

童ホーム（2週間に1度）、自傷他害のおそれのある

〈写真〉Aさんのスターチャート　※日本語表記は筆者翻訳による
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子どもたちが入所し外出制限がなされているセキュ

アユニット（Secure unite）（1週間に1度）、寄宿舎、

拘留中の子どもの施設等を訪問している。

2013年に私自身が訪問アドボケイトに同行して、

セキュアユニットに訪問した時の様子を述べる（栄

留 2014）。リビングに子どもが7人いて、テレビを

観ていた。そこにアドボケイトが向かい、ソファー

に座って子どもたちに「元気？」と挨拶をして、に

こやかに話をしていた。すぐに、10代の子ども（女

性）がアドボケイトに近寄っていって、「話したい」

と言い個室で話をしていた。

なぜアドボケイトを信頼しているのか子どもたち

に聞いたところ、10代の女性が「アドボケイトは

過去に問題を解決してくれたから」と話してくれた。

施設職員から「（このような）アドボケイトは日本

にはありますか」と尋ねられた。「ない」と答える

とそこにいた子ども・職員全員が声を揃えて驚いて

いた。私はそんなに驚かれることに驚いたものであ

る。

この施設に入所している子どもは、担当ソーシャ

ルワーカーの定期訪問が週に1回ある子、不満そう

に5カ月に2回しかないと話す子どももいた。子ど

もの出身の自治体によって、ソーシャルワーカーの

定期訪問の回数は異なるようである。このようにソ

ーシャルワーカーの訪問が比較的頻回にある中で

も、アドボケイトの訪問は欠かせないものとなって

いる様子が伺えた。

4．日本にも導入ニーズはあるか？─調査から─

残念ながら、日本では子どもが会議に参加する権

利が保障されていない。そこで、会議に参加する意

見表明支援のアドボケイトではなく、施設訪問アド

ボカシーの導入ニーズについて調査をまず行った。

2014年～15年、A自治体の施設職員（児童養護施設

19施設23人・障害児施設8カ所12人）・入所児童

（児童養護施設3カ所25名、障害児施設2カ所6名）

を対象にインタビュー調査を実施した（堀編 2016）。

研究の結果、基本的にイギリスと同様のサービス提

供体制、実践原則、実践方法による施設訪問アドボ

カシー導入ニーズがあることが明らかになった。

職員が認識するニーズの第1に、訪問アドボケイ

トが子どもの思いを聴くことによって「子どもの安

定」がもたらされ、ひいては「エンパワメント」に

つながるという願いが伺えた。「聴いてあげる（こ

とは）･･･精神的な落ち着き、と思いますね。これ

が一番、施設で欠けてる」という語りからは、アド

ボケイトによる傾聴が子どもに〈感情の安定〉をも

たらすと考えられる。それは、〈おとなへの信頼感

の醸成〉や〈自尊心の向上〉を促すといえる。これ

らの経験を土台にして、自分の意見を施設職員等に

伝える〈意見表明の経験〉を重ねていくことが望ま

れていた。このような経験は、「自立」に向けたコ

ミュニケーション力の育成につながることが期待さ

れた。また施設の小規模化に伴う「職員の孤立化」

や「閉鎖性」の防止に役立つとの期待も寄せられた。

入所児童からは、「しんどいときに話を聴いても

らえるかもしれない」という〈傾聴〉、「（職員に）

言えないときとかは･･･言ってほしい」という〈職

員への代弁〉、「（おとなからの体罰が）直る」ので

はないかという〈虐待からの救済〉への期待が語ら

れた。

子どもの意見表明権の保障は「権利」であるとい

うだけでなく、話すことで心の安定やコミュニケー

ション力の向上にも寄与する。だからこそ、職員も

子どもの話をじっくりと聴きたいという気持ちはあ

るのだが、とにかく人手が足りないという根本的な

課題がある。

さらには訪問アドボカシーの導入は被措置児童等

虐待の発見や予防、施設の質の向上にもつながる可

能性も伺えた。

一方、アドボケイトの守秘義務の原則や子どもと

の関係構築についての懸念など、サービスを開始す
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るにあたり課題も出されている。

私の所属する研究グループは今年度より、児童養

護施設、障害児施設、障害者施設各1施設で、施設

訪問アドボカシーの試行実践とアクションリサーチ

をNPOと連携して始めることにした。課題を実際

に検証し、日本で子どもたちに活用される「アドボ

ケイト」とは何か具体的に明らかにしていきたい。

5．最後に─意見表明権の保障とは何か─

イギリスの取り組みから学ぶのは、子どもが声を

上げるのを待つだけでは意見表明権の保障は果たさ

れない、ということではないだろうか。

アドボケイトが子どもに意見表明権を含む子ども

の権利を伝えること、声を上げるための「準備の機

会」を提供すること、相談を待つだけではなく定期

的（週１回～隔週）に訪問するなど、子どもが声を

上げる環境の整備をしている。

CASの最低基準では「アドボケイトは子どもの

意見を表明する能力を推定しない。」（基準1.3）と述

べ、「時間と労力を使う」ことを求めている。

日本では、国連子どもの権利条約12条のことを

「子どもの意見表明権」というが、英語では「聴か

れる権利」（The right of the child to be heard）と

略される（栄留 2015）。

「意見表明」というと「うちの子たちはきちんと

話せないんですよ」と言われることが多い。能力に

焦点を当てるのではなく、「声を上げられるように

するための環境や機会」をどれだけ整備しているか

である。そのため、生活の場である社会的養護の場

でできることは多くある。

それに加えて、養育者と意見が対立したり、被措

置児童等虐待、施設への苦情解決の場面など、子ど

もが養育者の支援を受けにくいときに子どもの側に

立つ「アドボケイト」の仕組みを創設することが求

められる。

日本が創設するという「第三者機関」と共に、こ
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キーワード：子どもアドボカシーサービス

イングランド・ウェールズの Children's Advocacy

Service は、施設入所児童への虐待の内部告発事件が契機と

なり2002年に児童法ですべての地方自治体に設置すること

が義務づけられた。子どものために「声を上げる」こと、「エ

ンパワーする」ことという2つの行動によって「子どもの権

利が尊重され子どもの意見と願いがいつでも聴いてもらえる

ようにする」。苦情解決や子どもの支援方法を決める会議の場

などで、子どもの側に立って、子どもの意見表明の支援を行

っている。

のようなアドボケイトも創設されることで「意見表

明権」の保障につながると考える。
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1．里親と支援者の関係の再検討

日本における里親支援は、この十余年の間に拡充

が図られてきた。予算はかつてと比べものにならな

いほど増額され、里親手当自体も上昇傾向にある。

各地では里親支援の拡充に向けて様々な取り組みが

検討・実施されている。支援の拡充に伴い、支援者

と被支援者である里親の関係にも変化が生じつつあ

る。支援が増大していけば、それに伴って新たな要

望が生まれる。支援が拡充していけばいくほど、支

援に対する里親の期待は増大し、求めるサービスは

多様化する。しかし、里親への支援の拡充に比例し

て、子どもの環境が向上するとは限らない。もちろ

ん、両者は無関係ではないが、同一でもない。支援

を最大限活用している里親家庭の方が、あまり支援

を活用していない里親家庭よりも措置変更の確率が

低いというわけではない。安全で安定した家庭環境

が、子どもにポジティヴな影響を与えることは間違

いないが、それが里親への支援の多さと直結するか

どうかは別の問題である。

ところで、これほど里親支援事業に関連する投資

が行われてきたにもかかわらず、必ずしもその成果

が現れているとは言えない状況がある。その一つが、

措置変更の多さである。詳細なデータは割愛するが、

関係不調による措置変更率は、2000年代初頭と比

較すると減少していないことが明らかになってい

る。このことから、既存の里親支援事業の拡充だけ

では解決できない課題が生じてきていることが推測

される。

今日、里親支援は、個別の里親と支援する側の関

係を中心に行われている。ここでは、支援する側と

里親の間には、支援者と被支援者という関係が構築

されている。里親は一方的に支援を求め、支援者は

要望に応じて里親を支援する。このような関係では、

里親は常に被支援者という位置におかれ、支援者と

協働して子どもの養育環境を向上させるという立場

を取ることが困難である。里親制度において、里親

は、子どもの日々のケアを提供するケアギバーの役

割を与えられている。しかし、それぞれの家庭の中

だけで養育が行われれば、里親や子どもは孤立し、

親子の葛藤や暴力が生じるリスクも高まる。こうし

た危険性を防ぐために、里親は支援を求め、支援す

る側は家庭への介入とサポートを行う。こうした支

援体制の下では、上述したような課題を解決するこ

とは困難である。

2．ピアサポートと専門機関による支援を組み合わせる

この問題を解決するためには、どのような支援が

考えられるだろうか。その一つが、個別の家庭とそ

れをサポートする支援者の関係を再編するという方

法である。もちろん、個別の家庭での養育は、里親

養育の最大の利点である。一方、個別の家庭への支

援という体制が継続されれば、どうしても支援者と

日本女子大学 人間社会学部 准教授 和泉
い ず み

広恵
ひ ろ え

里親家庭で相互に支え合う里親家庭で相互に支え合う
――里親支援の新しい形里親支援の新しい形
““モッキンバーモッキンバード・ド・ファミリファミリー・ー・モデモデルル””

Ⅲ 国内外の動向
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被支援者という固定的な関係が構築されてしまう。

この課題に対処するには、どうすればよいのか。そ

の一つに、個別の家庭での養育を尊重しながら、家

庭同士が支えあう仕組みを構築するという方法があ

る。この方法を生み出したのが、米国ワシントン州

シアトル市にあるNPO法人モッキンバード・ソサ

イエティであり、その実践がモッキンバード・ファ

ミリー・モデルというものである。このモデルは、

2003年に補助金を得て実施が計画され、ワシント

ン州で実施された。現在では、米国の複数の州と英

国全域などで導入されている。以下では、このモデ

ルについて簡単に紹介していきたい。

モッキンバード・ファミリー・モデルの仕組みは

単純である。同じ地域（近隣）に住む6～10の里親

家庭が一つのグループ（コンステレーションと呼ば

れる）を作る。コンステレーションのうちの一つの

家庭（ハブホームと呼ばれる）が、グループの中心

となる。ハブホームは里親養育を経験した家庭が担

うが、他の家庭（サテライトと呼ばれる）は、必ず

しも里親家庭である必要はない。親族養育や養子縁

組の家族、実親家族など、サテライトになる家庭は

柔軟に組み合わせることができる。ハブホームの条

件は、常に2人の子どもが泊まれるスペースがあり、

緊急レスパイトや予定されているレスパイトを行う

ことが可能なことである。コンステレーションは、

ハブホームを中心とした一つのグループとして、相

互交流を図る。たとえば、コンステレーションでは、

ハブホームや公共施設を用いて月に1度のサロンを

開催したり、イベント（誕生日やクリスマスやハイ

キングなど）を行ったり、サテライトの家庭で子ど

もの養育に問題が生じたときにハブホームの里親が

サポートを行ったりする。それぞれのコンステレー

ションには、ホストとなる機関（ホストエージェン

シーと呼ばれる）が定められ、コンステレーション

の維持が外部から支えられている。ホストエージェ

ンシーは、公的機関でも民間機関でもよく、コンス

テレーションをサポートし、ネットワークがうまく

機能しているかを確認する。モッキンバード・ソサ

イエティは、ホストエージェンシーのさらに外側か

ら、コンステレーションが順調に運営されるように

支援を行う。

モッキンバード・ファミリー・モデルは、親同士

のつながりだけでなく、家族間のネットワークを形

成することを目的としている。コンステレーション

内では、親だけでなく子ども同士も日常的に交流し、

関係性を深めることができる。そのため、子どもた

ちは孤立しないで育つことができる。また、子ども

にきょうだいがいる場合、コンステレーション内の

家族に委託されていれば、きょうだい間の関係性を

維持することも可能となる。

モッキンバード・ファミリー・モデルは、子ども

の養育に関するポジティヴな影響を与えることが実

証されている（The Mockingbird Society 2010）。こ

のモデルの目標は、①子どもの安全性②パーマネン

シー・サポート③措置の安定性④きょうだい同士の

関係⑤文化的に適切な養育⑥強力なコミュニティと

出所：The Mockingbird Family Model 2013 Mockingbird
Family Model Host Agency Implementation Handbook 

※ホストエージェンシーとモッキンバード・ソサイエティ

は、外部から里親同士のネットワークを支える（引用者）

〈モッキンバード・ファミリー・モデルのイメージ〉
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のつながり⑦養育者の満足と継続性⑧システム改革

─の8つの項目にわけられているが、モデルを採

用した里親家庭では、一般の里親家庭と比較して、

各項目についてプラスの効果が現れている（前掲

書）。効果の中には、措置変更の割合が一般の里親

家庭よりも低下したこと、コンステレーションを形

成することでパーマネンシーにプラスの効果をあげ

ていること、虐待の調査がほとんど入らなかったこ

となどが含まれる。また、レスパイトの定期的な活

用が、親子という密接な関係性に距離を与え、家庭

という閉じられた空間の中で生じる関係の悪化や暴

力を予防し、互いの関係性を見つめ直す機会を提供

していることなども明らかになっている。米国では、

子どもの措置変更の回数の多さや里親家庭の子ども

の家出、措置期間終了後のホームレス化などが社会

的養護の深刻な問題となっている。モッキンバー

ド・ファミリー・モデルは、こうした課題を克服す

る一助となっている。

3．「拡大家族」と子どもの養育

それでは、このモデルは既存の里親支援の仕組み

とどのように異なるのだろうか。モッキンバード・

ファミリー・モデルは、コンステレーションを構築

するために里親家庭が集住するわけではない。もと

もと同じ地域に住んでいる里親同士の間にネットワ

ークを築くのである。そのため、この実践は、日本

でも馴染みのある仲の良い里親同士の交流と同じよ

うに見える。サロンを開催し、悩みを相談し合い、

子どもが交流している里親家庭同士のつながりは日

本にもある。そのようなネットワークが人工的に作

られているだけであるとすれば、それは、大して新

しいモデルとは言えない。しかし、モッキンバー

ド・ファミリー・モデルには、里親同士の交流だけ

に留まらない重要な意味が含まれている。

モッキンバード・ファミリー・モデルのマニュアル

には、モデルの発想の根幹に「拡大家族（extended

family）」の人工的な形成があることが明示されて

いる。ここでの「拡大家族」とは、厳密な意味での

「拡大家族」というよりも、擬似親族関係に近い。

簡単に言えば、このモデルは、里親家庭を中心に親

族関係を人工的に形成しているのである。

それでは、なぜ、里親制度において、親族関係が

擬似的に形成されることが重要なのだろうか。モッ

キンバード・ファミリー・モデルでは、委託されて

いる子どもは、コンステレーションの子どもである

という考え方がなされる。言うまでもなく、各家庭

の子どもを日常的に養育する責任は、直接受託して

いるそれぞれの里親にある。しかし、コンステレー

ションでは各家庭で子どもが養育されているだけで

なく、家庭間に頻繁な交流があるため、委託されて

いる子どもは各家庭の子どもであるだけでなく、

「コンステレーションの子ども」としても意識され

る。それは、「親族の子ども」という意識の形成と

類似している。親族関係にある者は、血縁があると

いう理由から、そうではない者とは異なる特別な関

係にあるという意識を持っている。こうした親族意

識の形成は、各家庭の孤立を防ぐだけでなく、措置

変更の際の子どものストレスの軽減にもつながる。

実際、コンステレーション内で子どもが移動する場

合、子どもは親戚の家に行くような感覚を持てるた

め、見知らぬ里親家庭への移動に比べて子どもへの

ネガディヴなインパクトが少ない。

一般に里親制度において、家庭に委託される子ど

もは「里親家庭の子」ではなく、「社会の子」であ

るという表現がなされることがある。その一方で、

里親は、代替的な親として愛着の形成に重点をおき

ながら子どもを養育することが求められる。個別の

家庭で血縁のある親子と類似した関係を築こうと努

める里親にとって、「社会の子」という言葉は、あ

まりにもリアリティと乖離している。その点、コン

ステレーションでは、実際にコミュニケーションが

活発に図られ、チームとしての意識が日常的に高め
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られているため、「コンステレーションの子」とい

う言葉は、現実と理念を無理なく架橋するものであ

ると考えられる。

コンステレーションを一つの単位として捉え、里

親家庭に委託される子どもを「コンステレーション

の子」とみなすことは、コンステレーションに含ま

れる家族だけでなく、支援に携わる者や子どもの委

託を決定する児童相談所のスタッフにとっても、重

要な変化をもたらす。里親への支援は、各家庭を対

象として行われるだけではなく、家庭同士が支え合

って運営されているコンステレーションを対象に行

われる。さらに、新規に子どもの委託をする場合、

ある家庭とのマッチングを検討するだけでなく、そ

れぞれのコンステレーションにマッチする子どもの

委託を検討することになる。ここでは、子どもを委

託する際に、その子どもが家庭で受け入れ可能であ

るかという視点からだけではなく、子どもがそのコ

ンステレーションにおいて安全で安定した生活を送

ることができるかという視点から、措置の可否が判

断されるのである。そのため、互いのコミュニケー

ションが良好であるコンステレーションに子どもを

委託する場合には、子どもの委託先の選択肢が拡大

し、委託後のリスクの低減にもつながる。

もちろん、親族同士の関係が子どもの養育に与え

る影響は、常にプラスのものであるとは限らない。

親族であるからこそ、親同士の関係が悪化したり、

交流に煩わしさが伴ったりすることは、周知の通り

である。モッキンバード・ファミリー・モデルの場

合も、コンステレーション内で家族同士の関係が悪

化することはあり得る。しかし、モッキンバード・

ファミリー・モデルが、実際の親族関係と異なるの

は、関係性が人工的に構築されている点である。こ

のモデルのコンステレーションは、それぞれの家庭

の合意に基づいて作られている。さらに、コンステ

レーションを支援するホストエージェンシーが、ネ

ットワークの外部に位置づけられている。ホストエ

ージェンシーは、継続的にコンステレーションを支

えているため、常にハブホームと連携している。こ

うして、ハブホームは専門機関に支えられながら他

の里親家庭への支援を行うことができる。ハブホー

ムはコンステレーション内の問題について、常にホ

ストエージェンシーと相談しながら解決を目指して

いく。こうした重層的な支援が確立していることに

よって負担が一か所に集中しないため、それぞれの

役割を無理なく果たすことができるのである。

コンステレーションの形成には、子どもの委託や

里親の認定にかかわる担当者たちが、慎重に議論を

重ね、自らが担当する里親や委託されている子ども

の特徴などを振り返るというプロセスがある。なぜ、

このモデルを導入する必要があるのか、ネットワー

クをまとめる役割を担うのは誰か、ホストエージェ

ンシーになるのはどこかなどが、関係者によって時

間をかけて検討されるのである。このプロセスの中

で、地域性や家族の特徴とモデルを導入する意義が

繰り返し確認される。このような作業を共同で行う

ことは、委託の決定や里親家族への対応にもポジテ

ィヴな影響を与える。

また、コンステレーションに入る家族には、適度

に家庭を開放することが求められる。家庭の風通し

の良さは、家族成員間の葛藤を緩和し、暴力などの

リスクを低減する。その反面、他の親とつながるこ

と自体に否定的な考えを持っていたり、関心がなか

ったりする家庭の場合には、このモデルに参加する

ことは困難であろう。モッキンバード・ソサイエテ

ィは、すべての家庭に同じ条件でネットワークの形

成を促すのではなく、ネットワークの形成に合意し

た家族同士のつながりを支援するのである。そのた

め、支援者自らが、他の家庭とつながりをもちたい

という里親家族を探し当て、ネットワークを形成し、

それを維持するという役割を担う必要がある。

それでは、コンステレーションに入らない里親家

族にとって、地域にモデルを導入するメリットはな
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いのだろうか。支援という点からすれば、そうとも

言えない。支援者はモデルを支える一方で、つなが

ることが苦手だったり、つながりたい人と出会えな

い里親家庭には、個別に重点的に支援を行うことが

できる。この意味でも、モデルを取り入れること自

体が地域全体のメリットになると考えられる。

4．日本での導入とその可能性

今後、日本で里親支援が発展していくためには、

新しい発想を加えていくことが必要である。それは、

個別の里親への支援を拡充するために支援員を増や

すのではなく、里親同士が支え合う仕組みを支援す

るという、このモデルのような方法である。里親自

身が他の家庭を支える側に立つことになれば、もは

や支援を求め続ける立場に束縛されることはなくな

るだろう。子ども同士もまた、互いにつながること

ができれば、養育者との関係について一定の距離を

保持することが可能となるだろう。家族という緊密

な関係性のメリットを活かすためには、モッキンバ

ード・ファミリー・モデルが提案する「拡大家族」

のようなネットワークの発想が有効である。里親支

援が個別の家庭への無制限の支援ではなく、支え合

う里親グループへの支援に発展していけば、里親家

族だけでなく、多様な家族間でのネットワークの形

成が可能になり、多くの子どもに安全で安定した環

境が提供されるようになることが期待できる。これ

によって、里親支援の意義は、これまで以上に高ま

ることになるだろう。

里親がグループを形成し、そのグループを支援者

が支援する。これは、個別の家族に支援を行うこと

を前提としてきた既存の里親支援制度からみれば、

大幅な転向である。「コンステレーションの子」と

いう発想を活かし、里親委託を行っていくことがで

きれば、里親制度そのものにも大きな変化がもたら

される。もちろん、このモデルを導入するためには、

多くの挑戦をしなければならない。しかし、この転

換が実現すれば、里親制度には新たな発展がもたら

されることは間違いないだろう。

注　

モッキンバードファミリーモデル事業実行委員会では、

このモデルを日本で広めるために勉強会やハンドブッ

クの翻訳・発行等の活動を行っている。詳細は、ホー

ムページ（http://mockingbirdfamilymodeljapan.org/）

および『モッキンバード・ファミリー・モデル　ホス

トエージェンシー実施のためのハンドブック』をご覧

いただきたい。

キーワード：拡大家族

里親養育において、子どもはある家庭に委託されると、他

の社会的養護の子どもと知り合う機会が減り、里親もまた地

域で孤立してしまうことがある。近隣に住む仲の良い家庭同

士がグループを作るモッキンバード・ファミリー・モデルの

仕組みには、子どもを温かく見守る親戚のような関係を人工

的に作るという発想がある。モッキンバード・ソサイエティ

では、これを「拡大家族（extended family）」と呼んでい

る。「拡大家族」は、家庭の孤立を防ぎ、子どもが委託先以

外の家庭を知り、成人後も自分を見守ってくれる複数の大人

と関係を継続しながら生きられる機会を提供する。
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はじめに

カナダ最大の都市トロント。人口279万人の都市

で児童相談所の役割を担っているのがChildren
,
s

Aid Society of Toronto（以下、CAST）である。職

員は約800人で、事業規模は1.8億カナダドル（日本

円で約160億円）である※1。スタッフの過半数がソ

ーシャルワーカーであるこの組織は、北米最大規模

の非営利団体とも言われる。CAST には Chi ld

Welfare Institute（CWI）という研究所が設置されて

いる※2。筆者はトロント大学大学院在籍中の2015

年9月から2016年4月までCWIで実習する機会を

得た。本稿では、その時の経験やCWIディレクタ

ー、デボラ・グッドマン氏へのインタビューを通じ

て、CWI設置の社会的背景と目的について紹介し

たい。

CASとは

オンタリオ州（ON州）で児童相談所の役割を担っ

ているのがChildren
,
s Aid Society（CAS）である。

子どもの保護や里親家庭のコーディネート、虐待防

止プログラムの実施など、多岐に渡るプログラムを

実施している。ON州には47のCASがあり、それ

ぞれが別の民間組織であるが、すべてのCASはON

州CAS協会（OACAS）の傘下にあり、法律に基づき

公的な活動を行っている。その中でトロント市を受

け持つのがCASTである。トロント市にはCAST

の他に、カソリック、先住民、ユダヤ系の3つの

CASが存在する。クライアントが担当CASを変わ

ったりケースが重複した際に迅速に情報共有を行う

ことを目的として、2015年頃からON州内のCAS

でケースを共有することができる新データベース

Child Protection Information Network（CPIN）の導

入が始まっている。CASTの概要や歴史については

「2015年度 第41回資生堂児童福祉海外研修報告書

～カナダ児童福祉レポート～」に詳しく記載されて

いる※3。

CWIとは

CWIは児童福祉において、根拠に基づく実践を

行うことを推進する目的で2007年に設立された。
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CWIはCASTの一つの部署であるが、「Child Welfare

Institute=児童福祉研究所」という名称をつけたこ

とは、当研究所で行われる調査や研究に第三者機関

としての視点を導入したいという目的があったから

だ。なお、CASTには以前からQuality Assurance

（品質管理部）という部署があり、そこでは顧客満

足度などを調査している。

CWIは主に次の二つの事業を行っている。

1.プログラム評価や調査・研究を行う事業（研究部門）

2. 職員の研修を行うトレーニング部門（研修部門）

スタッフの人数は、研究部門がディレクター、リ

サーチャー、リサーチアシスタントの3名。トレー

ニング部門が2人。そして2つの部門に共通する事

務スタッフが1名と小規模である。スタッフの他に

重要なのが各大学、大学院からの実習生である。常

時2～4人、年間で10人程度の学生を受け入れてお

り、学生はそれぞれ3～6ヶ月ほど実習を行う。さ

らに夏休みを利用した学生のインターンシップも受

け入れている。インターンに参加する学生には、過

去に（または現在も継続して）CASが関わっている

若者、すなわち社会的養護のもとにある当事者※4を

積極的に採用している。これはCASを含めた福祉

業界全体で、当事者の声やニーズを制度やサービス

に反映させることの重要性が認識されてきているこ

とを示している。CASでは他にも、社会的養護の

もとにある若者が集まるユースグループや、リーダ

ーシップ研修会、海外へのフィールドトリップを実

施したり、意見を発表する場なども設けられている。

CWI 研修部門

CWIの研修部門では年間を通じて多彩な職員研

修を行っている。スタッフは希望する研修にオンラ

インで申し込む。研修は例えば、組織のミッショ

ン・ビジョンを理解するという基礎的なものから、

先住民やLGBTなどクライアントの多様性の理解と

対応、依存やメンタルヘルスなどの医療的知識、反
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抑圧主義（AOP）など理念的考え方、スーパーバイ

ザー対象のスーパービジョンの方法論など多岐に渡

る。なお、これまでON州の各CASで採用された

職員の研修はそれぞれの組織で行ってきたが、2017

年1月からはOACAS主催の4ヶ月の研修に参加す

ることが義務付けられた。研修後、最終試験を受け

て合格した者だけが各CASにて勤務できる仕組み

だという。これはON州全体でケースワーカーを研

修することで、ワーカーの行う支援内容の質や内容

を均一にする目的があるのだろう。CWIの研修の

内容は、研究部門の行うプログラム評価の結果など

により随時見直しが行われる。なお、CWIでは外

部からの依頼を受けて講師派遣やプログラム評価も

行っている。CWIの設立当初は、研修部門への依

頼の方が多くなるだろうと予想していたものの、今

では研究部門への依頼の方が多いのだという。

CWI 研究部門

CWIの研究部門は大小合わせて年間に3、40のプ

ロジェクトを抱えているという。それらは大きく次

の3つのカテゴリーに分けることができる。

1. CAST内部で実施されているプログラムの評価や

調査研究

2. 外部団体から委託されたプログラム評価やロジッ

クモデル、コンサルティング業務

3. 助成金や補助金を利用した調査研究（大学や他研

究機関などとの共同の調査など）

これらのプロジェクトはテーマやその規模も様々

である。国外の児童相談所との共同調査や、5年に

渡る大学との共同研究など数年に渡る大きなものか

ら、CASで実施しているプログラムの評価など数

ヶ月単位のもの、そして理事会への資料として1、

2週間で仕上げる調査まで多岐に渡る。大きな規模

の調査研究プロジェクトとなると、先行研究調査、

プログラム計画策定、試験的プログラム実施と評価、

本プログラムの実施と評価、カンファレンスの実施、



調査報告書の作成までを数年かけて行う。

研究部門ではスタッフが複数のプロジェクトを同

時に抱えており、業務遂行のスピードが非常に速い。

一方で地道な作業の連続でもある。実際に筆者が経

験した内容には、プログラム参加者に電話でインタ

ビューを行ったり、高校に訪問してプログラム参加

者に話を聞くフォーカスグループを実施するという

クライアントと直接対面する調査から、カナダの各

州の支援内容を調べるため、自治体や各地の支援セ

ンターを探してひたすら電話をかけることもあっ

た。また、数日間に渡りアンケート結果を統計用ソ

フトに入力するなどの単純作業や、研究テーマに従

って文献を探しレポートにまとめるということもあ

った。

センター・オブ・エクセレンス

CWIのディレクター、デボラ・グッドマン氏に

よると、CWIが目指したのは児童福祉における

「センター・オブ・エクセレンス」だという。セン

ター・オブ・エクセレンスとは、業界をリードする

優れた研究を行い、それを発信する場である。CWI

は CAS の中という、いわゆる現場の中にあり、

CASで行っているプログラムの評価などを実施し

ている。CWIの作成した報告書に基づき、支援の

あり方を見直したり、プログラムの内容や支援方法

を修正したり、またスタッフのトレーニングを実施

したり、見直したりする。

またCWIは大学と共同研究を行うなど、学術的

な研究も盛んである。複数の省から助成金を得て実

施している調査研究は、カナダの児童福祉をリード

する内容のものである。ディレクターのグッドマン

氏は博士号を取得しており、現在、トロント大学の

ソーシャルワーク大学院でロジックモデルやプログ

ラム評価を教えている。余談だがグッドマン氏は

CASに勤務しながら大学院に進学し、働きながら

博士号を取得したという（加えてその時に3人の子

どもの出産と子育てもしていたというのだから驚き

である）。グッドマン氏以外にもCWIのリサーチャ

ーをはじめとして、他の職員も博士号を取得してい

たり、在籍中の人がいるなど、学術研究と現場が密

接につながっていることも印象深かった。なお、

CASTだけでなく他のCASでも、博士号を持つ職

員が調査研究を行っているところが複数あるとい

う。

CWIでは外部の非営利組織のプログラム評価も

請け負っているが、興味深いのは業界全体の調査・

研究能力の底上げを図ろうとしていることだ。CWI

のスタッフが委託を受けた組織に出向いてプログラ

ム評価のやり方や、データ分析用ソフトの使い方な

どを教えることもある。それによって将来はその団

体自ら調査・研究を行えるようになることを手助け

しているのである。

エビデンス・インフォームド・プラクティス（EIP）

CWI が設立された背景には、福祉の現場で

「Evidence Based Practice=根拠に基づく支援」が

求められていることが挙げられる。しかし現実には、

福祉実践の現場では、多くの場合は「Evidence

Hopeful Practice＝根拠への期待に基づく実践」が

行われているとグッドマン氏は述べる。これはすな

わち経験や希望的観測をもとにした、結果を検証し

ていない支援である。なおEvidence Based Practice

とは医療から援用したコンセプトで、比較グループ

を用いた治験を繰り返してエビデンスを積み上げる。

福祉実践では、ある程度の結果を蓄積した根拠を参

照し、より包括的に捉える「Evidence Informed

Practice＝根拠に照らした実践」が現実的である

（図1）。福祉実践の結果には、支援やプログラムの

内容や手法（心理療法などを含む）だけでなく、ワ

ーカーのスキルやクライアントとの相性の他、Bio-

Psycho-Social（身体・心理・社会モデル）と言われ

る当事者の周辺環境が大きく影響するからである。
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近年、国・州・民間を問わず、補助金や助成金に

対して、より明確な結果を出すことが求められるよ

うになっている。グッドマン氏は、今後はこの傾向

がより強まるだろうと述べる。なおグッドマン氏が

博士課程進学を決めたのにも「効果がある」と感じ

ていたプログラムが、予算削減により中止に追い込

まれたことがきっかけだったという。福祉実践の結

果を可視化し、それを発表することは効果のある事

業やプログラムを存続させることにもつながるので

ある。

反抑圧主義（AOP）の実践

CWIが設立されたのは反抑圧主義（AOP=Anti-

Oppressive Practice）の高まりとも無縁ではないだ

ろう。反抑圧主義とは可視・不可視にかかわらず社

会には様々な抑圧があるという理解の下になされる

社会福祉の実践である。当事者を理解しその声やニ

ーズをサービスに反映させるのはもちろんのこと、

ワーカーが自己省察を行い、当事者と支援者という

枠を超えて協働し、社会の新しい価値を作り出すと

いうものである。2006年にCASTで組織ミッショ

ンとして採用され、その後ON州のCASを管轄す

るOACASが主導し、州内の多くのCASに広まっ

てきた※5。このミッションの背景にはトロント市の

住民の半数がカナダ以外の出身という多民族都市で

あり、人種や民族、言語などの様々な社会的属性が

福祉的課題に深く関わっていることが理解されてき

たことがある。加えて1800年代から1990年代半ば

まで、先住民の子どもを親や地域から引き離し、隔

離した寄宿舎生活を送らせるなど、白人の生活様式

を強制していた植民地主義的政策への反省がある。

カナダにおける児童福祉の負の遺産とも言えるこの

政策をリードしたのは、当時のソーシャルワーカー

など福祉を担う専門職であった。このような官僚的

かつ行政サービスを担うという福祉専門職のあり方

を否定するのが反抑圧主義である。現在でも「子ど

もを保護する機関」と捉えられがちで、当事者の間

では必ずしも良い評判だけではないCASは、地域

の非営利団体と協働してプログラムを実施するな

ど、当事者の側に立つ努力を続けている。
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CWIのディレクター　
デボラ・グッドマン氏

100人収容できる大ホール（7階）
壁には組織ミッションやビジョンが



おわりに

CWIのディレクター、グッドマン氏によると、

児童福祉のあり方には様々なモデルがある。CAST

などカナダにおいてヨーロッパからの移民を中心に

推進してきた「子どもの保護」を中心とした支援、

オーストラリアなどを中心とする「家族を対象」と

した支援。そして先住民が行ってきた「コミュニテ

ィ全体で子どもを育てる」あり方。今後CASが目

指していくべき方向性は、この先住民が行ってきた

「コミュニティで子どもを育てる」あり方だという

（図2）。カナダでは社会的養護の子どもの多くが里

親の元で暮らすが、CASでは近年、親族や地域の

知り合いが里親になるKinship careを推進してい

る。既に知っている人や言語や人種や民族などの背

景を共有している人と住み慣れた地域で暮らし続け

ることは子どもの養育にとって大きな助けとなり、

結果的には社会的養護の費用も抑えることができる

という。これも多くの調査を蓄積した結果得られた

エビデンスに照らした実践の一つである。

1990年代まで子どもを親から引き離し、集団生

活をさせる植民地主義的な政策を行うなど、先住民

とその子どもを抑圧してきた福祉の専門家が、現在

では先住民のコミュニティを見本にしたいと述べる

のは、改めて考えてみると驚くべきことである。

CWIはCAST内外のプログラム評価や職員研修

を実施することを通じて、介入や支援方法を振り返

り、過去に行ってきた支援のあり方を改善していく

ことにつなげている。さらに最新の知見を用いて根

拠に照らした実践を推進している。今、行っている

支援は本当にベストな結果をもたらすのか。より良

い結果をもたらす実践はないか。CWIでは、常に

そのような批判的省察が求められていたように思

う。CWIのフットワークが軽いのは、CASが民間

の非営利団体であるということも関係しているかも

しれないが、これらの事情やカナダと日本との制度

や文化が異なることを差し引いても、CWIでの実

キーワード：反抑圧主義実践
Anti-Oppressive Practice（AOP）

社会の抑圧構造や不平等を理解した上で、当事者と専門職

が協働することにより、社会に対し異議申し立てを行い、そ

の構造をも変化させようとする福祉実践。80 年代半ばから

90 年代半ばにかけて主に北米やイギリスのソーシャルワー

ク教育や実践で導入され発展した。近年は特に福祉課題に人

種や民族など社会的属性が深く関わっていることが明らかに

なってきたことで、福祉実践に取り入れていく必要性が言わ

れている。その際、専門職には常に批判的自己省察が求めら

れる。

践は日本の児童福祉実践にも多くの示唆を与えるも

のであると考える。

注

※1．CAS Annual Report 2016-2017

（http://torontocas.ca/sites/torontocas/files/Annual

Reports/AR2016-17_Eng.pdf）

※2．Child Welfare Instituteウェブサイト

（http://www.childwelfareinstitute.torontocas.ca/）

※3．資生堂社会福祉事業財団（2016）「2015年度 第41回資生

堂児童福祉海外研修報告書～カナダ児童福祉レポート～」

（http://www.zaidan.shiseido.co.jp/activity/carriers/

training/pdf/vol_41.pdf）

※4．ON州では児童の保護は16歳まで、社会的養護は18

歳までとなっている。希望すれば16歳から自立生活

を行うことができる。また21歳まで金銭的支援など

が得られる。現在、里親のもとで22歳頃まで生活で

きるように制度改正が議論されている。

※5．カナダのAOPに関しては下記を参照のこと。二木泉

（2017）「ソーシャルワークにおける反抑圧主義

（AOP）の一端─カナダ・オンタリオ州の福祉組織

の求人内容と組織理念を手がかりとして─」『社会

福祉学』Vol.58、No.1、2017.
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そう

春先のこと、『わたしは、ダニエル・ブレイク』

（ケン・ローチ監督）という映画が公開された。ケ

ン・ローチと聞くと、公権力と闘うシングルマザー

の物語『レディバード・レディバード』（1994 年製

作）を思い出す方もおられるだろう。イギリス労働

者階級の暮らしに迫る彼の映画では、過酷な環境の

中でもまっとうに生きようとする人たちとともに、

彼らを取り巻く無慈悲な差別、狡猾な犯罪、利己的

な暴力なども容赦なく描かれる。そしてそれらと並

び、人よりも規則を大事にする「お役所」がしばし

ば登場する。

ダニエルも、そんな「お役所」に翻弄される一人

だ。結局、ダニエルが頼りにできたのは、二人の子

どもを抱えたシングルマザーと、人々の善意で成り

立つ慈善事業だ。「ゆりかごから墓場まで」の路線を

転換し、自助と共助を称揚したイギリス政府が、逆

境の中で立ち上がろうとする自助の精神を砕き、尊

厳ある暮らしのための支援を政府に求めるのを諦め

させているのだとしたら、こんな皮肉なことはない。

さて、本号の特集テーマとした児童福祉法改正だ

が、これは日本の子ど

も家庭福祉史に大きな

ステップを刻むものだ

といってよいだろう。

ただし、どれほど美し

く力強く書かれた政策

があっても、現実を見

て落胆させられるとい

うことがあっては、元も子もない。鳥の目を以って

練り上げられた政策が本当に子どもの人権保障と自

己実現につながるのか、虫の目で検証していかなけ

ればならない。たとえば二木氏の論稿にあるように、

サーヴィス利用者からのフィードバックに基づき、

各機関から政府まで、さまざまなレヴェルで見直し

ていくことを定着できまいか―ソーシャルワーカ

ーの役割は子どもと家族へのダイレクト支援だけで

はないはずだ。

ダニエルの身に起きたことは、決して対岸の火事

ではないのだから。

次号のお知らせ 第 83 号特集「子どもの育ちと家庭─今、問われる代替養育のありよう」（予定）2018 年 4 月1日発行

編 集 後 記 鳥の目と虫の目

担当編集委員 澁谷昌史




